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■避難指示等に係る「発令者」、「措置」及び「発令する場合」 
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（３）明示する事項 

避難指示等を行う際に明示する事項は、次のとおりとする。 
 

・避難対象地域         ・避難経路 

・避難を必要とする理由     ・避難時の注意事項（災害危険箇所の存在等） 

・避難先（屋内安全確保を含む） 

 

（４）伝達方法 

避難指示等は、有線放送、防災行政無線、サイレン、広報車、使走、テレビ・ラジオ

放送等の伝達手段を複合的に活用し、対象住民に迅速かつ的確に伝達する。特に長野原

町は面積が広いので、夜間や早朝に突発的局地的豪雨が発生した場合、エリアを限定し

た伝達について検討する。 

また、伝達に当たっては、危険の切迫性に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫す

ること、対象者を明確にすること、警戒レベルに対応した避難行動等を検討し、住民の

積極的な避難行動を喚起する。 

 

（５）町から関係機関への連絡 

町は、避難指示等を行ったときは、その内容を速やかに県（吾妻行政県税事務所を経

由して危機管理課、又は直接危機管理課）、利根川水系砂防事務所長野原出張所、警察及

び消防機関等に連絡する。 

 

（６）避難指示等の解除 

町は、避難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努める。 

また、指定行政機関、指定地方行政機関及び県は、町から土砂災害に関する避難指示

等解除の求めがあった場合、必要な助言する。特に大規模な土砂災害発生後には、必要

に応じて専門技術者等を派遣して二次災害の危険性等について町に助言する。 

 

（７）屋内での待避等の安全確保措置 

避難による立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれ 

があると認めるとき、町長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避等の

安全確保措置を指示する。 

 

３ 避難誘導 

避難の誘導は、町職員、消防団員、警察官、消防署員、自主防災組織、行政区役員等が

連携し、各地区あるいは職場、学校等を単位とした集団避難を行う。 

なお、町は、迅速かつ安全な避難を確保するため、職員の派遣及び道路管理者、警察官、

区会等の協力により避難路上にある障害物の排除に努め、避難の円滑化を図る。 

 

 避難は、緊急に避難する必要がある地域及び施設から開始する。 

 被害規模、道路・橋梁の状況を勘案し、最も安全と思われる避難経路を選定する。 

 避難経路の要所に誘導員を配置し、避難者の通行を確保する。 
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 常に周囲の状況に注意し、避難場所や指定避難所の状況が悪化した場合は、直ちに再

避難の措置を講ずる。 

 避難方法は、原則徒歩とするが、災害の状況、誘導する者の助言を踏まえて、各自の

判断で自動車による移動も考慮してよい。 

 なお、町から避難指示等がなかった場合においても、住民はテレビ、ラジオ等の災害

報道又は周囲の被害状況に応じて、自主的に避難場所に避難する。 

 避難所を２箇所以上確認しておき、避難所に至る経路も複数の道路を設定する。 

 避難所に至る経路にブロック塀等の危険物がないか、事前に確認しておく。 

 避難に際しての携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度とする。 

 

４ 要配慮者への配慮 

町は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等要配慮者について、避難の遅れや避

難途中での事故が生じないよう、地域住民や自主防災組織の協力を得て、避難指示等を確

実に伝達するとともに避難の介助及び安全の確保に努める。 

 

 町は、避難行動要支援者名簿を活用し、避難行動要支援者が地域の支援者等によって

安全に避難できるよう措置する。 

 避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支援等関係者に提供することに同意

した避難行動要支援者の避難支援については、名簿情報に基づいて実施する。 

 避難行動要支援者名簿の平常時からの提供に不同意であった者についても、現に災害

が発生、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体

を保護するために特に必要があるときには、避難支援等の実施に必要な限度で、避難

支援等関係者その他の者に名簿情報を提供できる。  

 町は、発災時に本人同意の有無に関わらず、緊急に名簿情報を外部提供する場合、提

供を受けた者が情報の適正管理を図るよう、名簿情報の廃棄・返却等、情報漏えいの

防止のために必要な措置を講ずるよう努める。 

 避難行動要支援者及び名簿情報は、避難支援者関係者から避難所等の責任者に引き継

ぎ、避難所生活後の生活支援に活用する。 

 要配慮者関連施設管理者は、地域住民の協力を得て入（通）所者を、あらかじめ定め

た避難所へ避難誘導する。 

 

５ 警戒区域の設定 

（１）町長による警戒区域の設定 

災害が発生、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対

する危険を防止するため特に必要があると認めるとき、町長は、災害対策基本法第 63

条第 1 項の規定に基づき警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対し

て当該区域への立入りを制限、若しくは禁止、又は当該区域からの退去を命ずる。 

 

（２）警察官による代行措置 
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（１）の場合において、町長若しくはその委任を受けて町長の職権を行う町の職員が

現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官は災害対策基本法

第 63 条第 2 項の規定に基づき当該職権を行う。 

 

（３）自衛官による代行措置 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、（１）の場合において、町長その他町長の職権

を行う者が現場にいないときは、災害対策基本法第 63 条第 3 項の規定に基づき当該職権

を行う。 

 

（４）町から関係機関への連絡 

町は、警戒区域を設定したときは、その内容を速やかに県（吾妻行政県税事務所を経

由して危機管理課、又は直接危機管理課）、利根川水系砂防事務所長野原出張所、警察及

び消防機関等に連絡する。 
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第３ 広域避難 

予測される被害が広域にわたる場合、他市町村への立ち退き避難が必要となることが想

定される。以下に、広域避難が必要となった場合の手続等について定める。 

なお、市町村間の相互応援協定等に基づき、住民の広域避難を行う場合は、本規定は適

用しない。 

 

１ 県内の他の市町村への広域的な避難等 

（１）県内他市町村への受け入れ協議 

町は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、当該市町村の区域外への広域的な避難、

指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の

他市町村への受入れについて、当該市町村に直接協議する。 

 

（２）県への報告 

町は、（１）の協議をするときは、あらかじめ、その旨を県（危機管理課）に報告する。

ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議開始の後、遅滞なく報告する。 

 

（３）協議先市町村の要避難者への対応 

（１）の協議を受けた市町村（以下、本項目において「協議先市町村」という。）は、

当該避難者等（以下「要避難者」という。）を受け入れないことについて正当な理由があ

る場合を除き、要避難者を受け入れる。この場合において、協議先市町村は、（１）によ

る滞在（以下「広域避難」という。）の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定

緊急避難場所その他の避難場所を提供する。 

 

（４）協議先市町村から協議元市町村への通知 

（３）の場合において、協議先市町村は、当該市町村において要避難者を受け入れる

べき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者等に通知すると

ともに、（１）により協議した市町村長（以下、本項目において「協議元市町村」という。）

に通知する。 

 

（５）通知を受けた協議元市町村の対応 

協議元市町村は、（４）の通知を受けたときは速やかに内容を公示し、現に要避難者を

受け入れている避難場所の管理者等に通知するとともに、県（危機管理課）に報告する。 

 

２ 他の都道府県の市町村への広域的な避難等 

（１）受け入れ協議の要求 

町は、１（１）の場合において、他の都道府県内の市町村への受け入れは、県（危機

管理課）に対し、他の都道府県と要避難者の受入れについて協議することを求める。 

 

（２）協議の要求を受けた県の対応 

県（危機管理課）は、町から協議要求があったときは、他の都道府県と協議を行う。 
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（３）県から内閣総理大臣への報告 

県（危機管理課）は、（２）の協議をするときは、あらかじめ内閣総理大臣に報告する｡

ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議開始の後、遅滞なく報告する。 

 

（４）通知を受けた県の対応 

県（危機管理課）は、協議先都道府県からの通知（協議先都道府県から協議を受けた

県外市町村が決定した要避難者を受け入れるべき避難場所の決定に係る通知）を受けた

ときは、速やかに、その内容を（１）の協議を求めた町に通知するとともに、内閣総理

大臣に報告する。 

 

（５）通知を受けた町の対応 

（１）の協議を求めた町は、（４）の通知を受けたときは、速やかに内容を公示すると

ともに、現に要避難者を受け入れている避難場所を管理する者等に通知する。 

 

３ 市町村による県外広域避難の協議等 

（１）町が直接受け入れ協議する場合 

町は、２（１）の場合において、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、要避難

者の受入れについて、他の都道府県内の市町村に直接協議する。 

 

（２）県への報告 

町は、（１）の協議をするときは、あらかじめ、その旨を県（危機管理課）に報告する｡

ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議開始の後、遅滞なく報告する。 

 

（３）県から内閣総理大臣への報告 

（２）の報告を受けた県（危機管理課）は、速やかに内閣総理大臣に報告する。 

 

（４）通知を受けた協議元市町村の対応 

協議元市町村は、都道府県外協議市町村から要避難者を受け入れるべき避難場所の決

定通知を受けたときは、速やかに内容を公示し、及び現に要避難者を受け入れている避

難場所を管理する者等に通知するとともに、県（危機管理課）に報告する。 

（４）の報告を受けた県（危機管理課）は、速やかに内閣総理大臣に報告する。 

 

４ 広域避難に係る助言 

県（危機管理課）は、町から求められたときは、地方公共団体及び当該地方公共団体に

おける避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について助言を行う。 

 

５ 広域避難の実施について 

県（危機管理課・交通政策課）、運送事業者等は、具体的なオペレーションを定めた計画

に基づき、関係者間で適切な役割分担を行って広域避難を実施するよう努める。 

また、県（危機管理課）は、避難者のニーズを十分把握し、相互に連絡をとり、放送事

業者を含めた関係者間で連携を行い、避難者等に役立つ的確な情報提供に努める。 
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第４ 災害未然防止活動 

町は、災害発生のおそれがある場合は、事前に適切な災害未然防止活動を行い、被害の

発生の防止に努める。 

 

１ 水防活動 

水防管理者は、河川の巡視を行い水防上危険であると思われる箇所を発見したときは、

直ちに応急対策として水防活動を実施する。 

 

２ ダム、河川管理施設、農業用用排水施設等 

河川管理者、農業用排水施設管理者、その他のダム、堰、水門、ポンプ場等の管理者は、

その操作に当たり、危害を防止するため必要があると認められるときは、これらの施設に

ついて適切な操作を行う。 

なお、その操作を行うに当たり、危害を防止するために必要があると認めるときは、必

要な事項を関係市町村及びあらかじめ必要な事項を警察署等に通報するとともに住民に対

して周知する。 

 

３ 道路 

道路管理者は、道路の冠水による事故を未然に防止するため、道路情報表示板等必要な

施設の整備を図るとともに、警察及び消防機関等との連携の下で、適切な道路管理に努め

る。 

また、降水量等に応じて、パトロール、事前規制等の必要な措置を実施する。 

 

４ 物資調達・輸送等に関する事前対策 

県（危機管理課）及び町は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・

輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されて

いる物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設

手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備

に努める。 
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第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

町及びその他防災関係機関は、災害応急対策の内容及び規模を決定するため、被害の状

況及び応急対策の活動状況等に関する情報（以下、この節において「災害情報」という。）

を迅速に収集しなければならない。収集に当たっては、住民の生命・身体に係る情報を優

先的に収集するが、情報が錯綜するので、報告する際は情報源を明らかにして報告する。 

なお、災害発生直後は、情報の正確性よりも迅速性が優先されるため、概括的な被害情

報を報告することで足りる。 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集 

（１）災害対策本部における情報の収集 

町は災害対策本部を立ち上げた場合、次の方法で迅速に災害情報を収集する。 

なお、町は、住民登録の有無にかかわらず、町内で行方不明となった者について、県警

察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努める。 
 

 登庁職員による参集途上の見聞情報 

 テレビ、ラジオ情報 

 職員巡回による情報 

 消防団、自主防災組織等からの情報 

 

（２）現地災害対策本部における情報の収集 

現地災害対策本部を設置した場合は、該当地区の災害状況を調査把握し、災害対策本

部に伝達する。 

 

（３）消防機関における災害情報の収集 

消防本部は、119 番通報による災害情報を取りまとめるほか、必要に応じ消防職員を

現地に派遣して情報の収集に当たらせる。 

また、人的被害については医療機関に照会して確認する。 

 

２ 災害情報の連絡 

（１）災害対策基本法及び消防組織法に基づく報告 

町は、収集した被害情報を次の要領で県に報告する。 

ア 「災害報告取扱要領」（昭和45年4月10日付け消防防第246号消防庁長官通知）及び「

火災・災害等即報要領」（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）の規

定に基づき、被害規模の概括的情報を含め、人的被害、住家被害、応急対策活動状況

等の情報を把握できた範囲から直ちに吾妻行政県税事務所を経由して県に報告する。 

イ この際、吾妻行政県税事務所に連絡がつかない場合又は緊急を要する場合は、県に

直接報告するものとし、いずれにも連絡がつかない場合は消防庁に直接報告する。 

  なお、吾妻行政県税事務所は、被害の拡大が予想されるときは、職員を町に派遣し
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被害状況等の調査は、次のとおり関係機関及び団体の協力、応援を得て実施する。 

各区長又は消防団の各分団長は、当該地区の被害状況を地域住民の協力を得て迅速

かつ的確に把握し、災害対策本部に報告する。 

収集した被害情報は、総務課長に集約し、総務課長は町長に報告する。 

 

被害調査事項 協力応援機関・団体 

人的被害 長野原警察署、西部消防署長野原分署、消防団 

住宅等一般被害 区長会、西部消防署長野原分署、消防団 

医療関係被害 吾妻保健福祉事務所 

防疫、衛生関係被害 吾妻保健福祉事務所 

農業関係被害 吾妻農業事務所 

林業関係被害 吾妻環境森林事務所 

商工業関係被害 長野原町商工会 

土木施設関係被害 建設業者、中之条土木事務所 

水道施設関係被害 町指定給水装置工事事業者 

町有財産関係被害  

社会福祉関係被害 各施設の長 

教育関係施設被害 各施設の長、吾妻教育事務所 

火災･災害情報 西部消防署長野原分署、消防団 

 

イ 調査上の留意点 

被害状況等の調査に当たっては、関係機関相互に連絡を密にし、脱漏重複調査のな

いよう十分に留意し、異なった被害状況は調整すること。 

被害世帯数については、現地調査のほか、住民登録、食料供給事務関係の諸帳簿と

照合するなど、的確にすること。 

 

４ 消防における災害情報の連絡 

消防は、把握した災害情報を町災害対策本部及び県に報告する。 

なお、１１９番通報が殺到したとき震度５強以上の地震が発生したときは、「火災・災

害等即報要領」（昭和 59 年 10 月 15 日付け消防災第 267 号消防庁長官通知）の規定に基づ

き、その状況を直ちに県に報告するとともに、消防庁に直接報告する。 

 

■消防庁への連絡先 

区分 連絡先 

平日（9：30～18：15） 

応急対策室 

NTT 回線：電話03-5253-7569 FAX 03-5253-7537 

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ：電話 048-500-90-49013 

F A X 048-500-90-49033 

休日・夜間（上記以外） 

宿直室 

NTT 回線：電話03-5253-7777 FAX 03-5253-7553 

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ：電話 048-500-90-49102 

F A X 048-500-90-49036 
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第２ 通信手段の確保 

災害発生時における被災状況や被災者救助活動等の応急対策を迅速かつ的確に実施する

ためには、情報収集伝達手段の確保が重要である。このため、町及び防災関係機関は、各

種の有線・無線等の通信手段を有効に活用し効果的な運用を図る。 

 

１ 災害対策本部の通信施設 

町は、災害時における通信連絡を的確に伝達するため必要な通信手段を確保するととも

に、情報の内容に応じて通信手段の機能を活かした適切な利用方法で情報連絡を行う。 

なお、町は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた

施設の復旧を行うものとし、そのための要員を直ちに現場に配置する。通信機器の機能確

認や停電等の支障が生じている場合は、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

 

■関係機関等への連絡方法 

主な通信手段 主な通信区間 

一般加入電話・FAX 
災害対策本部 ～ 町各防災拠点、防災関係機関 

災害時優先電話 

県防災行政無線 

行政無線ネットワークシステム 
災害対策本部 ～ 県・県内市町村、防災関係機関 

地域衛星通信ネットワークシステム 

（一財）自治体衛星通信機構 
災害対策本部 ～ 全国自治体、防災関係機関等 

町防災行政無線（固定系） 災害対策本部 ～ 地域住民等 

消防無線 
災害対策本部 ～ 消防署 

災害対策本部 ～ 消防団  消防署 ～ 消防団 

衛星携帯電話 災害対策本部 ～ 町各防災拠点 

電子メール、町ホームページ 災害対策本部 ～ 住民、職員 

 
『 ☞ 資料５．１「防災行政無線施設一覧」参照 』 

 

２ 災害時優先電話の優先利用 

防災関係機関は、災害時の救援、復旧等に必要な重要通信を確保するためにＮＴＴ電話

サービスであらかじめ登録された災害時優先電話を利用し、通信手段の確保・運用を行う。 

 

『 ☞ 資料５．２「災害時優先電話一覧」参照 』 

 

３ 他機関が保有する通信設備の利用 

（１）災害対策基本法に基づく通信設備等の優先利用 

災害対策基本法に基づいて、電話等の利用が不可能となり、かつ通信が緊急を要する

場合は、災害対策基本法第 57 条又は 79 条の規定に基づき他機関が設置する有線電気通

信設備又は無線通信施設等を利用することができる。 
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出典：「群馬県地域防災計画」（令和 4 年 3 月、群馬県防災会議） 

なお、町及び近隣地域における他機関の通信施設は、次のとおりである。 
 

警察無線･････長野原警察署 

消防無線･････西部消防署長野原分署 

鉄道無線･････JR 長野原草津口駅、JR 川原湯温泉駅、JR 群馬大津駅、JR 羽根尾駅 

 

  ■参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）電波法第 52 条に基づく非常通信の利用 
 

利用機関 利用設備 通 信 内 容 利用形態 

各防災関係機関 各無線局 災害が発生、又は発生するおそれがある場合におい

て、有線通信を利用することができないか又はこれ

を利用することが著しく困難であるときに人命の

救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持

のために行う無線通信 

利用機関から

の依頼に基づ

き無線局が発

受する 

 

（３）アマチュア無線の利用 

日本アマチュア無線連盟群馬県支部に無線通信の発受を依頼する。 

 

（４）衛星携帯電話の利用  

東日本電信電話(株)等の通信事業者が災害対策用として保有する衛星携帯電話の貸し

出しを依頼する。 

『 ☞ 資料５．３「非常用衛星通信電話設置場所一覧」参照 』 

 

４ 孤立地帯の通信の確保 

町は、災害により交通、通信等が途絶し、孤立地帯において緊急に措置を要するときは、

自衛隊飛行機等の出動を県に要請して連絡の確保に努める。 
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第３節 活動体制の確立 

 

災害の発生を未然に防止、又は発生する被害を最小限度に食い止めるため、収集・連絡

された情報に基づく判断により、町は自らの又は他機関と連携をとった応急対策の活動体

制を迅速に確立する。 

 

第１ 災害対策本部の設置 

１ 長野原町災害対策本部 

（１）設置基準 

災害の発生を防止、又は災害応急対策を実施するため必要があると認める場合、町長

は災害対策基本法第 23 条第１項の規定に基づき、長野原町災害対策本部を設置する。 

なお、水防本部が設置されている場合は、災害対策本部を廃止するまでの間、水防本

部を統合し水防事務を行う。 

 

■災害対策本部の設置基準 

 特別警報が管内に発表されたとき。 

 町内に風水害、雪害及び土砂災害等による大規模な被害が発生、又は発生するおそれ

があるとき。 

 次の場合で町長が必要と認めたとき。 

・気象警報又は特別警報が発表され、相当規模の災害が発生、又は発生するおそれがあ

り、全庁的な対応が必要な場合 

・気象警報又は特別警報の発表の有無にかかわらず、町内に災害が発生、又は発生する

おそれがあり、当該災害の様態、規模又は社会的影響から見て、その対応について町

長による指揮が望ましい場合 

 

（２）設置場所 

町は、災害対策本部を長野原町役場内に設置するとともに、役場の正面玄関及び本部

室前に「長野原町災害対策本部｣の標識を掲げ災害対策本部の設置場所を明示する。 

ただし、状況により町役場に設置できない場合は、旧長野原町立西中学校（令和６年

度より「長野原町立浅間小学校」）に設置する。 

 

（３）廃止基準 

本部長は、予想された災害の危険が解消されたと認めるとき、又は応急対策がおおむ

ね完了したと認めるときは、災害対策本部を廃止する。 

 

（４）設置・廃止の通知 

本部長は、災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちに県、消防機関、警察機関、

報道機関、住民及びその他防災関係機関に対し、その旨を通知する。 
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■災害対策本部設置及び廃止の通知 

通報又は公表先 連絡担当 通報又は公表方法 

庁内各課 総務課 庁内放送、電話、口頭、メール、インターネット等 

出先機関 各主管課 電話、FAX、口頭、メール、インターネット等 

県 総務課 県防災行政無線、電話、FAX、文書等 

町議会 総務課 電話、口頭、メール 

西部消防署長野原分署 総務課 消防無線、電話、FAX、文書等 

長野原警察署 総務課 電話、FAX、文書等 

防災関係機関 総務課 電話、FAX、文書等 

公共的団体 総務課 電話、FAX、文書等 

一般住民 総務課 町防災行政無線、広報車、電話、口頭（区長を通じ） 

報道機関 総務課 電話、FAX、文書等 

隣接市町村等 総務課 電話、FAX、文書等 

 

２ 災害対策本部の活動の優先順位 

災害対策本部の設置は、職員の動員とともに行うため、その設置直後から完全な活動を

実施することは困難である。そのため、登庁した職員は、災害対策本部の活動に優先順位

をつけて活動する必要がある。活動の優先順位は、おおむね次の順序によるが、災害の状

況によってその都度判断する。 

 

■災害対策本部の優先活動順位 

順位 活動事項 担当班 

① 通信手段の確保 総務班 

② 被害情報の収集、連絡 総務班 

③ 負傷者の救出・救護体制の確立 衛生班 

④ 医療活動体制の確立 衛生班 

⑤ 交通確保・緊急輸送活動の確立 土木班 

⑥ 避難受入活動 消防班 

⑦ 食料・飲料水、燃料、生活必需品の供給 農林班、衛生班 

⑧ ライフラインの応急復旧 土木班、関係事業者 

⑨ 保健衛生、防疫、遺体処理活動の実施 衛生班 

⑩ 社会秩序の維持 長野原警察署、消防班 

⑪ 公共施設・設備の応急復旧 土木班 

⑫ 災害広報活動（随時） 総務班 

⑬ ボランティアの受入れ（随時） 衛生班 

⑭ 二次災害の防止（随時） 土木班 
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第２ 災害対策本部の組織 

１ 災害対策本部の組織編成 

長野原町災害対策本部の組織は、次に示すとおりである。 

 

■長野原町災害対策本部の組織図                         ［令和 5 年 1 月 1 日現在］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害対策本部長 

長野原町災害対策本部長（以下「本部長」という。）は町長とする。 

ただし、町長が不在で直ちに連絡がとれない場合や事故等により、その職務を遂行でき

ないときの職務の代理者は、次の順位による。 

 

■本部長の職務代理者の順位 

第１順位 ： 副町長 

第２順位 ： 教育長 

第３順位 ： 総務課長 

 

３ 本部室 

本部室は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、災害対策に関する方針、その他重要

事項を決定し、その推進を図る。 

本部員は、必要によりそれぞれの所管事項について、会議に必要な資料を提出する。 

総務課 
議会事務局 

総 務 班 

調 査 班 

土 木 班 

衛 生 班 

町民生活課 

保健センター 
へき地診療所  
未来ビジョン推進課 
浅間山ジオパーク推進室 

消 防 班 

出 納 班 

教 育 班 

吾妻広域消防本部 西部消防署長野原分署 

農林課 

建設課 

上下水道課 

教育課 

文化財保護対策室 

子ども子育て支援室 

税務課 

出納室 

消防団 

《本部室》 

【本部長】 

・町  長 

【副本部長】 

・副町長 

・教育長 

【本部員】 

 ・総務課長 

・町民生活課長 

・農林課長 

・建設課長 

・上下水道課長 

・消防団長 

【本部連絡員】 

本部長が指名する者 
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４ 本部連絡員 

本部連絡員は、本部長の命を受けて、各班相互の連絡及び情報収集の事務を担当する。 

本部長は、必要に応じて本部連絡員を若干名指名し、配備する。 

 

５ 現地災害対策本部 

次のいずれかに該当する場合に、災害地に現地災害対策本部を設置し、災害対策活動を

行う。現地災害対策本部には現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を

置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。 

なお、現地災害対策本部長の指名順位は、建設課長、上下水道課長、農林課長、その他

の職員の順とする。 
 

■現地災害対策本部の設置基準 

 災害地が本部から遠隔の場合 

 本部と現地職員との通信連絡に円滑を欠く場合 

 本部長より設置を指示された場合 

 

６ 災害対策本部の事務分掌 

（１）本部室の事務分掌 

本部室を構成する本部長、副本部長、本部員の事務分掌は、次のとおりである。 
 

■本部室の事務分掌 

職名 事務分掌 

本部長 ・防災会議、本部室会議の議長となること 

・避難指示等、警戒区域の指定を行うこと 

・国、自衛隊、県、防災関係機関、他自治体、住民、事業者、団体等への支

援協力要請を行うこと 

・その他本部が行う応急・復旧対策実施上の重要事項について、基本方針を

決定すること 

・本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督すること 

副本部長 ・各班間の調整に関すること 

・本部長が不在又は事故等により職務を遂行できないときは、本部長の職務

を代理すること 

本部員 ・担当班の職員を指揮監督すること 

・本部会議の構成員として、本部長を補佐すること 

・本部長、副本部長が不在又は事故等により職務を遂行できないときは、本

部長、副本部長の職務を代理すること 
※本部員が事故等により、その職務を遂行できないときは、当該本部員があらか

じめ指定した者がその職務を代理することとし、職務代理の順位は、当該本部

員があらかじめ指定した順位とする。 

 

（２）各班の事務分掌 

各班は、本計画に定めるところにより、所管事務を遂行する。ただし、各班は、災害

応急対策の重要度に応じ、当該事務分掌にとらわれることなく本部長の指示により必要

な活動を実施する。 
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■各班の事務分掌 

班名 班長 事務分掌 

総務班 総務課長補佐 

 

議会事務局長 

 

① 災害対策本部の設置に関すること。 

② 本部長の指示又は指令に関すること。 

③ 災害情報及び気象注意報・警報等の収集、伝達に関すること。 

④ 町防災会議その他関係諸機関との連絡に関すること。 

⑤ 災害救助法による総合調整に関すること。 

⑥ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

⑦ 被害状況及び応急対策状況の取りまとめに関すること。 

⑧ 職員の動員及び配備計画の総合調整に関すること。 

⑨ 他市町村に対する連絡調整に関すること。 

⑩ 県への被害報告に関すること。 

⑪ 災害時の物資等の輸送車両の確保、配車に関すること。 

⑫ 通信施設の被害状況の把握及び復旧に関すること。 

⑬ 応急通信に関すること。 

⑭ 輸送機関との連絡調整に関すること。 

⑮ 緊急通行車両の標章及び証明書等の手続きに関すること。 

⑯ 交通情報の収集、分析及び提供に関すること。 

⑰ 災害に関する広報に関すること。 

⑱ 災害状況の取材及び記録の編集保存に関すること。 

⑲ 災害時の応急財政措置に関すること。 

⑳ 町有財産の被害状況の把握に関すること。 

㉑ 町有施設の災害予防､応急対策及び復旧に関すること。 

㉒ 議会関係者に対する通信及び情報連絡に関すること。 

㉓ 各部との情報連絡に関すること。 

㉔ 広域避難の受け入れに関すること。 

㉕ 防災訓練等に関すること。 

㉖ 備蓄品の管理に関すること。 

㉗ 業務継続体制に関すること。 

衛生班 町民生活課長補佐 

へき地診療所長 

 

未来ビジョン推進

課長 

 

① 関係被害情報の収集に関すること。 

② 関係機関に対する報告又は連絡に関すること。 

③ 救護班の編成に関すること。 

④ 保健・医療関係者の動員に関すること。 

⑤ 救護所及び施設の管理及び使用に関すること。 

⑥ 救護物資の供給確保、保管配分に関すること。 

⑦ 医薬品及び医療資機材の調達供給に関すること。 

⑧ 避難所等の開設及び閉鎖に関すること。 

⑨ 要配慮者施設に関すること。 

⑩ 要配慮者(特に避難行動要支援者)の情報収集､支援に関すること｡ 

⑪ 飲料水の水質検査に関すること。 

⑫ 応急食料の調達、配分に関すること。 

⑬ 食品衛生及び防疫に関すること。 

⑭ 生活必需品の調達、配分に関すること。 

⑮ 生活必需品の受給に関すること。 

⑯ 災害義援金品の募集、配分に関すること。 

⑰ ボランティア活動の支援、推進に関すること。 

⑱ こころのケアに関すること。 

⑲ 住民等からの問い合わせに対する相談窓口に関すること。 

⑳ 行方不明者の捜索及び死体収容処理に関すること。 

㉑ 墓地、埋火葬に関すること。 

㉒ 感染症の予防に関すること。 

㉓ ねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。 
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班名 班長 事務分掌 

㉔ 特定動物の逸走防止及び逸走動物の捕獲に関すること。 

㉕ 死亡獣畜の処理に関すること。 

㉖ し尿収集処理及びごみ収集処理に関すること。 

㉗ 廃棄物の処理に関すること。 

㉘ 商工業施設の災害予防､応急対策及び復旧に関すること。 

㉙ 商工業団体の指導に関すること。 

㉚ 燃料の供給に関すること。 

土木班 農林課長補佐 

 

建設課長補佐 

 

上下水道課長補佐 

① 関係被害情報の収集に関すること。 

② 関係機関に対する報告又は連絡に関すること。 

③ 農林業施設の災害予防、応急対策及び復旧に関すること。 

④ 農林産物等の応急措置に関すること。 

⑤ 農産物用農薬及び肥料の供給指導に関すること。 

⑥ 農作物及び農業用施設被害に関する助成及び金融措置に関す
ること。 

⑦ 家畜の防疫診断及び畜産施設の応急措置に関すること。 

⑧ 飼料の供給に関すること。 

⑨ 林地、林道等施設の災害予防､応急対策及び復旧に関すること。 

⑩ 農林業団体の指導に関すること。 

⑪ 河川情報の収集その他の水害予防に関すること。 

⑫ 道路状況調査及び道路啓開に関すること。 

⑬ 緊急輸送道路の確保及び交通の確保に関すること。 

⑭ 公共土木施設の応急対策及び応急復旧関すること。 

⑮ 障害物の除去活動に関すること。 

⑯ 町営住宅の災害予防、応急対策及び復旧に関すること。 

⑰ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

⑱ 被災建物の調査に関すること。 

⑲ 被災建物の応急措置に関すること。 

⑳ 仮設トイレの設置に関すること。 

㉑ 上水道施設の災害予防、応急対策及び復旧に関すること。 

㉒ 建設業者等への協力要請に関すること。 

㉓ 緊急輸送の協力要請に関すること。 

㉔ 観光施設の災害予防､応急対策及び復旧に関すること。 

㉕ 観光客の救護に関すること。 

教育班 教育課長 

 

① 関係被害情報の収集に関すること。 

② 関係機関に対する報告又は連絡に関すること。 

③ 認定こども園、小・中学校の児童生徒の避難等に関すること。 

④ 児童の救護及び応急教育に関すること。 

⑤ 学校教育施設の災害予防、応急対策及び復旧に関すること。 

⑥ 避難所等の設営協力に関すること。 

⑦ 学校教育施設の保健衛生に関すること。 

⑧ 炊き出しの実施に関すること。 

⑨ 学用品等の供与に関すること。 

⑩ 社会教育施設等利用者の救出、避難及び誘導に関すること。 

⑪ 社会教育施設等の災害予防､応急対策及び復旧に関すること｡ 

⑫ 文化財等の災害予防、応急対策及び復旧に関すること｡ 

調査班 税務課長 ① 関係被害情報の収集に関すること。 

② 救援物資の仕分けに関すること。 

③ 固定資産の被害調査及び報告に関すること。 

④ 町民税及び国民健康保険税の減免、徴収猶予等に関すること。 

⑤ 被災納税者の調査及び報告に関すること。 

⑥ 被災納税者の税に関する相談に関すること。 
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班名 班長 事務分掌 

出納班 出納室長 ① 災害経費の出納に関すること。 

② 義援金の管理に関すること。 

③ 災害救助基金の出納及び保管に関すること。 

消防班 消防副団長 

 

消防主任 

① 区域内の巡視及び警戒に関すること。 

② 危険箇所の応急対策に関すること。 

③ 被災者の救出、避難・誘導に関すること。 

④ 行方不明者の捜索に関すること。 

⑤ 災害現場の応急対策に関すること。 

⑥ 消防本部との連絡及び消防団員の招集に関すること。 

⑦ 消防団員の配備体制に関すること。 

⑧ 消防施設、機器の点検整備に関すること。 

 

７ 関係機関に対する職員派遣の要請等 

本部長は、必要に応じ、ライフライン等関係機関に対し連絡用の職員の派遣を要請する。 

また、本部長は、必要に応じ、関係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機関等に対

し、資料・情報の提供を求める。 

 

８ 県災害対策本部等との関係 

群馬県が災害対策本部を設置した場合には、緊密に連絡をとるなど連携体制を構築する。 

また、群馬県が「災害対策本部地方部」（吾妻地方部。地方部長は吾妻振興局長）又は「現

地災害対策本部」を設置した場合も同様とする。 

なお、合同対策本部を設置する場合には、県及び町との協議に基づき組織や事務分掌等

を決定する。ただし、災害への対応を優先することを心がけ臨機応変に対応する。 
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第３ 災害警戒本部 

災害対策本部を設置するに至らない規模の災害への対応や、災害対策本部の規模を縮小

する場合は、災害の規模や状況に応じて、災害警戒本部を設置する。 

 

１ 災害警戒本部の設置 

総務課長は、災害対策本部が設置されない場合で、次のいずれかに該当し関係課長と協

議の上、必要と認めたときは、災害警戒本部を設置する。 
 

■災害警戒本部の設置要件 

 町内に気象警報又は特別警報が発表され、相当規模の災害が発生、又は発生するお

それがあり、その対応について関係各課相互の緊密な連絡・調整が必要な場合 

 気象警報又は特別警報の発表の有無にかかわらず、町内に災害が発生、又は発生す

るおそれがあり、当該災害の様態、規模又は社会的影響から見て、その対応につい

て関係各課相互の緊密な連絡・調整が必要な場合 

 

２ 災害警戒本部の組織 

災害警戒本部の本部長は総務課長とし、災害警戒本部の組織、編成は、災害対策本部に

準じて関係課長の協議の上決定する。 

なお、各部署の分掌事務は、災害対策本部内の事務分掌に準ずるものとし、災害警戒本

部の設置場所は、災害対策本部に準じて設置する。 

 

３ 災害警戒本部廃止の決定 

総務課長は、災害による被害の発生するおそれがなくなり、警戒体制をとる必要がなく

なったと認めた場合は、災害警戒本部の廃止を決定する。 

 

４ 災害対策本部及び災害警戒本部が設置されない場合 

災害対策本部及び災害警戒本部が設置されない災害に対しては、各部署において関係機

関と連携をとりながら適宜対応する。 

この場合の各部署の分掌事務は、災害対策本部内の事務分掌に準ずる。 

 

５ 県災害対策本部等との関係 

「本編 第１章 第３節 第２ 災害対策本部の組織 ８ 県災害対策本部等との関係」

を準用する。 
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第４ 職員の非常参集 

１ 町における職員の非常参集 

町長は、災害対策本部を設置したときは、次表の基準に従い動員の区分を決定する。 

総務課長は、災害警戒本部を設置したときは、次表に掲げる「初期動員」の配備体制を

とり、災害対策本部への移行も視野に入れた警戒体制とする。 

 

■職員の参集・配備基準 

配備

区分 
状況 配備体制 配備要員 

初
期
動
員 

警報等が発令され、災害発生のおそれが認められる等、警戒体

制をとる必要があるとき。 

《風水害》警報の発令、又は著しい降雨 

《雪 害》町内各所で一度の積雪が５０㎝を超える 

《火 山》噴火警戒レベル３が発表、又は噴火のおそれ 

《地 震》町内に震度４の地震が発生したとき 

災害警戒本部を設置し、情報

の収集・連絡活動を実施、又

は状況に応じ災害対策本部を

設置する必要があるとき。 

全職員の

10％程度 

１
号
動
員 

災害が発生し、又は発生するおそれが認められるとき。 

《風水害》特別警報等の発令、又は著しい降雨 

《雪 害》町内各所で一度の積雪が７０㎝を超える 

《火 山》噴火警戒レベル３が発表、又は中噴火が発生 

《地 震》町内に震度５弱の地震が発生したとき 

災害対策本部設置を設置し、

各種の応急活動を実施する必

要があるとき。必要人員をも

って小規模災害に対処し得る

体制とする。 

全職員の

25％程度 

２
号
動
員 

相当規模の災害が発生し､又は発生するおそれが認められるとき｡ 

《風水害》     同     上 

《雪 害》相当規模の降雪により、孤立集落や幹線道路の通行

不能により人命に危険がおよぶおそれ 

《火 山》噴火警戒レベル３～４が発表又は大噴火が発生 

《地 震》町内に震度５強の地震が発生したとき 

災害対策本部を設置し、各種

の応急活動を実施する必要が

ある場合で、被害の規模等か

ら見て１号動員では要員が不

足するとき。 

全職員の

50％程度 

３
号
動
員 

大規模な災害が発生し、又は発生するおそれが認められるとき。 

《風水害》     同     上 

《雪 害》相当規模の降雪により、孤立集落や幹線道路の通行

不能により人命に危険がおよぶおそれ 

《火 山》噴火警戒レベル４～５が発表、又は大噴火が発生 

《地 震》町内に震度６弱以上の地震が発生したとき 

災害対策本部を設置し、各種

の応急活動を実施する必要が

ある場合で、被害の規模等か

ら見て町の総力を挙げて対応

する必要があるとき。 

全職員 

 

２ 動員計画 

（１）動員指示の伝達系統 

職員の動員は、本部長の配備決定に基づき、次の系統で伝達し動員する。 

ア 勤務時間中における動員 

配備要員への動員の伝達は、庁内放送、庁内電話等で伝達する。 

また、総務課長は、消防団長に伝達する。 

イ 勤務時間外における動員 

勤務時間外における配備要員への動員伝達は、防災行政無線、電話、メール等を用

いて、以下の順番で実施する。 

なお、地震及び噴火（浅間山）の場合は、動員命令によらず自主登庁とする。 
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① 宿日直者は、配備基準に該当する気象予警報等が防災関係機関から通知され、又は住

民から災害発生の通報等があった場合は、直ちに総務課長他に連絡する。 

② 総務課長は、直ちに状況を町長に連絡するとともに、副町長及び教育長に連絡する。 

③ 町長は、配備体制を敷く必要があると判断した場合、災害に応じた配備体制を総務課

長に指示する。 

④ 指示を受けた総務課長は関係課長に、関係課長は所属職員に速やかに伝達する。 

また、消防主任は、消防団長に伝達する。 

⑤ 連絡を受けた職員は、指示に基づき以後の状況の推移に注意し、自宅待機あるいは速

やかに登庁する。 

⑥ 職員は、動員命令がない場合であっても、ラジオ、テレビ等により、災害が発生、又

は発生するおそれがあることを覚知したときは、所属長に連絡し、あるいは直ちに登

庁し所属長の指示を受ける。 

 

■勤務時間外における動員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）動員の方法 

ア 登庁場所 

動員の伝達を受けた職員は、可能な限り自己の勤務場所に登庁する。ただし、道路

の決壊等により自己の勤務場所登庁することが困難な場合は、登庁可能となるまでの

間、区事務所その他最寄りの避難所に指定されている公共施設等に参集し、当該施設

長の指揮を受ける。 

なお、この場合、速やかに所属長にその旨を連絡するとともに、登庁可能となり次

第、登庁する。 

イ 登庁の方法 

登庁に当たっては、被害の状況、道路状況等を適切に判断し、通常の通勤手段のほ

か、徒歩あるいは自転車、オートバイ等の活用に配慮する。 

ウ 登庁時の留意事項 

登庁に当たっては、事故防止に十分注意するとともに、登庁途上における被害等の

状況を把握し、登庁後直ちに災害対策本部（総務班）に報告する。 

エ 登庁の免除等 

災害により、本人又は家族が負傷し、又は疾病にかかり、あるいは住居が損壊する

副町長 
教育長 

<指示> 

<報告> 
所属職員 関係課長 町長 

消防団長 団員 

<指示> 

<指示> 

<伝達> 

<伝達> 
<報告> 

宿日直者 

<報告> 

総務課長 
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など自らが被災した場合には、所属長に対しその旨を報告し、登庁の免除を受ける。 

勤務場所あるいは最寄りの公共施設にも参集することができない場合には、所属長

にその旨を報告し、登庁可能になるまでの間、地域の自主防災活動に従事する。 

 

（３）配備区分別の動員 
 

■配備区分別の動員 

災対本部 課名 
配備区分 

初期動員 １号動員 ２号動員 ３号動員 

本部長 － － 町長 町長 町長 

副本部長 － － 副町長、教育長 副町長、教育長 副町長、教育長 

総 務 班 
総 務 課 係長以上の職員 全職員 全職員 

全職員 

議会事務局 － 事務局長 係長以上の職員 

衛 生 班 

町民生活課 課長 係長以上の職員 係長以上の職員 

保健センター － 係長以上の職員 係長以上の職員 

へき地診療所 － 所長 係長以上の職員 

未来ビジョン推進課 課長※ 課長 係長以上の職員 
浅間山ジオパーク 

推進室 
室長※ 室長 係長以上の職員 

土 木 班 

農 林 課 係長以上の職員 全職員 全職員 

建 設 課 係長以上の職員 全職員 全職員 

上下水道課 係長以上の職員 全職員 全職員 

教 育 班 

教 育 課 － 課長 係長以上の職員 

文化財保護対策室 - 室長 係長以上の職員 

子ども子育て支援室 - 室長 係長以上の職員 

調 査 班 税 務 課 － 課長 係長以上の職員 

出 納 班 出 納 室 － 室長 係長以上の職員 

消防班 
消防団 

（消防主任） 

消防団長へ情報

伝達及び協議 

団長を災害対策本部
へ招集 
消防団分団長以上へ
情報伝達 
状況によっては、分
団待機、パトロール
実施 

 

主任以下の職員

については消防

団員活動を優先 

※火山（浅間山）時 

 

 

３ 職員等の応援 

（１）役場内での調整 

ア 各班長は、参集職員が不足し、災害応急対策の実施に支障が生じると判断した場合、

総務班に必要要員数を連絡する。 

イ 総務班は、他班の職員参集状況を把握、調整し、緊急に実施すべき対策担当班から

適正に人員を配置する。 

 

（２）関係団体への応援要請 

役場内では参集職員数が不足し、人員の調整ができない場合や専門的な職種の人員が

必要な場合は、町内関係団体に協力を依頼する。 
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第５ 広域応援の要請 

災害により自力による応急対策等が困難な場合において、県、他の市町村及びその他の

機関に応援を求める場合又は近隣市町村等から応援を求められた場合は、別に定めるもの

を除き、本節の定めるところによる。 

 

１ 応援要請 

（１）町長から知事に対する要請（災害対策基本法第 68 条） 

ア 町長は、必要と認めるときは、災害対策基本法第 68 条の規定に基づき、知事（県本

部長）に対し応援の要請を行う。 

イ 応援要請は、吾妻振興局長を経由して、次に掲げる事項について電話等をもって要

請し、事後速やかに文書をもって要請する。 

ウ 大規模災害及び緊急を要する場合、その他やむ得ない理由によるときは、直接県（危

機管理課）に電話等をもって要請し、事後速やかに吾妻振興局長を経由し、文書で要

請する。 
 

要請先 県知事（危機管理課） 

要請方法 文書（緊急の場合は電話等で行い、事後文書送付） 

要請に伴う付記事項 ・災害の状況及び応援を要する理由 

・応援を希望する物資、資材、機械器具等の品名及び数量 

・応援を必要とする活動内容 

・応援の場所及び応援場所への経路 

・応援を必要とする期間 

・連絡責任者 

・その他必要となる事項 

 

（２）町長から他の市町村に対する要請（災害対策基本法第 67 条） 

ア 町長は、必要と認めるときは、災害対策基本法第 67 条の規定に基づき、他の市町村

長に応援の要請を行う。 

イ 応援要請は電話等をもって要請し、事後速やかに文書をもって要請する。 
 

要請先 他の市町村 

要請方法 文書（緊急の場合は電話等で行い、事後文書送付） 

要請に伴う付記事項 ・災害の状況及び応援を要する理由 

・応援を希望する物資、資材、機械器具等の品名及び数量 

・応援を必要とする活動内容 

・応援の場所及び応援場所への経路 

・応援を必要とする期間 

・連絡責任者 

・その他必要となる事項 
 

（３）町長から民間団体等に対する応援要請（災害対策基本法第 62 条第２項等） 

ア 町長は、必要と認めるときは、災害対策基本法第 62 条第２項等の規定に基づき、公

共的団体及び防災上重要な施設の管理者又は応援締結団体等に応援の要請を行う。 

イ 応援要請は、次に掲げる事項を電話又は口頭をもって要請し、事後速やかに文書を
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もって要請する。 

 

２ 職員の派遣要請 

（１）県、他市町村又は指定地方行政機関に対する派遣要請 

ア 町長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要と認めるときは、災害対策基本

法第 29 条又は地方自治法第 252 条の 17 の規定に基づき、職員の派遣を要請する。 

イ 次に掲げる事項を電話等をもって要請し、事後速やかに文書をもって要請する。 
 

要請先 知事（危機管理課、吾妻行政県税事務所長経由）、指定地方行

政機関の長、他の市町村の長 

要請方法 文書（緊急の場合は電話等で行い、事後文書送付） 

要請に伴う付記事項 ・派遣を要請する理由 

・派遣を要請する職員の職種別人員数 

・派遣を必要とする期間 

・派遣される職員の給与その他の勤務条件 

・連絡責任者 

・その他職員の派遣について必要な事項 

 

（２）職員の派遣のあっせんの要請 

ア 町長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要と認めるときは、災害対策基本

法第 30 条に基づき、知事に対し、指定地方行政機関の職員及び他の市町村の職員の派

遣についてあっせんを求めることができる。 

イ 要請に当たっては、吾妻行政県税事務所長を経由して、次に掲げる事項について電

話等をもって要請し、事後速やかに文書をもって要請する。 
 

要請先 県知事（危機管理課） 

要請方法 文書（緊急の場合は電話等で行い、事後文書送付） 

要請に伴う付記事項 ・派遣のあっせんを求める理由 

・派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

・派遣を必要とする期間 

・派遣される職員の給与その他の勤務条件 

・連絡責任者 

・その他職員のあっせんについて必要な事項 

 

（３）応急対策職員派遣制度に基づく応援の要請 

町は、応急対策職員派遣制度に基づく対口支援団体＊の決定前において、自らが行う

災害マネジメントについて支援が必要な場合には、県（危機管理課）を通じて総務省に

対し総括支援チーム（災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員等で編

成し、被災市区町村に派遣されるチーム）の派遣を要請することができる。 

また、町は、対口支援団体の決定後において、自らが行う災害マネジメントについて

支援が必要な場合、対口支援団体に対し総括支援チームの派遣を要請することができる。 

 

＊「対口支援方式」とは、被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として１対１で割り当てること

により、担当する都道府県又は指定都市（以下「対口支援団体」という。）を決定し、対口支援団体が基

本的に自ら完結して応援職員を派遣することをいう。 

資料：「応急対策職員派遣制度に関する運用マニュアル＜第３版＞」（令和3年2月、総務省） 
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３ 受援体制の確立 

町は、受援のための連絡窓口となる部署を定め、当該部署の名称、連絡責任者名、電話

番号等を応援機関に通知する。受援内容に応じて必要となる輸送ルート、臨時ヘリポート、

活動拠点、資機材、宿泊場所等を確保する。 

 

４ 派遣職員の接遇及び経費の負担 

（１）宿泊を要する派遣職員の受け入れ 

応援派遣職員等の受け入れに際しては、被害を免れた公共施設で宿泊可能と認める施

設のうちから提供するとともに、できる限りの支援を行う。 

 

（２）経費の負担 

県、他の市町村及びその他の機関の応援要請に係る派遣職員の接遇及び経費の負担に

ついては、災害対策基本法第 32 条、同第 92 条及び同施行令の定めるところによる。 

なお、災害時における相互応援協定及び覚書等を締結している市町村においては、協

定等の定めるところによる。 

 

５ 応援要請に対する措置 

災害の発生に伴う応急対策のため、近隣市町村等から応援要請があったときは、自ら実

施する応急措置等に支障がない限り、速やかにこれに応ずるものとし、平素から体制の整

備に努める。 

なお、近隣市町村等に対する応援は、相互応援協定締結市町村を優先する。 

応援の種類は、次のとおりとする。 

 

 食料、飲料水又は生活必需品並びにその補給に必要な資機材の提供 

 罹災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材と物資の提供 

 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員派遣 

 罹災者の一時受入のための施設の提供 

 その他特に要請のあった事項 
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６ 相互応援協定等 

（１）相互応援協定の締結 

ア 町は、相互応援協定市町村及び近隣市町村等と平素から協力体制の確立に努めると

ともに、応援要請の際にその事務が円滑に行われるよう、あらかじめ相互応援協定市

町村等と応援の種類、手続等の必要な事項について協議し応急措置の万全を期する。 

イ 町は、自力による応急対策等が困難な場合に備え、民間団体等と積極的に相互応援

協定の締結に努めるとともに、協力体制を確立し、災害時の応急対策の万全を期する。 

 

■法律、協定に基づく応援協力の要請系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 ☞ 資料集「３ 各種協定等」参照 』 

７ 広域的な応援体制 

（１）応援体制の整備 

県及び町は、災害時には、あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協

定等に基づき、速やかに応援体制を整える。 

 

（２）職員の派遣 

県及び町は、職員派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっ

ては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

指定地方行政機関 

応
援
措
置
の
実
施
（
応
援
）
指
示
（
災
対
法
第
72
条
） 

他の市区町村 

（災対法第 29 条２第項） 

（災対法第 29 条第１項） 

職員の派遣要請 

職員の派遣要請 

応
急
措
置
の
応
援
要
求
（
災
対
法
第
68
条
） 

職
員
の
派
遣
（
地
方
自
治
法 

第
252
条
の
17
）

 

長野原町 

群馬県 
（災対法第 72 条） 

応援措置の実施（応援）指示 

（災対法第 67 条） 

（地方自治法 
第 252 条の 17 
第１項） 

応
急
措
置
の
応
援
要
求 

自
治
体
間
の
相
互
応
援
協
定 

職
員
の
派
遣 

  全般的な相互応援協力要請 
 職員の派遣要請、派遣 
 応急措置の応援要求、指示 

職
員
派
遣
の
あ
っ
せ
ん
要
求
（
災
対
法
第
30
条
２
項
）
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第６ 自衛隊への災害派遣要請 
１ 自衛隊の災害派遣活動の範囲 

自衛隊の災害派遣活動の範囲は、次のとおりとする。町は、自衛隊による提案型支援が

あった場合には、役割分担、対応方針、活動期間、民間企業の活用等の調整を行う。 
 

■災害派遣活動の範囲 

 車両、航空機等による被害状況の把握 

 避難所の誘導、輸送等避難のために必要がある場合の援助 

 行方不明、負傷者等の捜索、救助 

 堤防等の決壊に対する水防活動 

 消防機関の消火活動への協力 

 道路又は水路が損壊し、又は障害物がある場合の啓開又は除去 

 被災者に対する応急治療、救護及び防疫並びに病害虫防除等の支援 

 通信支援 

 救急患者、医師その他救急活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

 被災者に対する炊き出し、給水の支援 

 救援物資の支給又は貸し付けの支援［「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に

関する省令」（昭和33年総理府令第1号）］ 

 火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去 

 その他災害の発生時において知事が必要と認め、自衛隊の対応が可能な事項 

 

２ 自衛隊派遣の要請 

（１）要請方法 

ア 町長は、自衛隊の災害派遣が必要であると認めるときは、災害対策基本法第 68 条の

２第１項の規定に基づき、自衛隊に対し災害派遣要請を行うよう、知事（危機管理課）

に要求する。 

イ アの要求は、所定の様式で行う。ただし、緊急を要する場合は、口頭で行い、後日

文書を送達する。 

『 ☞ 様式２号「自衛隊災害派遣要請依頼書」参照 』 

ウ 町長は、アの要求をしたときに、その旨及び町域に係る災害の状況を第 12 旅団長に

通知することができる。 

エ 町長は、通信の途絶等により、知事に対して自衛隊の災害派遣要請の要求が行えな

い場合は、災害対策基本法第 68 条の２第２項の規定に基づき、その旨及び町域に係る

災害の状況を第 12 旅団長（司令部第三部）に通知する。 

なお、要請文書の送付先（緊急を要する場合の口頭による要請先）は、次表のとお

りである。 
 

■自衛隊への連絡先 

送 付 先 所 在 地 電話番号 

陸上自衛隊 

第 12 旅団司令部第三部 

〒370-3594 

北群馬郡榛東村新井 1017-2 

0279-54-2011 内線 2286，2287 

（夜間）2208 

防災行政無線 71-3242 
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オ 町長は、前項の通知をしたときは、災害対策基本法第 68 条の２第３項の規定に基づ

き、速やかにその旨を知事に通知する。 

カ 町長は、派遣要請の依頼後において、自衛隊の部隊等の活動内容、派遣期間の変更

を要求する場合は、派遣要請の要求の例により手続を行う。 

 

３ 自衛隊の自主派遣 

（１）自主派遣 

第 12 旅団長又は第 12 後方支援隊長は、特に緊急を要し、知事からの派遣要請を持つ

いとまがないと認めるときは、自衛隊法第 83 条第２項ただし書きの規定に基づき、当該

要請を待たないで部隊等を派遣（以下「自主派遣」という。）する。 

 

（２）自主派遣の基準 
 

■自主派遣の基準 

 災害に際し、関係機関に対し当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められる場合 

 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる

場合に、町長等から災害に関する通報を受け、又は、部隊等が入手した情報から、直

ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

 航空機の異常を察知するなど災害に際し、自衛隊が捜索又は救助の措置を迅速にとる

必要があると認められる場合 

 自衛隊の庁舎、営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に、火災その他の災害が発

生した場合 

 その他、災害に際し、前記に準じ特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがな

いと認められる場合 

 

（３）自衛隊から知事への連絡 

第１２旅団長又は第１２後方支援隊長は、自主派遣を行ったときは、速やかに知事に

連絡し、密接な連絡調整のもとに適切かつ効率的な救援活動を実施する。 

 

（４）自主派遣後に知事から派遣要請があった場合 

第１２旅団長又は第１２後方支援隊長は、自主派遣を行った後に知事から派遣要請が

あった場合には、その時点から知事の派遣要請に基づく救援活動を実施する 

 

４ 自衛隊の受け入れ 

町は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、応援を受ける各班は、資機材や自衛隊部

隊を作業現地に案内するなど派遣された自衛隊の活動を支援するとともに、連絡員を派遣

して各班相互の連絡に当たる。 

 

５ 派遣部隊等の撤収要請 
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町長は、派遣活動又は派遣期間が終了し、自衛隊の災害派遣の必要がなくなったと認め

るときは、直ちに知事（危機管理課）に対し、文書で撤収の要請を要求する。ただし、緊

急を要する場合は口頭で行い、後日文書を送達する。 

 

６ 費用負担区分 

派遣部隊等の活動に要した費用のうち次の費用については、原則として町が負担する。 

これ以外の費用の負担区分については、町と自衛隊とで協議して定める。派遣部隊の活

動が他市町村にわたって行われた場合の費用の負担割合については、関係市町村と協議し

て定める。 
 

■費用の負担区分 

 宿泊施設の借上料 

 宿泊施設の汚物処理費用 

 災害派遣活動に係る電気、ガス、水道及び電話料金 

 災害派遣活動に係る資機材の調達費用 
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第４節 災害の拡大防止及び二次災害の防止活動 

 

災害は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、それを最小限に抑える応急活

動を行うことが被害全体の規模を小さくすることにつながる。 

よって、町では、専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、

住民の避難、応急対策を行う。 

 

第１ 水害・土砂災害対策 
１ 浸水被害の拡大防止 

（１）水害・土砂災害等危険個所の点検 

河川管理者、農業用用排水施設管理者その他のダム、水門、水路等の管理者及び土砂

災害防止事業実施機関は、地震あるいは降雨等による二次的な水害・土砂災害等の危険

箇所の点検を専門技術者等を活用して行う。 

 

（２）危険個所の周知 

上記点検の結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知

を図り、施設の補強、不安定土砂の除去、仮設防護柵の設置等応急工事、適切な警戒避

難体制の整備等の応急対策を行うとともに、災害の発生のおそれのある場合は速やかに

適切な避難対策を実施する。 

 

（３）被害の拡大防止対策 

水防管理者は、浸水被害が発生したときは、被害の拡大を防止するため、必要に応じ

て排水対策を実施する。 

また、河川管理者、農業用用排水施設管理者その他のダム、水門、水路等の管理者は、

被害の拡大を防止するため、被害を受けた堤防等の応急復旧を行う。 

 

２ 土砂災害の拡大防止 

（１）土砂災害の防止・軽減策 

土砂災害防止事業実施機関及び町は、発災後の降雨等による土砂災害の発生の防止・

軽減を図るため、専門技術者等を活用して土砂災害や山地災害等の危険性がある箇所の

点検を行い、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図り、

適切な警戒避難を確保する。 

 

（２）土砂災害の対策 

土砂災害防止事業実施機関は、土砂災害が発生したときは、早急に被害状況や今後の

被害拡大の可能性等について現地調査を行い、必要に応じて不安定土砂の除去、仮設防

護柵の設置等を行う。 

 

（３）地滑りの対策 

町は、地滑りによる重大な土砂災害が切迫した危機が認められる状況において、適切

に避難指示等の判断を行えるよう、県が実施した土砂災害が想定される土地の区域及び

時期に関する調査結果の提供を受ける。 
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第２ 風害・雪害対策 
１ 風倒木による二次災害の防止 

道路管理者（高崎河川国道事務所、中之条土木事務所、町）は、風倒木による二次災害

の発生を防止するため、必要に応じ道路における風倒木の除去など応急対策を講ずる。 

 

２ 雪害の拡大の防止 

（１）道路管理者による拡大防止対策 

道路管理者（高崎河川国道事務所、中之条土木事務所、町）は、積雪による交通事故

の発生を防止するため、道路の除雪を実施する。 

 

（２）住民による雪下ろし 

町は、積雪による家屋の倒壊を防止や生活道路の早期除雪のため、住民に対し、屋根

の雪下ろしや生活道路の等の除雪を督励するとともに必要に応じ支援を行うよう努める。

特に、一人暮らし高齢者世帯、障害者世帯、母子家庭等の除雪の担い手が不足する世帯

においては、民生委員・児童委員、区会、自主防災組織、消防団と連携して除雪の支援

を行う。 

なお、雪下ろし等の除雪作業に当たっては、転落等の事故防止について、注意を喚起

する。 

 

（３）雪崩の防止・軽減策 

雪崩防止事業実施機関及び町は、雪崩災害の発生の防止・軽減を図るため、専門技術

者等を活用して雪崩危険箇所の点検を行い、危険性が高いと判断された箇所については、

関係機関や住民に周知を図り、適切な警戒避難を確保する。 

 

（４）雪崩の災害対策 

雪崩防止事業実施機関は、雪崩災害が発生したときは、早急に被害状況や今後の被害

の拡大の可能性等について現地調査を実施し、必要に応じて応急工事を実施する。 

第３ 施設等の対策 

１ 道路啓開等 

道路管理者（高崎河川国道事務所、中之条土木事務所、町）は、放置車両や立ち往生車

両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、

運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。 

運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行う。 

 

２ 被災建築物及び被災宅地の二次災害対策 

（１）被災建築物 

町は、地震による建築物等の倒壊に関して、建築技術者等を活用して、被災建築物等

に対する応急危険度判定を速やかに行い、必要に応じて、応急措置を行うとともに、災

害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施する。 

なお、県（建築課）は、建築技術職員及び民間の応急危険度判定士等を活用し、建築
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物等の応急危険度判定が迅速かつ的確に実施されるよう措置を講ずる。 

 

（２）被災宅地 

町は、宅地が被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害発生状況を迅速

かつ的確に調査し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止し、住

民の安全の確保を図る。 

なお、県（建築課）は、被災宅地危険度判定士を活用し、調査・危険度判定が迅速か

つ的確に実施されるよう措置を講ずる。 

 

３ 空き家の二次災害対策 

町は、災害時に適切な管理のなされていない空き家等に対し、緊急に安全を確保するた

めの必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急

措置の支障となる空き家等の全部又は一部の除却等の措置を行う。ただし、文化財的な価

値のある歴史的建造物については慎重な対応が必要なため、文化財担当部局と情報を共有

する。 

 

第４ 危険物、有害物質等の対策 

１ 危険物等の二次災害対策 

消防法に定める危険物、火薬、高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こすおそれのある

物質を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設等の管理者は、火災や爆発による二次災害を防

止するため、速やかに施設の点検を行う。 

また、火災や爆発のおそれが生じた場合は、直ちに応急措置を講ずるとともに、当該物

質の取扱規制担当官公署、消防機関、警察機関等に連絡する。 

 

２ 有害物質等の二次災害対策 

毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設等の管

理者は、有害物質の漏えいによる二次災害を防止するため、速やかに施設の点検を行う。 

また、漏えいのおそれが生じた場合は、速やかに当該物質の取扱規制担当官公署、消防

機関、警察機関等に連絡する。 

 

３ 県が実施する対策 

県（消防保安課・薬務課・環境保全課）、消防機関、警察機関又は市町村は、危険物、有

害物質の漏えい及びアスベストの飛散等による二次災害を防止するため、必要に応じ、危

険物、有害物質等を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設の緊急立入検査、応急措置、関係

機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 
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第５節 救急・救助及び医療活動 

 

災害発生後、被災者に対し救急・救助活動を行うとともに、負傷者に対し必要な医療活

動を行うことは、住民の生命・身体の安全を守るために最優先されるべき課題である。 

 

第１ 救急・救助活動 

１ 住民・自主防災組織及び事業所による救急・救助活動 

住民、自主防災組織及び事業所は、救助を必要とする者を発見した者は、直ちに消防本

部等の関係機関に通報する。そして、自らの安全を確保した上で、自発的に被災者を倒壊

建物等から救出し、応急処置を施し、医療機関に搬送するなどの救助・救急活動に協力す

るよう努める。 

なお、救急・救助活動に必要な資機材は、自ら所有する資機材を使用するほか、町や吾

妻行政県税事務所等の資機材の貸し出しを受ける。 

 

２ 町による救急・救助活動 

町は、必要に応じ、消防機関と連携して職員に救助・救急活動を行わせる。 

また、国、県又は他の市町村の応援が必要な場合は、迅速に要請する 

 

３ 消防による救急・救助活動 

消防機関及び警察機関は、次の要領で救急・救助活動を実施する。 

（１）救急・救助活動の原則 
 

 直ちに救急・救助体制を整えて必要な活動を行う。 

 生存者の救出を最優先に人員を投入する。 

 要救助者が多数いる場合は、救命を必要とする者を優先する。 

 重機類等資機材を有効に活用する。 

 要救助案件が多発し多数の救助隊が活動する場合は、各隊相互間の連絡を密にして情

報共有を図り、役割分担と携行資機材を調整して効率的な救助活動を行う。 

 

（２）活動要領 

ア 救助対象の状況把握 

消防は、次の事項について被災地域の情報を収集し、実態の把握に努める。 
 

 医療機関の被害状況及び道路、橋梁等の被害状況に伴う危険度 

 建築物の倒壊状況 

 多数の負傷者及び要救助者が発生した地域 

 車両部隊の出動可否と通行可能道路 

 その他救急、救助活動上必要な事項 
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イ 救助活動 

救助隊を編成し、被害状況等を考慮し、緊急度に応じて救助現場に派遣する。 

ウ 傷病者の搬送 

災害状況及び通行可能道路並びに医療機関等の受入可否を総合的に判断し、医療機

関等に搬送する。搬送した傷病者及び病床数については、常に把握し搬送に支障のな

いように努める。 

また、道路等の途絶により救急車等の搬送が困難な場合は、ヘリコプターの出動を

県に要請する。 

エ 道路障害等により救急車が出動不能時の活動 

担架隊を編成し、重傷者を優先して救護所又は安全な場所へ搬送する。要搬送者が

多数の場合は、付近住民の協力を求める。 

オ 重機類の活用 

町は、救急・救助活動を効果的に実施するため必要に応じ長野原町建友会に重機の

出動を要請する。 

 

４ 応援要請 

（１）消防機関による要請 

消防機関は、必要に応じ広域応援協定等に基づき他の消防機関に応援を求め、又は消

防組織法第 44 条の規定に基づき、消防庁長官に対し他都道府県の消防機関（「緊急消防

援助隊」を含む。）の派遣を要請するよう知事（消防保安課）に求める。 

また、消防機関は、必要に応じ、群馬ＤＭＡＴ指定病院又は群馬ＤＭＡＴ指定組織に

対し、群馬ＤＭＡＴの派遣を要請する。この場合、要請した消防機関は速やかに知事（医

務課）に報告する。 

 

（２）県警察による要請 

県警察は、必要に応じて警察法第 60 条の規定に基づき、警察庁又は他の都道府県警察

に対し、警察災害派遣隊の派遣を要求する。 

 

（３）災害救助犬の要請 

災害救助犬は、必要に応じて協定締結団体への出動要請を行うとともに、その他の派

遣団体から救助チームの派遣について申し出があったときは、積極的に受け入れる。 

 

５ サイレントタイムの導入 

生存者を救出するため、わずかな音や声を聞き分ける必要がある場合､県（危機管理課）､

町及び救出活動実施機関は、相互調整の上、サイレントタイムを導入し、救出現場付近に

おけるヘリコプターその他の航空機の飛行及び車両の通行を規制し、又は自粛を要請する。 

 

６ 被災地域外の市町村の役割 

被災地域外の市町村は、被災地域の市町村からの要請又は相互応援協定等に基づき、

救助・救急活動の応援を迅速かつ円滑に実施する。 
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７ 関係機関の連携 

（１）調整会議の設置 

消防機関、警察、自衛隊、町及び県は、救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われる

よう、情報を共有し、それぞれの役割を定めて協力して活動する。この際、必要に応じ、

関係機関で構成する調整会議を設置し、効果的な救助・救急、消火活動等に資する情報

（要救助者の発見場所、行方不明者の特定に資する情報、燃料補給の確保状況等）の共

有及び調整を行う。 

また、必要に応じ、国との連絡会議や調整会議等を活用する等により、政府本部、現

地対策本部等国の各機関や他の地方公共団体に応援を要請する。 

 

（２）災害活動部隊による合同調整所の設置 

災害現場で活動する消防・警察・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所を設置

し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調

整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。 

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図り、連携する。 

 

（３）災害活動部隊による合同調整所の設置 

東日本高速道路(株)、県及び町は、高速道路のサービスエリア、道の駅等を警察機関、

消防機関及び自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備等の拠点として使用させるなど、

救助・救命活動への支援を行う。 

 

８ 資機材の確保 

救助・救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行するも

のとし、資機材が不足するときは、関係機関相互で融通するほか、民間からの協力等に

より確保する。 

 

９ 感染症対策 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊及び町は、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

10 惨事ストレス対策 

救助・救急活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

また、消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する｡ 

 

11 災害救助法による実施基準 

災害救助法が適用された場合の、救出に係る対象者、費用の限度額、期間等は、資料編

に掲げる「災害救助基準」のとおりである。 

 

『 ☞ 資料２．４「災害救助基準」参照 』 
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第２ 医療活動 

災害のため医療機関が混乱し、被災した住民が、医療及び助産の途を失った場合に、応

急的に医療を実施し、及び助産の処置を確保し、被災者への保護に万全を図る。 

 

１ 被災地域内の医療機関による医療活動 

被災地域内の医療機関は、次により医療活動を行う。 
 

 来院した傷病者又は搬送された傷病者に対し治療を施す。 

 病院建物、医療設備等が被害を受けたときは、応急復旧を実施するとともに、必要に

応じライフライン事業者等に対し応急復旧の要請を行い、機能の回復に全力を尽くす。 

 医療機能の低下により傷病者の受入れができなくなった場合、又はより設備の整った

医療機関に傷病者を転送する必要があると認める場合は、直ちに転院の措置を講ずる。 

 転送先の検討に当たっては、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び群馬県

統合型医療情報システムを活用する。 

 傷病者の転送に当たっては、必要に応じ、町又は県に要請し、ヘリコプターを有効に

活用する。 

 県（医務課）及び医療機関は、医療施設の診療状況等の情報を広域災害救急医療情報

システム等により迅速に把握し、応援の派遣等を行う。その際、災害医療コーディネ

ーター等は、県に対して適宜助言を行う。 

 

２ 救護所の設置及び救護班の派遣 

（１）医療体制 

町は、日本赤十字社群馬県支部現地対策本部の設置に協力するとともに、日本赤十字

社群馬県支部、消防本部、吾妻郡医師会等と連携して応急医療活動を行う。 

 

（２）救護所の設置 

町は、医療機関の医療機能が低下した場合、多数の負傷者が生じた場合、被災地と医

療機関が離れている場合等で医療機関のみでは対応できないときは、救護所を設置する。

救護所の設置予定場所は各小学校とし、必要に応じて設置する。 

県（医務課）及び地域災害医療対策会議は、町及び災害医療コーディネーター等と連

携し、救護班の派遣に係る調整を行うとともに救護所の確保を図る。 

 

（３）救護班の派遣 

町は、吾妻郡医師会、吾妻郡歯科医師会、吾妻薬剤師会に救護班の編成を要請し、救

護所に派遣する。 

また、日本赤十字社群馬県支部又は県に対し、救護班［災害派遣医療チーム（群馬Ｄ

ＭＡＴ）等の派遣を要請する。 

救護班を編成した機関は、その旨を県（医務課）に連絡する。 

 

（４）救護所での活動 

救護所では、次の医療活動を行う。 
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■救護所での活動 

 傷病者の応急手当 

 負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージ） 

 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

 転送困難な患者に対する医療の実施 

 死亡の確認 

 緊急時の助産 

 

３ 救急救命士による救急救命処置 

救急救命士の資格を持つ消防職員、看護師等は、傷病者の救護又は搬送に当たり、当該

傷病者の症状が著しく悪化するおそれがあり、又は生命が危険な状態にあるときは、医師

の診療を受けるまでの間に、気道の確保、心拍の回復等の救急救命処置を施す。 

 

４ トリアージの実施 

傷病者の治療に当たっては、トリアージを行い、傷病者ごとに治療の優先順位、治療を

行う救護所・医療機関を振り分ける。 

軽症傷病者については救護所等での応急措置を中心に行い、重症傷病者については地域

災害拠点病院等で治療を行う。 

 

５ 医療施設の確保及び搬送 

（１）医療施設の確保 

町は、重症者を町内の救急告示病院又は地域災害拠点病院「原町赤十字病院」に受入

するよう要請する。 

 

（２）医療施設への搬送 

救護所から救急告示病医院又は地域災害拠点病院へは救急車で搬送する。交通の状況

により救急車での搬送が困難な場合は、ヘリコプターでの搬送を県、自衛隊に要請する。 

 

『 ☞ 資料４．４「医療機関一覧」参照 』 

 

６ 被災地域外での医療活動 

（１）広報医療活動の要請 

町又は医療機関は、被災地域内の医療機関の施設が被災し、十分な機能を確保できな

いと認められる場合、又は多数の負傷者が生じ被災地域内での医療機関で対応できない

場合は、被災地域外の医療機関に対し後方医療活動の要請をするよう、県に求める。 

 

（２）後方支援医療機関の確保の連絡 

県は、群馬県医師会、被災地域外の地域災害拠点病院、被災地域外の公的医療機関、

又は被災地域外の都道府県若しくは市町村に対して、後方支援医療機関の確保を求め、

確保された医療機関に関する情報を町に連絡する。 

 

（３）ヘリコプターの活用 
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後方支援医療機関への傷病者の搬送については、ヘリコプターを活用するとともに、

車両で搬送する場合は、県及び県警察は、緊急通行車両として特段の配慮を行う。 

 

（４）県が行う広域医療搬送 

県内で対応が困難な傷病者の搬送を行う必要がある場合、県（医務課）は、広域医療

搬送の確保を図る。この場合において、県（医務課）は、広域後方医療関係機関（厚生

労働省、文部科学省、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構）に対し、県外の医療

施設における広域的な後方医療活動を要請する。 

 

（５）県が行う広域医療搬送 

県（医務課）は、広域後方医療関係機関による広域後方医療施設選定結果及び国によ

る県外航空搬送拠点の選定結果に係る連絡等を受け、予想される広域後方医療施設への

搬送量を踏まえ、関係機関と調整の上、県内航空搬送拠点＊を確保・運営するとともに、

県内の医療機関から県内航空搬送拠点までの重症傷病者等の輸送を実施する。 

 

＊【県内航空搬送拠点［広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）］】 

「陸上自衛隊相馬原駐屯地」、「前橋赤十字病院」 

 

７ 地域災害拠点病院の役割 

（１）地域災害拠点病院の活動 

地域災害拠点病院「原町赤十字病院」は、医療活動の中心として次の活動を行う。 

 

 多発外傷､挫滅症候群､広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療 

 自己完結型の救護チームの派遣 

 地域の医療機関への応急用資機材の貸し出し 

 

（２）他の医療機関との連携 

地域災害拠点病院は、他の医療機関との関係において次の活動を行う。 

 

 相互に密接な情報交換を図り、必要に応じ、他の医療機関等に協力を求め、傷病者の

振り分けを行う。 

 救護チームの派遣を共同して行う。 

 

８ 群馬ＤＭＡＴの活動 

群馬ＤＭＡＴは、災害急性期における救命治療を目的として、次の活動を行う。 

 

 災害現場における医療情報の収集及び伝達 

 災害現場におけるトリアージ並びに応急治療及び搬送等 

 広域搬送基地医療施設等での医療支援 

 他の医療従事者に対する医療支援 

 その他災害現場における救命活動に必要な措置 
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９ 被災者のこころのケア対策 

町は、県、関係機関、関係団体等と連携し、災害による被災者のストレスケア等を迅速

かつ的確に提供するため以下の活動を行う。 

 

 こころの健康危機に関する被災情報の収集と提供 

 こころのケア対策現地拠点の設置 

 精神科医療の確保 

 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の派遣及び受入れ 

 こころのホットラインの設置と対応 

 その他災害時のこころのケア活動に必要な措置 

 

10 医薬品及び医療資機材の確保 

（１）医薬機関の管理者からの要請 

医療機関の管理者は、通常ルートによる医薬品等の供給が困難な場合は、町又は県（薬

務課）に供給を要請する。 

 

（２）救護所、指定避難所等管理者からの要請 

救護所、指定避難所等の管理者は、医薬品又は医療資機材が不足する場合は、町又は

県（薬務課）に供給を要請する。 

 

（３）町からの要請 

町又は県（薬務課）は、県薬剤師会、群馬県医薬品卸売協同組合等の医薬品等関係団

体に供給を要請する。 

 

（４）血液製剤等の確保 

輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、日赤血液センターに要請する。 

また、必要に応じて住民へ献血の呼びかけを行う。 

 

11 慢性疾患患者等への対応 

町は、人工透析患者等の慢性疾患患者への医療を確保するため、人工透析患者等の把握、

対応可能な医療機関の把握、患者の搬送、情報の周知等を行う。 
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第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 

交通の確保及び緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交

通規制、応急復旧、輸送活動を行う。 

 

第１ 交通の確保 

１ 交通状況の調査・把握 

町は、町が管理する道路について、災害時における危険予想箇所をあらかじめ調査して

おくとともに、災害が発生した場合に当該道路の被害状況を速やかに調査する。 

また、町は、道路の被害状況を直ちに県、警察署、消防本部、関係機関に連絡する。 

 

２ 交通規制の実施 

交通規制の実施責任者は、次の状況において交通規制を実施することができる。 

（１）町による交通規制 

町長は、町管理道路について、道路法第 46 条に基づき、道路の浸水、土砂の堆積、破

損、欠壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合、区間を定めて道路

の通行を禁止し、又は制限することができる。その場合は、警察署にその旨を連絡する。 

 

（２）交通指導員による交通整理 

町長は、警察署長の要請により、交通指導員に緊急交通路の確保等緊急時の交通整理

を行わせることができる。 

 

■交通規制実施責任者 

実施機関 
規制 

種別 規制理由等 根拠法令 

公安委員会 

通行の禁止

又は制限 

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を

図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を

防止するため必要があると認めるとき 

道路交通法 

第４条第１項 

通行の禁止

又は交通規

制 

災害が発生、又はまさに発生しようとしている場合にお

いて、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにする

ため緊急の必要があると認めるとき 

災害対策基本法 

第 76 条第１項 

警察署長 同 上 

公安委員会は、道路交通法第４条第１項に規定する交通

規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせるこ

とができる 

道路交通法 

第５条第１項 

警察官 
通行の禁止

又は制限 

道路における交通が著しく混雑するおそれがある場合 道路交通法 

第６条第２項 

道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路におい

て交通の危険が生ずるおそれがある場合 
道路交通法 

第６条第４項 

道路管理者 

（国道・県

道・町道） 

同 上 

道路の破損、決壊その他の事由により通行が危険であ

ると認められる場合 

道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場

合 

道路法 

第46条第１項 
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（３）災対法に基づく県警察等による交通規制 

ア 県警察は、緊急輸送を確保するため必要な場合は、県（道路管理課、危機管理課）

及び町と協議の上（協議するいとまがないときは協議を省き）、あらかじめ指定されて

いる緊急輸送道路を参考にして、災害対策基本法第 76 条第１項の規定に基づき、緊急

通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限すべき道路区間（以下「通行禁止区域等」

という。）を決定し、交通規制を実施する。 

イ この場合において、被災地への流入車両等を抑制する必要がある場合には、隣接県

警察の協力を求め、周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施する。 

ウ 交通規制に当たって、県警察、道路管理者及び政府本部等と相互に密接な連絡をと

る。 

エ 県警察は、交通規制を円滑に行うため、必要に応じて警備業者等との応援協定等に

基づき交通誘導の実施等を要請する。さらに、情報板、信号機等の交通管制施設も活

用し、緊急輸送の確保に資する。 

オ 県警察は、交通規制を実施したときは、直ちに県（道路管理課、危機管理課）、町そ

の他の関係機関に連絡する。 

カ 県警察は、交通規制を実施したときは、テレビ、ラジオ、看板、交通情報板等によ

り住民等に周知徹底を図る。 

キ 県警察は、緊急輸送を確保するため、必要な場合には警察車両による先導等を行う。 

ク 警察官（警察官がその場にいないときは消防吏員又は自衛官）は、通行禁止区域等

における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要があるときは、災害対策基本

法第 76 条の３の規定に基づき、道路上の車両その他の物件を道路外の場所に移動させ

る措置をとるよう、当該物件の占有者、所有者又は管理者に命じる。 

ケ 命令を受けた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないと

きは、警察官（警察官がその場にいないときは消防吏員又は自衛官）は、自ら当該措

置をとる。 

コ 県公安委員会（警察本部、警察署）は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行

うため必要があるときは、災害対策基本法第 76 条の４の規定に基づき、道路管理者に

対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等

の移動等について要請する。 

サ 県（道路管理課、危機管理課）及び町は、交通規制を行う必要があると認めるとき

は、県警察にその旨を連絡する。 

シ 道路管理者は、道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行規制に

関する基準等を定め、交通関係機関へ連絡、通行規制その他必要な措置を講ずる。 

 

３ 道路啓開等 

道路管理者は、次により管理する道路について、道路啓開等（雪害においては除雪を含

む。）を行い、道路機能の確保に努める。 

（１）災害時における車両の移動等（災対法 76 条の 6） 

道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行

を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。

運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行う。 
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（２）民間団体等との応援協定 

道路管理者は、民間団体等（建設業者）との応援協定等に基づき、道路啓開等（雪害

における除雪を含む。）に必要な人員、資機材の確保に努める。 

 

（３）国による代行 

県（道路管理課）及び町は、迅速な救急救命活動や緊急支援物資の輸送等を確保する

ため、県知事等が管理する道路において、県知事等に代わって国が道路啓開等（雪害に

おいては除雪を含む）を行うことが適当と考えられるときは、県知事等に代わって道路

啓開等を代行できる制度により、国（国土交通省）へ要請を行う。 

 

４ へリポートの応急復旧等 

負傷者や物資の緊急輸送については、ヘリコプターによる輸送が大きな効果を発揮する

ため、県（消防保安課）及び町は、必要に応じ、ヘリポート又は臨時ヘリポートを早期に

確保し、その周知徹底を図る。 

また、ヘリポート又は臨時ヘリポートが被災により使用不能な場合は、直ちに応急復旧

を行うよう当該施設の管理者に要請するほか、必要に応じ自ら応急復旧を実施する。 

 

５ 鉄道交通の確保 

東日本旅客鉄道(株)は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、県

（交通政策課）に連絡するとともに、応急復旧を行う。 

 

６ バス交通の確保 

町は、バス事業者を通じて運行中の車両の状況を把握する。また、収集した被災状況や

交通関連情報をバス事業者に伝達し、運行の継続、再開を図る。 

 

７ 輸送拠点の確保 

町は、被害状況や道路等の損壊状況を考慮して、最も適切な場所に輸送拠点を開設する

とともに、関係機関、住民等にその周知徹底を図る。町では、広域的な防災拠点機能を持

つ「「道の駅」八ッ場ふるさと館」を輸送拠点とする。 

また、輸送拠点に災害応急対策に使用する物資、救援物資等を集積し、効果的な収集配

送が行われるよう職員を配置して管理するとともに、必要に応じて民間事業者のノウハウ

や能力等の活用を図る。 
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第２ 緊急輸送計画 

災害時における被災者の輸送及び応急対策要員並びに物資の輸送を迅速、かつ円滑に実

施するため、所要の車両等の確保は次により実施する。 

 

１ 輸送に当たっての配慮事項 

輸送に当たっては、次の事項に配慮する。 
 

 人命の安全 

 被害の拡大防止 

 災害応急対策の円滑な実施 

 

２ 輸送の優先順位 

前項の配慮事項に基づき、輸送の優先順位は次のとおりとする。 

 

第１段階 

・救急・救助活動、医療活動の従事者、医療品等人命救助に要する人員、物資 

・消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

・政府災害対策要員、指定地方行政機関災害対策要員、地方公共団体災害対策要

員 

・情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な人員、物

資 

・後方医療機関へ搬送する負傷者 

・緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員、物資 

第２段階 

・第１段階の続行 

・食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

・傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

・輸送施設の応急復旧等に必要な人員、物資 

第３段階 

・第１段階、第２段階の続行 

・災害復旧に必要な人員、物資 

・生活必需品 

 

３ 輸送手段の確保 

町は、関係機関と連携し、次により輸送手段を確保する。 

（１）自動車の確保 

町は、自ら保有する自動車を第一次的に使用し、不足が生じた場合は、他の防災関係

機関又は民間の自動車を借り上げるが、その確保は次の順序による。 

 

① 町及び応急対策実施機関所有の車両等 

② 公共的団体等の車両等 

③ 営業用車両等 

④ その他自家用車両等 
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（２）調達方法 

自動車等の調達は、原則として町所有車により、不足するときは他関係機関又は民間

の車両を要請する。 

一時に多数の車両等を要し他関係機関又は民間に要請を行う場合は、次の事項を明示

のうえ協力を要請する。ただし、緊急の時はこれを口頭で行い、後日文書を送付する。 
 

 輸送区間 

 借上期間 

 輸送量及び台数 

 その他必要事項 

 

（３）鉄道の確保 

町は、自動車による輸送が困難な場合又は鉄道による輸送が効率的な場合は、鉄道に

よる輸送を鉄道事業者に要請する。 

 

（４）バス輸送の確保 

町は、被災者の避難、入浴施設、商業施設への送迎等の交通手段としてバスが必要と

なった場合は、バス事業者に運行を要請する。 

 

（５）ヘリコプターの確保 

町は、陸上輸送が困難な場合又はヘリコプターによる輸送が効率的な場合は、防災ヘ

リコプター「はるな」、県警ヘリコプター「あかぎ」、群馬県ドクターヘリのほか、他県

防災ヘリの応援、自衛隊機の派遣、民間航空機の借上げにより、ヘリコプターを確保す

る。 

 

４ 災害救助法による応急救助のための輸送 

災害救助法が適用された場合は、同法及びその運用方針によるが、概要は次のとおり。 

 

項目 内容 

輸送の範囲 

・被災者を避難させるための輸送 

・医療及び助産のための輸送 

・被災者救出のための輸送 

・飲料水供給のための輸送 

・救助用物資の輸送 

・死体捜索及び処理のための輸送 

期間 当該救助の実施が認められている期間とする。 

 

５ 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法第 76 条の規定により県公安委員会が、災害時における交通の禁止及び制

限を行う場合、災害応急対策の従事者及び緊急物資の輸送車両等については、「緊急通行車

両」として知事（危機管理課・吾妻行政県税事務所）又は県公安委員会（警察本部・警察
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署）が「緊急通行車両確認証明書」及び標章を交付して通行の禁止又は制限の対象外とす

る。 

 

■対象車両の区分 

区  分  対象車両  

第１順位 

ア 救助・救急活動、医療活動従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ウ 被害情報収集のための政府、地方公共団体の人員 

エ 医療機関に搬送する重傷者 

オ 交通規制に必要な人員及び物資（これらのものを輸送する車両については、緊急

通行車両の確認事務を行うことなく通行可能とする。） 

カ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施

設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

キ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧等に必要な人員及び物資（これ

らを輸送する車両については、上記の車両の活動に支障がないと認められるとき

は、緊急通行車両の確認事務を行うことなく通行可能とする。） 

第２順位 

ア 食料、水等生命の維持に必要な物資 

イ 軽傷者及び被災者の被災地外への輸送 

ウ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資（これらのものを輸送する車両につ

いては、第１順位の車両の活動に支障がないと認められる場合に、緊急通行車両

の確認事務を行うことにより通行可能とする。） 

第３順位 

ア 災害復旧に必要な人員及び物資 

イ 生活必需品（これらの者を輸送する車両については、第１順位、第２順位の車両

の活動に支障がないと認められる場合、緊急通行車両の確認事務を行うことによ

り通行可能とする。） 
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第７節 避難受入活動 

 

風水害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合に、速やかに避難場所へ誘導

することは人命の確保につながるものであり、住家が被害を受け復旧がなされるまでの間、

指定避難所等で当面の居所を確保することは、精神的な安心につながるものである。 

なお、指定緊急避難場所や指定避難所に避難した者は、ホームレスや旅行者、短期滞在

者等を含め、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる必要がある。 

さらに、応急仮設住宅の提供等、被災者の住生活回復の第一歩を用意する必要がある。 

第１ 避難場所の開放及び指定避難所の開設・運営 

避難所の開設、避難者の受け入れ、避難所の運営・管理等については、本計画の定める

ところによる。 

 

１ 指定緊急避難場所の開放 

（１）指定緊急避難場所の開放 

町は、災害時には、必要に応じ、高齢者等避難の発令等とあわせて指定緊急避難場所

等を開放し、住民等に対し周知徹底を図る。 

 

（２）開放状況の連絡 

町は、緊急避難場所を開放したときは、開放の状況を速やかに県（吾妻行政県税事務

所を経由して危機管理課、又は直接危機管理課）、利根川水系砂防事務所長野原出張所、

警察及び消防機関等に連絡する。 

 

２ 指定避難所の開設 

（１）指定避難所の開設 

町は、災害時に必要に応じて洪水、土砂災害等の危険性に十分配慮し、指定避難所を

開設し、住民等に対し周知徹底を図る。 

また、災害の規模に鑑み、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。 

 

（２）福祉避難所の開設 

町は、災害の規模や予測される避難期間等を勘案し、要配慮者の避難生活の負担を軽

減するため、事前に指定又は協定を締結した施設を福祉避難所として開設する。 

 

（３）多様な避難所の開設 

町は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所

有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホ

ームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努める。特に、

要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものも含め、民間賃貸住宅、ホテル･旅館

等を実質的な福祉避難所として開設するよう努める。 
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（４）開設状況の連絡 

町は、指定避難所及び福祉避難所を開設したときは、関係機関等による支援が円滑に

行われるよう、開設の状況等を総合防災情報システム等により速やかに県（吾妻行政県

税事務所を経由して危機管理課、又は直接危機管理課）、利根川水系砂防事務所長野原出

張所、警察及び消防機関等に連絡し、県（危機管理課）は、その情報を国（内閣府等）

に共有するよう努める。 

 

（５）孤立地等の避難所 

町は、指定避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するものとし、

指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否

を検討する。 

 

（６）開設状況の連絡 

町は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホー

ムページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、

避難の円滑化に努める。 

 

（７）管理責任者の配置 

町は、指定避難所を開設したときは、当該指定避難所に常駐する管理責任者を配置す

る。 

 

（８）避難者に係る情報の把握 

町は、指定避難所ごとに別記様式例による「避難者名簿」を作成することにより避難

者の氏名、人数等を把握するとともに、応急物資等に対する避難者の需要を把握する。 

また、自治会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯ・ボランティア等関係機関と連携し、

指定避難所以外の場所に避難した被災者（以下「在宅避難者等」という。）の情報把握に

努める。この際、特に避難してきた要配慮者の情報把握に努めるとともに、要配慮者の

特性に応じた応急物資等の需要把握に努める。 

『 ☞ 様式６．５「避難者名簿」参照 』 

 

３ 避難者に対する情報の提供 

町は、住民の安否や応急対策の実施状況等避難者が欲する情報を適宜提供する。 

また、情報提供に当たっては、在宅避難者等への情報提供についても配慮する。 

 

４ 良好な生活環境の確保 

（１）指定避難所における良好な生活環境の確保 

町は、次により、指定避難所における良好な生活環境の確保に努める。 

ア 受け入れる避難者の人数は指定避難所の受入能力に見合った人数とし、避難者数が

受入能力を超える場合は、近隣の指定避難所と調整し適切な受入人数の確保に努める。 
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イ 保健・衛生面等に注意を払い、必要に応じ指定避難所に救護所を設置し、又は救護

班を派遣する。 

ウ 避難の長期化等により、必要に応じプライバシーの確保等に配慮する。 

エ 自主防災組織やボランティア等の協力を得て、役割分担を確立し、秩序ある生活を

保持する。 

オ 指定避難所における食料の確保や配食等の状況把握を行うとともに、水、食料その

他生活必需品の配給については、平等かつ効率的な配給に努める。 

カ 安全の確保と秩序の維持を図るため必要と認めるときは、警察機関や自主防犯組織

等の協得て防犯活動を実施する。 

キ 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるととも

に、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 

ク 寒暖対策として、ストーブ、扇風機、エアコン等の調達に努める。 

 
■寒暖対策用品目（例） 

区分 内容 

冬期 
毛布、マット（布団）、保温性の高いシート、木炭、カセットコンロ、 

ストーブ、使い捨てカイロ、防寒着、マスク 等 

夏期 
網戸、タオルケット、扇風機、クーラー、氷・保冷剤、殺虫剤、蚊取り器、 

トイレ消臭剤 等 

 

（２）指定避難所における運営管理 

町は、各指定避難所の適切な運営管理を行う。この際、指定避難所における正確な情

報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、

避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、

必要に応じ、他の地方公共団体に対して協力を求める。 

 

（３）役割分担の明確化 

町は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかから

ないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に

早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

 

（４）避難者による自治の確立 

避難者は、指定避難所の運営に積極的に参加し、自治の確立に努める。 

 

５ 要配慮者への配慮 

町は、指定避難所の運営に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等

要配慮者の健康状態の保持に十分配慮し、精神衛生を含む健康相談を行い、必要に応じ
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社会福祉施設等への入所、ヘルパーの派遣、車椅子等の手配を行う。 

また、要配慮者を対象とした相談窓口の設置等により、要配慮者のニーズの迅速な把

握に努める。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症への対応 

（１）適切な避難所レイアウト 

町は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難

者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウ

ト等の必要な措置を講じるよう努める。 

 

（２）防災担当部局と保健福祉担当部局による連携 

県及び町は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大が

みられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要

な措置を講じるよう努める。 

また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、

防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有する。 

 

７ 男女のニーズの違いへの配慮 

町は、指定避難所の運営に当たっては、次により、男女のニーズの違い、女性や子供等

に対する性暴力・ＤＶの防止等に配慮した運営を行うよう努める。 

 

 指定避難所運営担当職員や保健師に女性を配置する。 

 指定避難所運営体制への女性の参画を進める。 

 指定避難所内に更衣室や授乳室等のスペースを確保する。 

 プライバシーを確保するために間仕切り等を設置する。 

 関係機関等と連携し、女性相談窓口を開設する。 

 安全を確保するため､男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等を実施する。女性用と

男性用のトイレを離れた場所に設置する。 

 トイレ・更衣室・授乳室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置すると

ともに、照明を増設する。 

 性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全

に配慮するよう努める。 

 警察、病院、女性支援団体と連携し、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める｡ 

 

８ 在宅避難者等への配慮 

県及び町は、在宅避難者等がその生活に困難を来している場合は、避難者用の応急物資

を在宅避難者等へも配給するなど配慮する。特に、在宅避難者等の要配慮者についての状

況把握に配慮し、必要な情報提供に努めるとともに、福祉避難所への移動等必要な支援を

実施する。 
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９ 指定避難所の早期解消 

町は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住

宅や空き家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、指定避難所の早期解消に努める。 

 

10 避難所の運営・管理 

（１）運営組織づくり 

ア 町は、避難所内の円滑な運営を行うため、避難生活が長期にわたることが予想され

る場合には、運営委員会の設置を図る。 

イ 町は、運営委員会が設置されない場合においても、地域の状況に応じて自主運営の

推進を図り、それが不可能な場合は、町職員が主体となり施設管理者、地域住民、ボ

ランテイア等の支援を得て避難所の開設、運営を行う。この場合においても、可能な

限り早期に避難者の組織化を促し、自主運営を図る。 

 

（２）避難所の運営 

ア 避難所の管理者及び施設の管理者は、住民、自主防災組織、区会等の協力を得て避

難所の運営を行うものとし、避難者は避難所の運営に積極的に参加する。 

イ 町は、避難所運営の自治組織の結成を促し、被災者がお互いに助け合う自主的な避

難生活が行えるよう支援するとともに、混乱防止のための避難者心得の掲示等を行う。 

 

（３）避難所管理責任者の業務 

ア 避難所管理責任者は、災害対策本部が避難所の状況を確認できるよう、避難所状況

報告書により受入状況を定期的に報告する。 

 また、避難所別避難者一覧表を作成しておく。 

イ 避難所管理責任者は、次の事項が発生したときは、直ちに災害対策本部に報告する。 
 

 被災者の受入を開始したとき 

 受入者全部が退出又は転出したとき 

 受入者が死亡したとき 

 避難所に悪疫が発生したとき 

 その他報告を必要をする事項が発生したとき 

 

ウ 避難所管理責任者は、常に災害対策本部と情報交換を行い、応急対策の実施状況・

予定等適切な情報を適宜避難者に提供し、流言飛語の流布防止と不安の解消に努める。 

エ 避難所管理責任者は、避難所内での迷惑行為の防止や避難所の共同生活の秩序を守

るための問題の解決に当たる。 

 

（４）学校施設が避難所の場合の措置 

学校施設が避難所として利用されている場合は、児童生徒の教育の早期再開に努める

ことを基本とするが、災害初期等においては、教職員は可能な範囲で避難所の運営協力

や支援業務を行う。 

また、必要に応じて、立ち入り禁止区域を設定し、学校機能の回復を図るため、避難
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者と児童･生徒との住み分けを図る。 

 

11 避難者への配慮 

（１）避難生活の長期化 

避難生活が長期化する場合、関係各班は協議の上、次の対策を実施する。 

 

 床敷マット、布団、間仕切り、入浴施設、冷暖房器具、洗濯機、仮設トイレ、公衆電

話、テレビ・ラジオ、その他必要な設備・備品等の供給 

 健康・衛生管理の徹底（保健医療、トイレ、清掃、ゴミ対策） 

 防犯対策、被災者の精神安定への対応 

 各種相談窓口の設置、救護所の設置、ヘルパーの派遣等 

 高齢者や障害者等の社会福祉施設への二次的避難への対応 

 

（２）避難所以外で生活している避難者への配慮 

ア 避難所以外の野外で生活している避難者については、行政区や自主防災組織、消防

団等がその状況及び要望等を把握するとともに、対応について検討する。 

イ 自宅で寝泊まりする在宅被災者や車中泊被災者に対し、必要な情報提供や食料等の

生活支援を行うとともに、健康管理及び衛生管理等について啓発する。 
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第２ 応急仮設住宅等の提供 

被災者の生活安定を図るため、災害救助法に基づき災害発生から 20 日以内に仮設住宅の

建設に着手し、住家を失った被災者に供給する。 

また、仮設住宅だけでなく、災害発生から 3 日後には、公営住宅の空室情報を提供する

などの支援を行う。 

 

１ 応急仮設住宅の提供 

災害救助法が適用された場合は、県が応急仮設住宅を建設する。権限を委任された場合

は町が行う。その際、県又は町は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを

確保することを基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推

進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応

急的な住まいを早期に確保する。 

なお、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やか

に設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

 

（１）需要の把握 

町は、被害調査の結果から仮設住宅の必要な概数を把握し、相談窓口又は指定避難所

にて、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。 

応急仮設住宅の対象者は、罹災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者で

ある。これ以外の者への適用については、県との協議により決定する。 

 

■応急仮設住宅の対象者 

 住宅が全焼、全壊又は流失した被災者 

 居住する住家がない被災者 

 自らの資力をもってして、住宅を確保できない被災者 

 

（２）建設用地の確保 

県（建築課）又は町は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、必要に応じ、あら

かじめ把握してある候補地の中から適当な場所を選定し、応急仮設住宅を迅速に建設し、

指定避難所の早期解消に努める。 

また、町は、仮設住宅の建設地としてライフライン、交通、教育等の利便性を考慮し

て、公有地を優先して選定する。 

 

■応急仮設住宅建設可能敷地（再掲） 

場所 地名地番 
敷地面積

（㎡） 

戸数 

（戸） 
摘要 

北軽井沢ふれあい広場 北軽井沢字地蔵堂 1990 番地 5372 9,300 40 北軽井沢小学校区 

旧第一小学校 林字花畑 1394 番地 5 6,600 40 中央小学校区 
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（３）仮設住宅の建設 

町は、県の定める応急仮設住宅設置要領等に基づいて、町の有資格業者名簿（工事）

や協定締結団体等と緊急に請負契約し建設する。 

また、気象条件や要配慮者に配慮して、冷暖房設備の設置、段差の排除等に配慮する

など、要配慮者の居住に適した構造の住宅の建設に努める。 

なお、応急仮設住宅の建設は、災害発生の日から１か月以内に完成を目標とする。 

 

（４）入居者の選定 

町は、入居者の選定に当たり、福祉担当者、民生委員・児童委員等による選考委員会

を設置して決定する。選定に際しては、それまでの地域的な結びつき、近隣の状況、要

配慮者の優先的入居及びペットの飼養状況等に対する配慮を行い、コミュニティの形成

も考慮する。 

また、応急仮設住宅の提供に当たっては、二次災害に十分配慮し、被災者の円滑な入

居の促進に努める。 

 

（５）その他の措置 

応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね 50 戸以上設置した場合は

居住者の集会等に利用するための施設を設置する。 

 

（６）維持管理 

町は、町営住宅に準じて応急仮設住宅の維持管理を行う。 

 

２ 応急仮設住宅の建設に必要な資機材の調達及び調整 

町は、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、県や

国、関係団体等に調達を要請する。 

 

３ 応急仮設住宅の運営管理 

（１）要配慮者への配慮 

県（建築課、住宅政策課）及び町は、応急仮設住宅等の提供に当たっては、高齢者、

障害者等要配慮者の居住に適した構造の住宅の提供に努め、要配慮者の優先的入居に配

慮する。 

 

（２）こころのケア及びコミュニティの形成 

県（建築課、住宅政策課）又は町は、応急住宅の適切な運営管理に努める。この際、

応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するためのこ

ころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努める。 

 

（３）女性の参画 

女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。 
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（４）家庭動物の受入れ 

必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

 

（５）学校の敷地に設置する応急仮設住宅 

県（建築課）又は町は、学校の敷地にある応急仮設住宅の運営に当たっては、入居者

と学校関係者の交流と相互理解を促進し、精神的な負担の軽減に努める。 

 

４ 住宅の応急復旧活動 

県（住宅政策課）又は町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しなが

らも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。 

 

５ 民間賃貸及び公営住宅のあっせん 

町は、建設型応急住宅の供給に合わせて、既存の公営住宅及び民間賃貸住宅等の空き家、

賃貸型応急住宅※等を利用して、不足する住宅を確保する。 

また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合は、建設型応急住宅※を速やか

に設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

 

※「賃貸型応急住宅」と「建設型応急住宅」（災害救助法） 

 この節において、この項以降、すなわち災害救助法が適用される場合は、応急仮設住

宅を次の２つに分類して示す。 

 住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であつて、自らの資力では住家

を得ることができないものに、建設し供与するものを「建設型応急住宅」という。 

 民間賃貸住宅を借り上げて供与するものを「賃貸型応急住宅」という。住宅が全焼、

全壊又は流失した被災者 
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第３ 広域一時滞在 

ここでは、被災した住民の避難が町内だけでなく、県内外の市町村への広域一時滞在が

必要となった場合の手続等について定める。 

なお、市町村間の相互応援協定等に基づき、住民の広域一時滞在を行う場合には本規定

は適用しないが、町が他市町村等へ協議を行う段階に県（危機管理課）へ適宜報告する。 

 

１ 県内の他の市町村及び相互応援協定締結自治体への広域的避難等 

（１）県内の協議先市町村との協議 

ア 町は、災害の規模、被災者の避難・受入状況、避難の長期化等に鑑み、県内の他市

町村や相互応援協定締結自治体への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等へ

の受入が必要であると判断した場合、当該市町村に直接協議する。 

イ 町は、アにより協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を県に報告しなけれ

ばならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議開始の後、遅滞

なく報告する。 

ウ アの協議を受けた市町村（以下、本項目において「協議先市町村」という。）は、被

災した住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災した住民

を受け入れる。この場合において、協議先市町村は、被災した住民に対し公共施設そ

の他の施設（以下「公共施設等」という。）を提供する。 

エ アの協議を受けた協議先市町村は、当該市町村区域において被災した住民を受け入

れるべき公共施設等を決定し、直ちに、その内容を当該公共施設等を管理する者等に

通知するとともに、町に通知する。 

オ 町は、エの通知を受けた場合、速やかにその内容を公示し、県に報告する。 

カ 町は、協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定し、住

民に周知するとともに、迅速な避難誘導を行う。 

キ 町は県に対し、住民の迅速な避難を実現するために必要な支援を要請する｡ 

 

２ 他の都道府県の市町村への広域的避難等 

（１）県外の協議先市町村との協議 

ア 町は、災害規模、被災者の避難・受入状況、避難の長期化等に鑑み、他の都道府県

の市町村への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への受入が必要であると

判断した場合においては、県に対し当該他の都道府県との協議を求めることができる。 

イ 町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、町からの要求を待ついとま

がないと認められるときは、県は、町の要求を待たないで、広域一時避難のための協

議を代わって行う。 

ウ 県は、協議先都道府県からの通知を受けたとき、速やかにその内容を町に通知する。 

エ 町は、ウの通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示する。 

オ 町は、県外の協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定

し、住民に周知するとともに、迅速な避難誘導を行う。町は県に対し、住民の迅速な

避難を実現するための必要な支援を要請する。 
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第４ 町外からの広域避難者の受入れ 

町以外の地域で広域的、大規模な災害が発生した場合には、県外の被災自治体から県境

を越えた避難者（以下「広域避難者」という。）の受入れに迅速に対応できるよう受入体制

を整備するとともに、被災自治体から災害救助法等に基づく応援要請があった場合は、要

請内容に基づき、速やかに広域避難者の受入れを実施する。 

 

１ 被災自治体からの情報収集及び連絡体制の整備 

町は、広域避難者が多数想定される場合、県又は被災自治体と連携を取り、避難者数や

避難者住所等の情報について積極的な情報収集に努める。 

 

２ 被災自治体からの応援要請内容の確認 

町は、原則として県を通じ、被災自治体からの災害救助法等に基づく応援要請通知を受

け、町の応援すべき救助内容について確認し、要請内容に基づき、応援実施体制の整備を

行う。ただし、緊急を要する場合は、口頭で被災自治体に応援要請内容を確認し、後日文

書による要請通知の送達を受ける。 

 

３ 受入れ可能な避難施設情報の把握 

（１）受け入れ可能施設の選定と報告 

ア 町は、町が保有する施設について受入れ可能な施設の情報を各施設管理者から収集

する。施設の所在地、受入れ可能な人員数等の施設に関する詳細情報についても収集

する。 

イ 町は、あらかじめ指定した指定避難所から受入可能な施設を選定し、県（総務部）

に報告する。選定に当たっては、安全な避難を確保できる施設を選定する。 

イ 町は、町有施設管理者から収集した情報をもとに、町内で受入れ可能な施設の一覧

表を作成するなどして、情報の一元把握を図る。 

ウ 町は、町有施設管理者から収集した情報をもとに、受入れ可能な施設を選定し、県

に報告する。選定に当たっては、安全な避難を確保できる施設を選定する。 

エ 町は、必要に応じて、公営及び民間の賃貸住宅、宿泊施設の空室状況を調査し、当

該住宅の所有者又は管理者の協力を得て、広域避難者に対し入居のあっせんを検討す

る。さらに、町営住宅の空室等での受入れも検討する。 

 

４ 広域避難者受入総合窓口の設置 

（１）県外の協議先市町村との協議 

ア 町は、県、市町村内の避難所間との連絡調整や広域避難者の避難所への割り振り等

町内の広域避難に係る総合調整を実施するため、「長野原町広域避難者受入総合窓口」

を設置する。窓口を設置した場合は、速やかに連絡先等を県（総務課）へ報告する。 

イ 町は、長野原町広域避難者受入総合窓口を設置した場合は、あらゆる広報媒体を活

用して、広域避難者へ窓口に係る情報提供を図る。 

ウ 町は、長野原町広域避難者受入総合窓口において、電話相談窓口を設置するなどし、

広域避難者からの避難に係る相談等に適切に対応できるよう体制整備を図る。 
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５ 避難所開設 

県（総務課）は、被災自治体からの広域避難者に関する情報等をもとに、開設する避難

所を選定し、町に通知し、開設を依頼する。 

町は、「第１ ２ 指定避難所の開設」に準じて開設の準備を行う。 

 

６ 広域避難者の受入れ 

（１）受け入れ方法 

ア 県は、県及び被災自治体と調整し、受入れた広域避難者について実施する救助の方

針を決定し、町に通知する。 

イ 町は、通知に基づき避難所を開設し、広域避難者受入れを実施する。 

ウ 被災市町村は、群馬県と被災県との調整結果に基づき、広域避難者に対し、避難先

施設を伝達する。広域避難者は、伝達された避難所へ向かう。 

エ 群馬県と被災県が調整を実施する暇がない場合、広域避難者は、長野原町広域避難

者受入総合窓口へ連絡し、群馬県及び県内市町村が調整した結果に基づき、町の運営

する避難所へ移動する。 

オ 交通手段を持たない広域避難者の移動は、被災自治体が実施することとするが、被

災自治体が手配できない場合は、必要に応じて、町においてバス等の移動手段を手配

する。 

 

７ 避難所の運営 

以下、ここに示されていない事項は「第１ 避難場所の開放及び指定避難所の開設・運

営」に準ずる。 

（１）避難所担当職員の配置 

町は、避難所を開設したときは、当該避難所に避難所担当職員を配置する。 

 

（２）広域避難者に係る情報の把握 

町は、避難所ごとに避難者名簿を作成することにより避難者の氏名、人数等を把握す

るとともに、応急物資等に対する避難者の需要を把握する。 

 

（３）避難所運営記録の作成 

避難所管理責任者は、避難所の運営状況について、避難所運営記録を作成する。 

また、病人発生等、特別な事情のあるときは、その都度必要に応じて報告する。 

 

（４）広域避難者に係る情報等の県への報告 

町は、避難所において実施している救助の内容や広域避難者に係る情報など避難所運

営の状況を適宜、県（総務課）へ報告する。 

 

（５）広域避難者への情報等の提供 

町は、県から提供を受けた広域避難者の生活支援関連情報等について広域避難者へ随

時提供し、広域避難者へのわかりやすい情報提供に努める。 
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８ 小・中学校、高校等における被災児童・生徒の受入れについて 

町（教育委員会）は、広域避難者の避難が長期化する場合などにおいて、避難児童・生

徒の小・中学校、高校等への通学が必要となる際は、避難児童・生徒及びその保護者の意

向を確認した上で、県と連携して被災県教育委員会及び被災市町村教育委員会と調整し、

転入学や学校への一時受入れなどの対応を実施する。 

 

９ 避難所の閉鎖 

県は、被災県及び町と密接な連携を取り、被災県からの要請に基づき、避難所の閉鎖を

町へ通知する。町は、通知を受けたら、速やかに避難所を閉鎖する。 
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第８節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動 

 

町は、被災者の生活を維持するため、必要な飲料水、食料及び毛布等生活必需品等を調

達・確保し、需要に応じて供給・分配する。 

また、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、情報共有を図る。 

 

第１ 需要量の把握及び配給計画 
（１）需要量の把握及び配給計画 

町は、指定避難所及び被災地において被災者が必要としている食料・飲料水及び生活

必需品等の需要量を把握し、配給場所及び配給量について計画を立てる。需要量の把握

に当たっては、被災者ニーズが時間経過とともに変化することを踏まえる。 

 

（２）計画における配慮 

避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には

暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮する。 

また、要配慮者等のニーズ、男女、ＬＧＢＴＱ等性的マイノリティのニーズ、宗教的

ニーズに配慮する。 

 

第２ 飲料水の供給 

災害のため飲料水が枯渇、又は汚染して現に飲料に適する水を得られない者に対して飲

料水の応急的供給を実施し、被災者の救護を図る。 

 

１ 実施主体 

被災者に対する飲料水供給の実施は、町長が行う。ただし、町で対処できないときは、

近隣市町村又は県に応援を要請する。 

 

２ 実施方法 

飲料水の供給は、衛生班が実施する。給水を必要とする場合は、最寄りの簡易水道から

供給し、これが不可能な場合は、運搬給水による。 

 

３ 応急給水 

（１）需要の把握 

町は、水道施設の被災状況、断水の状況、避難所、病院等の情報を収集し、給水需要

を把握する。需要量の把握に当たっては、被災者のニーズが時間の経過とともに変化す

ることを踏まえ、時宜を得た把握に努める。 

 

（２）応急給水計画等の作成 

町は、被災状況等の情報に基づき、給水方法、給水資機材の調達、給水拠点、要員配

置等を定めた「応急給水計画」を作成する。 
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（３）保存水の確保 

町は、避難所への避難者等のために、ペットボトル等の保存水を流通業者、製造販売

業者から確保する。 

 

（４）資機材、車両等の確保 

町は、応急給水に必要な資機材、車両等を協定に基づき、民間会社、水道事業者、日

本水道協会等に要請し確保する。 

 

（５）給水拠点の周知・広報 

町は、給水拠点を設定したときは、本部等を通じて住民に給水場所、時間等について

事前に広報する。 

 

（６）給水の方法 

ア 被災地において飲料水の確保が困難なときは、近い水源より給水車、容器等により

運搬供給する。 

イ 飲料水が汚染されたと認めるときは、ろ過により浄水して供給する。 

ウ 供給する飲料水が防疫衛生上滅菌する必要があるときは、消毒剤を用い滅菌のうえ

供給する。 

 

（７）給水量 

災害発生か３日間（推奨１週間）程度の１人１日あたりの所要給水量は、3 リットル

程度とする。 

 

（８）飲料水の調達 

町は、災害により甚大なる被害を受け、水道施設等の復旧に相当な期日が必要と認め

られるときは、他市町村又は自衛隊に給水の応援を要請する。 

ア 町は、水道施設の被災等により、自ら給水できない場合又は自らの給水量で不足す

る場合は、他の水道事業者に給水車等の応援を要請する。 

イ 町長は、給水の応援を求める必要を認めたときは、「群馬県水道災害相互応援協定」

に定める方法で他の会員に応援等の要請をする。 

ウ 町は、自らが備蓄している飲料水を放出することとし、不足分は、次の手段により

速やかに調達する。 

 

 流通業者との協定に基づく流通在庫の優先購入 

 製造・販売業者からの購入 

 他市町村に対する応援の要請 

 県に対する応援の要請 

 

４ 災害救助法による実施基準 

災害救助法が適用された場合は、同法及びその運用方針によるが、その概要は資料編を

参照のこと。 

『 ☞ 資料２．４「災害救助基準」参照 』 
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第３ 食料の供給 

災害時における被災者及び災害救助及び緊急復旧作業等従事者に対して、応急食料の供

給及び炊き出しを実施するため、備蓄食料の放出や応急食料の確保を図り、食料供給の万

全を図る。 

 

１ 実施主体 

町長は、あらかじめ災害時における「食料備蓄・供給計画」を策定し、被災者及び災害

救助従事者の食料の確保と供給に努める。ただし、必要な食料の確保と供給ができない場

合は、県又は隣接市町村に対し応援を要請する。 

また、災害救助法が適用されたとき、又は知事から災害救助法第 30 条の規定に基づき委

任されたときは、知事の補助機関として町長が実施する。 

 

２ 応急食料の供給 

（１）応急食料の給与 

応急食料の給与対象者、供給する食料等は、次のとおり。 

 

■供給する食品等 

 おにぎり、パン、弁当、アルファ米食品、ペットボトル飲料 

 アレルギー除去食品や要配慮者に配慮した食品 等 

 

『 ☞ 資料４．１「備蓄物資一覧」参照 』 

（２）食料の調達・配給 

ア 食料の調達 

町は、自らが備蓄している物品調達・輸送調整等支援システムにて確認し、不足分

は、次の手段により速やかに調達する。 
 

 流通業者との協定に基づく流通在庫の優先購入 

 製造・販売業者からの購入 

 他市町村に対する応援の要請 

 県に対する応援の要請 

 

『 ☞ 資料４．１「備蓄物資一覧」参照 』 

 

イ 政府所有の米穀の調達 

町は、災害救助法が適用され、政府所有の米穀の供給が必要と認められる場合には、

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（平成 21 年 5 月 29 日付 21 総食第 113 号

総合食料局長通知）」に基づき、県を通じて、農林水産省関東農政局前橋地域センタ

ーに対し、応急用米穀の供給を要請する。 
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ウ 配給方法 

食料の配給方法は、次のとおり。 
 

区分 内容 

避難所に受入された

人に対するもの 

町長は、調達した食料をあらかじめ避難所ごとに組織され

た組又は班等の責任者を通じて配給する。 

被災者に対するもの 

町長は、調達した食料を直接配給するほか、小売販売業者

及び取扱者を指定して行う。被災者に対する食料の配分に

当たっては、次の事項に留意する。 

・各避難所における食料の受入れ確認及び需給の適正を図

るための責任者の配置 

・住民への事前周知等による公平な配分 

・要配慮者への優先配分 

・食料の衛生管理体制の確保 

 

（３）食料の備蓄 

住民は、自らの生命は自らで守るとの基本精神のもとに、最低３日間（推奨１週間）

の非常食料を家庭内に備蓄するよう努める。 

町は、災害時の被害想定、住民の家庭内備蓄状況等を勘案し、被災後３日間は、県及

び隣接町村の援助物資を待つことなく、被災者及び災害応急現場従事者等に食料等が供

給できるよう備蓄に努める。 

備蓄品目は、パン、アルファ米を基本として、確保等、栄養バランスに配慮する。 

また、妊産婦、乳幼児、高齢者、病弱者等の要配慮者の特性にも配慮して決める。特

に、通常の食事を摂取できない要配慮者等へは、アレルギー対応の食料（原材料におい

て特定のアレルギー物質不使用）、粉ミルクやお粥等配慮に努める。 

 

『 ☞ 資料４．１「備蓄物資一覧」参照 』 

 

（４）救援物資集積場所 

米穀販売業者、関東農政局前橋地域センター等から集められた米穀等は、以下の場所

に集積し、衛生班が、ボランティア等の協力を得て被災者へ供給する。 

 

■救援物資集積場所 

名称 所在地 

北軽井沢ふれあい広場 大字北軽井沢1990-5372 

町民広場 大字長野原1153 

「道の駅」八ッ場ふるさと館 大字林1567-4 
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（５）炊き出しの実施 

ア 炊き出し担当 

炊き出しは、各区長、ボランティア等の協力を得て、教育班が実施する。 

イ 炊き出し場所 

炊き出しは、避難所内又は近くの適当な場所、状況によっては「学校給食センター」

を使用して実施する。 

ウ 米穀の調達方法 

町長は、救援物資集積場所や販売業者に所要量を要請し、炊き出し場所に配送する。 

エ 実施上の留意事項 

炊き出しの実施に当たっては、現場ごとに責任者を定め、人員の把握を行い配分漏

れのないように努める。 

 

（６）災害救助法による実施基準 

災害救助法が適用された場合は、同法及びその運用方針によるが、その概要は資料編

を参照のこと。 

 

『 ☞ 資料２．４「災害救助基準」参照 』 
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第４ 生活必需品等の供給 

災害時の被災者に対する被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与は、本計画の定

めるところによる。供給する際は、特に要配慮者に配慮し優先的に行う。 

 

１ 需要量の把握及び配給計画 

「第１ 需要量の把握及び配給計画」に基づく。 

 

２ 実施主体 

被災者に対する衣料、生活必需品等物資の供給は町長が実施する。ただし、災害救助法

が適用されたときは、物資の確保及び輸送は知事が行い、各世帯に対する割り当て及び支

給は、その補助機関として町長が行う。 

 

３ 生活必需品等の給与又は貸与 

（１）給与又は貸与の対象者 

生活必需品等の給与又は貸与の対象者は、次のとおりである。 

 

 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（土砂の堆積により一時的に居住すること

ができない状態となったものを含む。）した者 

 被服、寝具その他生活上必要な最少限度の家財を喪失した者 

 被服、寝具、その他生活上必要物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

 

（２）給与・貸与品目 

町は、避難所の設置状況や要配慮者の状況等及び避難者の年齢、性別、サイズ等を考

慮し、次の品目を参考に調達する。 

 

■給与・貸与品目（例） 

物資名 品目 

寝具 タオルケット、毛布、布団 等 

被服 肌着（シャツ、パンツ等）、外衣（洋服、作業着） 等 

炊事用具・食器 鍋、炊飯器、包丁、茶碗、皿、はし 等 

保育用品 哺乳瓶、紙おむつ 等 

光熱器具・材料 マッチ、ローソク、コンロ、固形燃料、木炭、プロパンガス 等 

日用品 石鹸、手拭、タオル、トイレットペーパー、生理用品、歯ブラシ 等 

医薬品 包帯、救急絆創膏、三角巾 等 

冷・暖房器具 扇風機、石油ストーブ 等 

 

（３）調達方法 

被服、寝具、その他生活必需品等は町が調達するが、調達が困難なときは、次の手段

により速やかに調達する。 
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 流通業者との協定に基づく流通在庫の優先供給 

 製造・販売業者からの購入 

 他の市町村に対する応援の要請 

 県に対する応援要請 

 義援物資の募集 

 

（４）輸送方法 

物資の調達先に車両配送を依頼する。ただし、調達先が輸送できない場合は、県有車

両又は民間借上車両で輸送する。 

交通事情等により陸路輸送が困難な場合は、防災ヘリコプターを活用し、又は自衛隊

に対して要請を行い、空路輸送を行う。 

 

（５）配布方法 

調達した物資は、「北軽井沢ふれあい広場」、「町民広場」及び「「道の駅」八ッ場ふる

さと館」に集積し、衛生班がボランティア等の協力を得て各指定避難所に配送し、各指

定避難所において行政区長、自主防災組織、ボランティア等の協力により被災者に配布

する。 

 

（６）留意事項 

被災者への物資の配分は、次の事項に留意する。 

 

 避難所には受入確認、供給の適正化を図るために責任者を配置する。 

 高齢者、障害者、乳幼児等要配慮者への優先的な配給に努める。 

 平等かつ効率的な配給に努めるものとし、特に避難者と在宅者とを隔てることのない

よう配慮する。 

 配給漏れが生じないよう、配給の日時・場所について事前に十分周知を図る。 

 

（７）燃料の供給 

ア 県（産業政策課）は、燃料の供給が不足した場合、特に重要な施設、事業について、

優先的に燃料の供給を行うよう群馬県石油協同組合へ要請する。 

イ 町は、住民の生活や安全を確保するため、燃料不足の状況について情報を収集する。 

ウ 被災市町村が複数にまたがる場合には、県（産業政策課及び関係課）は、必要に応

じ被災市町村への燃料の優先供給に係る調整に努める。 

 

（８）災害救助法による実施基準 

災害救助法が適用された場合は、同法及びその運用方針によるが、その概要は資料編

を参照のこと。 

『 ☞ 資料２．４「災害救助基準」参照 』 
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第９節 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動 

 

第１ 保健衛生活動 

１ 健康相談・保健指導 

（１）町が行う巡回健康相談 

町は、被災者の心身の健康を確保するため、指定避難所や被災家庭に保健師等による

巡回健康相談等を実施する。 

 

（２）県への応援要請 

町は、巡回健康相談等に従事する保健師等又は保健医療活動チームが不足する場合は、

原則として吾妻保健福祉事務所を通じて、県（健康福祉課）に応援を要請し、県（健康

福祉課）は、保健医療調整本部において当該要請を共有するとともに、当該要請に対し

保健医療活動チーム等の派遣を行う。 

 

（３）要配慮者への配慮 

健康相談等の実施に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等要配慮者の心身双方の健

康状態に特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、

車椅子等の手配等を福祉事業者、ＮＰＯ・ボランティア団体等の協力を得て実施する。 

 

２ 医療情報等の提供 

（１）町が行う医療情報等の提供 

町は、指定避難所等において、受診できる医療機関及び調剤薬局並びに受診方法等に

ついての情報提供を行う。 

 

（２）避難生活に起因する疾病の予防 

町は、エコノミークラス症候群等の避難生活等に起因する疾病に関する知識や予防措

置を広報し、その発症を未然に防止する。 
 

■避難所生活で起こりやすい疾病や心身の不調 

 生活不活発病 

 高血圧、高血糖、喘息等の慢性疾患の悪化 

 肺炎、インフルエンザ、感染性胃腸炎、食中毒等の感染症 

 エコノミークラス症候群 

 熱中症、低体温症 

 便秘 

 低栄養、栄養不足 

 介護者不足による褥そう形成や悪化 

 ストレスの蓄積、不安、不眠 

 ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等 
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３ こころのケア活動 

（１）被災児童に対する精神相談の実施 

被災により精神的に不安定になっている児童に対して、必要に応じて児童相談所や保

健師と協力し、精神相談や遊び等を通じて児童の精神的不調の早期治療や不安の軽減を

図るとともに、その保護者に対する指導を行う。 

 

（２）被災高齢者及び障害者に対する精神相談の実施 

高齢者や障害者は、被災後強度の不安から混乱を来したり、孤独感を強めるなどの影

響が大きいことから、地域と保健師が連携し、精神相談を実施する。 

 

４ 食品衛生の確保 

町は、食中毒の発生を防止するため、指定避難所や被災地で配給する飲料水や食料につ

いて、良好な衛生状態の保持に努める。 

 

５ し尿の適正処理 

（１）応急復旧 

町は、下水道、し尿処理施設等の応急復旧に努めるとともに、人員及び収集運搬車両

を確保して、し尿の円滑な収集・運搬に努める。 

 

（２）仮設トイレ等の調達 

町は、下水道、し尿処理施設等の被害状況を把握し、必要に応じ、水洗トイレの使用

を制限するとともに、建設用資機材のレンタル業者等から仮設トイレやマンホールトイ

レを調達し、指定避難所又は住宅密集地等に設置する。 

 

（３）仮設トイレの管理 

仮設トイレの管理は、必要な消毒剤を散布し、良好な衛生状態の保持に努める。 

 

（４）県への応援要請 

町は、町内でし尿を処理しきれない場合は、県（廃棄物・リサイクル課）に応援を要

請し、県（廃棄物・リサイクル課）は当該要請に対し、他市町村又は隣接県の応援を求

めるなどの広域的な調整を行う。 

 

６ ごみ（水害廃棄物）の適正処理 

（１）応急復旧 

道路の不通による収集経路の変更、短期間での大量のごみの発生、ごみの腐敗・悪臭

の発生等に対応するため、町は、人員及び収集運搬車を確保して、ごみの迅速・円滑な

収集・運搬・処理に努めるとともに、ごみ処理施設の応急復旧に努める。 
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（２）一時的な保管場所の確保 

収集したごみは、水分を多く含んでいる状態のため、そのままでは処理を行うことが

難しく、短期間に大量に排出するため、早期の処理は困難である。そのため、町は、一

時的な保管場所を確保するとともに、良好な衛生状態の保持に努める。 

 

（３）ごみ収集方法の広報 

町は、収集場所、収集日、分別排出等のごみ収集方法について、住民に対して速やか

に必要な情報を広報する。 

 

（４）県への応援要請 

町は、町内でごみを処理しきれない場合は、県（廃棄物・リサイクル課）に応援を要

請するものとし、県（廃棄物・リサイクル課）は当該要請に対し、他市町村又は隣接県

の応援を求めるなどの広域的な調整を行う。 

 

７ 災害時における動物の管理等 

町は、関係団体等と連携を図り、被災した飼養動物の保護収容、指定避難所及び応急仮

設住宅等における家庭動物の適正な飼養、危険動物の逸走対策、動物伝染病予防等衛生管

理を含めた災害時における動物管理等について必要な措置を講ずる。 

 



第３編 災害応急対策 

第１章 風水害・雪害・土砂災害対策 

＜第９節 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動＞ 

3 -1- 87 

第２ 防疫活動 

県（感染症・がん疾病対策課）及び町は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）及び災害防疫実施要

綱（昭和 40 年厚生省公衆衛生局長通知）に基づき、相互に緊密な連携をとりつつ、住民の

人権に十分配慮しながら、次により防疫活動を実施する。 

 

１ 実施主体 

災害時における被災地の防疫は、町長が県の指示等に基づいて実施する。被害が甚大で

町の防疫活動が十分でないと認められるときは、県に協力を要請する。 

 

２ 実施体制 

（１）防疫班の編成 

町は、被災地の防疫活動を迅速、的確に実施するため、必要数の防疫班を編成し、関

係機関と連携して指定避難所及び被災家屋の清潔、消毒、ねずみ族・昆虫の駆除、飲料

水の消毒等を実施する。 

 

（２）感染症予防委員の選任 

町は、感染症患者が拡大するおそれがあるときは、感染症予防委員を選任し防疫活動

に従事させる。 

 

３ 活動内容 

町は、平常時から住民に対し、感染症対策の指導を行うとともに、県（感染症・がん

疾病対策課）の指示等を受けて次の防疫活動を実施する。 

 

（１）健康調査及び保健指導の実施 

指定避難所において、健康調査が必要な場合は、県と連携し健康調査を行う。健康調

査の結果、必要がある場合は、当該者に対し医療機関受診指導等の保健指導を実施する。 

また、知事は、感染症法第 17 条の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染

症※及び新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要と認めたときは、健

康診断の勧告することができる。 

※感染症の定義 

分 類 感染症の疾病 

一類感染症 
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブル

グ病、ラッサ熱 

二類感染症 
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS）、中東呼吸器症候

群（MERS）、鳥インフルエンザ（H5N1）、鳥インフルエンザ（H7N9） 

三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

 

（２）臨時予防接種 

町は、予防接種法第 6 条に基づき、知事の指示により感染症を予防するため、対象者

の範囲及び期日を指定して予防接種を実施する。 
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（３）消毒 

知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症､四類感染症又は新型インフルエンザ等

感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、

感染症法第 27 条第２項の規定に基づき、町に消毒するよう指示することができる。町は、

同法施行規則第 14 条に基づき、防疫班によって速やかに消毒を実施する。 

 

（４）ねずみ族・昆虫等の駆除 

知事は、感染症法第 28 条第２項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染

症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認め

るときは、町にねずみ族、昆虫等の駆除を実施するよう指示することができる。町は、

同法施行規則第 15 条の規定に基づき、薬剤の所要量を確保し、速やかにねずみ族・昆虫

等の駆除を実施する。 

 

（５）生活用水の供給 

知事は、感染症法第 31 条第 2 項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症又は三類感

染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該

感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、

その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを

命ずることができる。町は、知事が生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又

は禁止すべきことを命じたときは、水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給し

なければならない。 

 

４ 患者等に対する措置 

感染症患者又は病原体保有者が発生した時、町は、吾妻保健福祉事務所の指導及び協力

を得て隔離等の感染拡大防止対策を速やかにとる。 

また、感染症法に基づく入院が必要な感染症患者が発生した時に、交通途絶のため感染

症指定医療機関への入院が困難な場合は、なるべく近くの災害を免れた地域内の医療機関

に臨時の入院の措置をとる。感染症法に基づかない感染症患者は自宅療養も検討する。そ

の場合は環境衛生等について十分な指導をする。 

 

５ 指定避難所の衛生保持 

指定避難所を開設したあとは、施設管理者は、県又は吾妻保健福祉事務所の防疫関係職

員の指導や協力を得て指定避難所の防疫措置を実施し、指導の徹底を期する。 

また、町又は施設管理者は、指定避難所等の衛生保持する。 

 

６ 防疫資機材の備蓄、調達 

町は、防疫用資材の備蓄に努める。防疫活動によって防疫用資材が不足するときは、業

者等から調達するほか、県に対して調達を要請する。 

■防疫用資材の内容 

薬品、逆性石けん、消毒用エタノール、両性界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム等の消毒薬、

消毒用噴霧器 等 
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第３ 行方不明者の捜索及び遺体の処置 

災害時において死亡していると推定される人については、捜索及び収容を行い、死亡者

については応急埋葬を実施する。 

行方不明者の捜索及び遺体の収容、埋葬の方法は本計画に定めるところによる。 

 

１ 行方不明者の捜索 

行方不明者の捜索、処置、埋葬等は、町長、消防機関、警察署等が協力して実施する。 

 

２ 遺体の処置 

（１）遺体の収容及び一時保存 

ア 遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時日に埋

火葬ができない場合等においては、遺体の収容所（寺院等の施設の利用、体育館、学

校等の敷地に仮設）を確保し開設する。 

イ 収容所の開設は、避難所等と適当な距離を置くなど配慮する。 

ウ 適当な場所が確保できない場合は、テント等で代用する。 

 

（２）検視・死体調査及び検案 

県警察は、必要に応じ、警察災害派遣隊等を被災地に派遣し、群馬県警察医会の医師

及び歯科医師の協力を得て、遺体の検視・死体調査及び検案、身元確認を行う。 

また、効果的な身元確認が行えるよう町、県、指定公共機関等と密接に連携する。 

なお、遺体が多数に上り、群馬県警察医会の医師及び歯科医師のみでは対応しきれな

い場合は、群馬県医師会及び群馬県歯科医師会の協力を求める。 

町は、警察官の遺体の検視を得るとともに、医師による遺体（医師の診療中に死亡し

た者を除く）の検案（死亡の確認及び死因その他の医学的検査）を受ける。 

 

（３）遺体の洗浄等 

検視及び検案を終了した遺体について、遺体の識別のため又は遺族への引き渡しまで

相当の期間を要する場合の措置として、町は、医師会、日赤救護班等に対し、遺体の洗

浄、消毒、縫合の処置を要請する。 

 

（４）遺体の安置 

町は、身元不明の遺体又は災害の混乱により引取りがなされない遺体について、安置

所を設置し、検視及び検案を終えた遺体を次により安置する。 
 

 葬祭業者の協力を得て、必要な数量の棺を調達する。 

 遺体の腐敗を防止するため、ドライアイス等必要な資材を確保する。 

 遺体に洗浄、縫合、消毒等の処置を施し、納棺する。 

 遺体処置表及び遺留品処理表を作成の上、「氏名札」を棺に添付する。 

 

（５）遺体の身元確認 
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町は、身元不明の遺体については、警察署と協力し、人相、着衣、所持品、特徴等を

まとめるとともに遺品を保存し、問い合わせ等に対応する。 

また、歯科医師会等の協力を得て身元の確認を行う。 

身元が不明な場合は、行旅死亡人として取扱い、関係機関に手配するとともに、写真

の掲示、縦覧等を行って早期に確認できるようにする。 

 

（６）遺体の引渡し 

警察官は、身元の明らかな遺体については、検視をして所持金品等とともに、遺体を

遺族に引き渡す。遺族への引渡しができないときは、死亡地を管轄する町長に引き渡す。 

町は、遺族等から遺体の引取りの申出があったときは、遺体処置表に記録の上、遺体

を引き渡す。 

 

３ 遺体の埋火葬 

遺族がいないなど、埋火葬の実施者がいない場合は、次により町長が行う。 

 

（１）対象 

ア 災害時の混乱の際に死亡した者で、社会混乱のため遺族等により埋火葬を行うこと

が困難な場合 

イ 災害時の混乱の際に死亡した者で、身元が判明せず埋火葬を行う者がいない場合 

 

（２）方法 

火葬による応急的な仮葬とする。 

 

（３）埋火葬相談窓口の設置 

町は、速やかな埋火葬を要望する遺族のため、必要に応じ、埋火葬相談窓口を設置し、

火葬場、遺体の搬送体制等に関する適切な情報を提供することにより、円滑な埋火葬の

実施を支援する。 

 

（４）埋火葬許可証の発行 

迅速な対応を行う必要がある場合は、遺体安置所でも埋火葬許可証を発行する。 

 

（５）協議・応援要請 

ア 町は、遺体の損傷等により、正規の手続を経ていると公衆衛生上問題が生ずると認

めるときは、手続の特例的な取扱いについて、県（食品・生活衛生課）を通じて厚生

労働省と協議する。 

イ 町は、遺体の数が多数に上り、又は埋火葬施設の被災等により、町内の埋火葬能力

では対応しきれないときは、県に応援を要請する。 

 

４ 災害救助法による措置 

災害救助法が適用された場合の措置は、「本章 第 15 節 第６ 災害救助法の適用」に

よる。 
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第 10 節 被災家屋等に関する活動 

 

第１ 家屋の解体・廃棄物の処理 

１ 家屋の解体 

家屋の解体は、生活再建支援資金等により家屋の所有者が、解体、撤去、処理場までの

運搬を行う。 

町は、町役場又は被災地域に配慮した公共施設に受付窓口を設置して、処理の申込みの

受付、解体施工業者の紹介等の支援を行う。 

 

２ 災害廃棄物処理計画の作成 

町は、県等と連携し災害により生じた災害廃棄物等の災害廃棄物の量を推計し、必要な

運搬・処理体制を検討し「災害廃棄物処理計画」を作成する。 

 

第２ 被災住宅の応急修理等  

１ 住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、災害により住宅が半焼又は半壊し、自己の資力では応急

修理できない者を修理対象者とし、日常生活に不可欠の部分について必要最小限の修理を

行う。 

 

（１）需要の把握 

町は、相談窓口にて住宅の応急修理の申し込みを受付ける。住宅の応急修理の対象者

は、次のすべての条件に該当する者である。 
 

 住宅が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことができない者 

 自らの資力では応急修理ができない者 

 大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住宅が半壊した者 

 

（２）応急修理の実施 

応急修理の対象は、居室、炊事場及びトイレ等日常生活に欠くことのできない部分で

必要最小限とする。町は、工事登録業者に委託して応急修理を行う。 

 

２ 障害物の除去 

災害救助法が適用された場合、災害より日常生活に欠くことのできない場所（居室、炊

事場、便所等）に堆積した土砂、立木等で日常生活に著しい支障を及ぼす障害物を除去す

る。 

なお、道路、河川等の障害物の除去は、各管理者が行う。 

 

（１）需要の把握 
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町は、相談窓口にて障害物除去の申し込みを受付ける。障害物除去の対象者は、次の

すべての条件に該当する者である。 

住宅関係の障害物除去の対象者は、次のとおりである。 

 

 障害物のため、当面の日常生活が営み得ない状態にある場合 

 障害物が日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれている場合 

 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができない者 

 住家が半壊又は床上浸水した場合 

 原則として、当該災害により直接被害を受けた場合 

 

（２）障害物除去の実施 

町は、町所有の資機材を使用し、又は群馬県建設業協会吾妻支部等に応援を要請して

障害物を除去する。 

 

第３ 不法投棄の監視  

町は、廃棄物を空地や河川敷等に不法投棄しないように監視をするとともに、災害広報

紙を通じて、不法投棄の防止や適正な処理方法について周知する。 
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第 11 節 被災者等への的確な情報伝達活動 

 

町は、流言飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住

民等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するため、被災者等に役立つ正確か

つきめ細やかな情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。 

また、住民等から、問い合わせ、要望、意見等が数多く寄せられるため、適切な対応を

行える体制を整備する必要がある。 

 

第１ 広報活動 
災害発生のおそれがある場合、及び災害発生時において、広報活動を通じて住民に正確

な情報を周知し、民心の安定を図る。報道機関に対しても、迅速な情報の提供を行う。 

 

１ 実施主体 

災害時の広報活動は、総務班が行う。 

 

２ 広報内容 

広報すべき内容は、災害の態様、規模、経過時間等によって異なるが、例示するとおお

むね次の事項である。 

 

（１）災害発生直後 

災害発生直後の主な広報内容は、次のとおりである。 
 

 気象・水象状況 

 高齢者等避難、避難指示等の内容 

 災害発生状況と被害状況 

 二次災害の危険性 

 地震活動の見通し 

 災害対策本部等設置状況 

 応急対策の実施状況 

 住民、関係団体等に対する協力要請 

 避難場所及び指定避難所の名称・所在

地・対象地区 

 避難時の注意事項 

 受診可能な医療機関・救護所の所在地 

 交通規制の状況 

 交通機関の運行状況 

 ライフライン・交通機関の復旧見通し 

 食料・飲料水、生活必需品の配給日時・

場所 

 スーパーマーケット、ガソリンスタンド

等生活必需品を扱う店舗の営業状況 

 仮設住宅の設置、入居の情報 

 教育関係の情報 

 災害廃棄物等の情報 

 各種相談窓口 

 住民の安否情報 

 

（２）生活再開時期 

生活再開時期の主な広報内容は、次のとおりである。 
 

 保健衛生、ライフライン、交通施設等の復旧に関する情報 

 相談窓口の設置に関する情報 

 罹災証明・義援金の受付手続に関する情報 

 各種減免措置等の状況 

 被災者に対する援助及び助成措置（特別融資、緊急融資、税の減免等）に関する情報 
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３ 広報実施方法 

（１）住民に対する災害情報伝達 

広報は、あらゆる媒体を活用して住民への周知を図るが、広報媒体を例示するとおお

むね次のとおりである。特に、被災者生活支援に関する情報については紙媒体での情報

提供に努める。 

なお、総務班は、災害現場の写真撮影等を行い記録の編集及び保存を行う。 

 

 テレビ、ラジオ 

 同報系無線（戸別受信機） 

 報車及び消防車両 

 新聞、チラシ、掲示版 

 町ホームページ 

 携帯電話（メール配信サービスを含む。） 

 ツイッター等のソーシャルメディア等 

 

■住民に対する災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報提供機関の連携 

町、県、ライフライン事業者等は、災害情報の広報に当たり、相互に連絡をとりあう。 

また、必要に応じ、放送・報道機関に協力を要請し、放送・報道機関は積極的に協力

する。 

 

（３）避難所での広報活動 

町は、避難所担当と連携して広報を行う。広報に当たっては、避難所自治組織、ボラ

ンティア等との連携を保ち、情報の混乱が生じないようにする。 
 

広報車 自主防災組織 

消防団 

報道機関 

テレビ、ラジオ、 
新聞等 

防災関係機関 
（警察を含む） 

長野原町（災害対策本部） 

吾妻広域消防本部 

（長野原分署含む） 

町防災行政無線 
広報車等 

町ホームページ 
広報誌 

住     民 
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■避難所での広報 

 災害広報紙の配布 

 避難所広報板の設置 

 避難所運営組織による口頭伝達 

 

（４）要配慮者への配慮 

町、ライフライン事業者等は、災害情報の広報は、高齢者、障害者、外国人等要配慮

者がその内容を理解できるよう、広報の方法や頻度に配慮する。 

 

（５）情報の入手が困難な者への配慮 

町は、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、所在を把握できる広域避難 

者、帰宅困難者等災害情報の入手が困難な被災者に対して、確実に情報伝達できるよ

う必要な体制の整備を図る。 

 

第２ 広聴活動 

１ 相談窓口等の設置 

町は、必要に応じ、発災直後速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備

えた窓口を設置して、宿日直者による対応するなど、人員の配置等体制の整備を図る。 

また、情報のニーズを見極め、収集・整理を行う。 

 

２ 巡回相談の実施 

町は、災害状況により必要と認めたときは、巡回相談（公民館、避難所等）を実施する。 

 

３ 安否情報照会への回答  

この内容は、基本的に災害対策基本法の内容であるが、ここに示されていない内容や運

用に関しては「安否情報システムを利用した安否情報事務処理 ガイドライン」（平成 30

年 10 月１日、国民保護運用室）による。 

 

（１）安否情報の照会方法 

安否情報の照会を行う者は、次の事項を明らかにするとともに、これらの事項が記載

されていて、本人であることが確認できる書類を提示、又は提出する。 

なお、町は、照会者が遠隔に居住するなどの事情により、上述の方法によることがで

きない場合は、町長が適当と認める方法によることができる。 
 

 照会者の氏名、住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地）その他の照会者を特定するために必要な事項 

 照会に係る被災者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別 

 照会をする理由 

 

（２）安否情報の提供 
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県（危機管理課）及び町は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、

被災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に

関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な

限り安否情報を回答するよう努める。 

具体的に町は、次の区分に応じて安否情報を提供するが、被災者が提供を行うことに

同意をしている場合であって、公益上特に必要があると認めるときには、当該区分に関

わらず提供を行うことができる。 

 

照会に係る被災者との関係 提供を行う情報の範囲 

被災者の同居の親族（婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者

を含む。）である場合 

・居所 

・負傷又は疾病の状況 

・連絡先その他安否の確認に必要な情報 

被災者の親族又は職場の関係者その他の関係者であ

る場合 

・負傷又は疾病の状況 

被災者の知人その他の当該被災者の安否情報を必要

とすることが相当であると認められる者である場合 

・保有している安否情報の有無 

 

（３）留意事項 

上記に関わらず、当該照会が不当な目的によるものであると認めるとき、又は当該照

会により知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときには、安否

情報の提供を行わない。 

また、住民からの安否情報の照会に回答するときは、当該被災者又は第三者の権利利

益を害することのないよう配慮する。 

 

（４）安否情報を提供するための情報収集 

町は、安否情報の照会への回答を適切に行い、当該回答の適切な実施に備えるため、

県その他の関係機関に対して必要な情報の提供を求める。 

 

（５）配偶者からの暴力等を受けている被災者への配慮 

被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれ

がある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災

者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 

 

４ 報道機関に対する代表取材の要請 

町は、報道機関からの取材が殺到することにより、応急対策活動の遂行に支障を来し、

又は支障を来すおそれがある場合は、報道機関に対し、幹事社等による代表取材を行うよ

う要請する。 
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第 12 節 施設、設備の応急復旧活動 

 

第１ 施設、設備の応急復旧の実施 

１ 緊急点検 

町及び施設・設備等の管理者は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用して、所

管する施設、設備の緊急点検を実施する。 

 

２ 速やかな応急復旧 

町及び施設・設備等の管理者は、これらの被害状況等を把握し、二次災害の防止、被災

者の生活確保を最優先に、ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行う。 

 

３ ライフライン事業者等への情報提供 

町は、情報収集で得た航空写真、画像、地図情報等について、ライフライン施設等の被

害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

 

４ アスベスト対策 

建築物等への被害があり、有害物質の漏えい及びアスベストの飛散が懸念される場合、

町、事業者又は建築物等の所有者は、有害物質の漏えい及びアスベストの飛散を防止する

ため、施設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

 

５ リエゾンの活動 

被災地に派遣された関係機関のリエゾンは、相互に連携し活動する。 

 

６ 合同会議等 

関係省庁、県（ライフライン関係課等）、町、ライフライン事業者等は、合同会議、調整

会議等における対応方針等に基づき、必要に応じて、現地のライフライン事業者の事業所

等で実動部隊の詳細な調整を行うため、現地作業調整会議を開催する。 
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第２ 公共土木施設の応急復旧 

１ 道路の応急復旧 

道路管理者（高崎河川国道事務所、中之条土木事務所、町等）は、管理道路について警

察署と連携して危険な道路の通行の禁止又は制限等の措置等を講じるとともに、道路、橋

梁等のうち、緊急輸送路等の重要な路線を優先に、被害状況等の緊急点検を行い、速やか

に応急復旧を行う。 

町は、管理道路について、警察署と連携して危険な道路の通行の禁止又は制限等の措置

等を講じるとともに、被災道路、橋梁に対する応急措置を行う。 

 

（１）被災状況の把握 

町は、所管する公共施設の応急危険度判定及び被災状況を把握し、迅速な復旧に努め

る。地震が発生したときは、道路パトロール区分図に基づき所管内の道路パトロールを

行い、道路・橋梁及び占用物件の被災状況を把握する。 

 

（２）道路上の障害物の除去 

路肩の崩壊、がけ崩れ、倒壊物等により通行に支障がある場合には、建設業者等に出

動を依頼して障害物の除去を行い、迅速に通行可能にする。 

また、危険箇所には道路標識や警戒要員を配置するなどの措置をとる。道路上の障害

物の除去は、緊急輸送等に必要な路線を優先して行う。 

 

（３）道路・橋梁の復旧対策 

道路、橋梁、堤防等公共土木施設の管理者は、緊急巡回、緊急点検によって得られた

情報を整理検討のうえ、道路管理者及び占用者と協議し、被災した施設で緊急を要する

ものについて、速やかに応急復旧を行う。 

なお、危険箇所には道路標識や警戒要員を配置し、道路上の障害物の除去は、緊急輸

送等に必要な路線を優先して行う。 

 

２ 重要施設の優先復旧 

町は、所管する公共施設の応急復旧を行うに当たっては、人命の保護や応急対策活動の

円滑な実施を確保するために必要な施設等、重要度の高い施設の復旧を優先させる。 

 

３ 関係業界団体に対する協力の要請 

町は、所管する公共施設の応急復旧を行うに当たり、路肩の崩壊、がけ崩れ、倒壊物等

により通行に支障がある場合には、必要に応じ群馬県建設業協会吾妻支部に対し、資機材

の確保、工事の請負等について協力を要請する。 
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第３ ライフライン施設の応急復旧 

１ 上下水道施設の応急復旧 

（１）被害状況の把握 

衛生班は、災害発生後、直ちに上下水道施設の被害状況、電力等のライフラインの被

害状況を把握する。 

 

（２）応急復旧工事の実施 

衛生班は、上下水道施設に被害が発生した場合には、町指定給水装置工事事業者等の

協力を得て、速やかに応急復旧工事を実施する。 

 

（３）重要施設の優先復旧 

町は、上下水道施設の応急復旧に当たっては、次のような社会的優先度の高い箇所等

を優先させる。 

 

 医療機関、避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い施設 

 各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

 

（４）代替設備の活用 

町は、必要に応じ、給水車等の代替設備を活用して応急給水を実施する。 

 

（５）上下水道関係機関相互間の応援 

町は、上下水道施設の応急復旧の実施に当たり要員や資機材が不足する場合は、他の

上下水道関係機関に応援を要請する。 

 

（６）広報活動 

町は、水道の断水の状況や復旧の見通し、下水道の管渠や施設等の被害状況並びに復

旧の見通し、更に被害による設備能力低下に伴う節水協力等について、住民に対し広報

を行う。 

 

２ 電気通信設備の応急復旧 

（１）迅速な応急復旧の実施 

電気通信事業者は、被災した電気通信設備について、速やかに応急復旧を行う 

 

（２）重要施設の優先復旧 

電気通信事業者は、電気通信設備の応急復旧に当たっては、次のような社会的優先度

の高い箇所等の回線の復旧を優先させる 

 

 医療機関、指定避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い施設 

 各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 
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（３）代替設備・代替サービスの提供 

電気通信事業者は、必要に応じ、代替設備又は代替サービスとして次の設備又はサー

ビスを提供する。 

 

 指定避難所等への災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置 

 指定避難所又は防災拠点等への携帯電話又は衛星携帯電話の貸出し 

 「災害用伝言ダイヤル 171」、「災害用伝言板（web171）」及び「災害用伝言版」の提供 

 

（４）電気通信関係機関相互間の応援 

電気通信事業者は、電気通信設備の応急復旧の実施に当たり要員や資機材が不足する

場合は、他の電気通信関係機関に応援を要請する。 

 

（５）広報活動 

電気通信事業者は、電気通信の途絶・輻そうの状況、復旧の見通し等について、住民

に対し広報を行う。 
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第 13 節 自発的支援の受入れ 

 

大規模な災害の発生が報道されると、多くの支援申し入れが寄せられる。このため、

町は、これらの支援を適切に受け入れる。 

 

第１ ボランティアの受入れ 

１ ボランティア活動の種類 

ボランティア活動の種類は、おおむね次のとおりである。 

 

■ボランティア活動の種類 

一般ボランティア 専門ボランティア 

 避難誘導 

 情報連絡 

 給食、給水 

 物資の搬送・仕分け・配給 

 入浴サービスの提供 

 指定避難所の清掃 

 ゴミの収集・廃棄 

 高齢者、障害者等の介助 

 防犯 

 がれきの撤去 

 住居の補修 

 家庭動物の保護 

 被災者の救出（消防・警察業務経験者等) 

 救護（医師、看護師、救命講習修了者等) 

 建物応急危険度判定（建築士等） 

 被災宅地危険度判定 

 外国語通訳 

 手話通訳 

 保育 

 介護（介護福祉士等) 

 アマチュア無線 

 各種カウンセリング 

 

２ ボランティア受入窓口の開設 

町、社会福祉協議会及びＮＰＯ・ボランティア関係団体は、ボランティアの受け入れ及

びボランティアの活動が効果的かつ円滑に行われるよう、相互に連絡・調整の上、長野原

町災害ボランティアセンターを設置してボランティア受入窓口を設置し、ボランティアの

受付・登録を行う。 

 

３ ボランティアニーズの把握 

町及び長野原町災害ボランティアセンターは、各指定避難所、防災拠点等におけるボラ

ンティアニーズ（種類、人数等）を把握する。 

 

４ ボランティアの受け入れ 

（１）長野原町災害ボランティアセンターの活動 

長野原町災害ボランティアセンターの活動は、次のとおり。 

 

 長野原町災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入り

しているＮＰＯ・ボランティア等との連携を図る。 

 長野原町災害ボランティアセンターは、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活

動支援や異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 
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 長野原町災害ボランティアセンターは、組織の情報共有する場を設置し、被災者のニ

ーズや支援活動の全体像を把握する。 

 長野原町災害ボランティアセンターは、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏

まえ、連携のとれた支援活動を展開するよう努める。 

 長野原町災害ボランティアセンターは、ボランティアの生活環境に配慮する。 

 

（２）ボランティアの活動 

ボランティアは、長野原町災害ボランティアセンターの指示に基づき、片付けごみ等

の収集運搬当、「１ ボランティア活動の種類」に示した活動を行うよう努める。 

 

５ ボランティア活動の支援等 

（１）ボランティア活動の周知 

町及び社会福祉協議会は、ボランティアが円滑に受け入れられるよう、広報、内部通

知等により、ボランティア活動の内容を被災者、行政職員等に周知する。 

（２）活動拠点等のあっせん 

町及び社会福祉協議会は、必要に応じて活動拠点、資機材、宿舎等の提供又はあっせ

んに努める。 

 

６ ボランティアセンターの運営 

町及びボランティア関係団体は、ボランティアの受入れ、調整等が、ボランティアによ

り運営されるよう配慮する。 

県から事務の委任を受けた町は、共助のボランティア活動と町が実施する救助の調整事

務について、社会福祉協議会等が設置する長野原町災害ボランティアセンターに委託する

場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることがで

きる。 
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第２ 義援物資・義援金の受入れ 

１ 義援物資の受入れ 

（１）需要の把握 

町は、各指定避難所等について、受入れを希望する義援物資の種類、規格及び数量を

把握する。 

 

（２）受入機関の決定 

町は、県と調整の上、義援物資の受入機関（県と各市町村が個別に受け入れるか共同

で受け入れるか）を定める。 

 

（３）集積場所の確保 

受入機関は、送付された義援物資を保管及び仕分けできる集積場所並びに仕分け作業

に要する人員、資機材を確保する。集積場所の選定に当たっては、被災市町村における

仕分け作業の負担増を避けるため、近隣市町村からの選定も検討する。 

 

（４）受入物資の仕分け 

受入機関は、受入物資を効率的に配分するため、集積場所において仕分けを行う。 

 

（５）受入物資の配分 

町は、受け入れた物資についての配分先及び配分量を決めて配分する。 

また、県が受け入れた物資については、県（健康福祉課）と町とで協議の上、配分先

及び配分量を決めて配分する。配分に当たっては、公平性を重視し過ぎるあまり配分が

遅延することのないよう留意する。 

 

（６）ボランティア及び民間事業者等の活用 

大量の物資を迅速・的確に配送するため、必要に応じて、ボランティアの協力を得る

ほか、民間事業者のノウハウや能力等の活用を図る。 

 

（７）小口・混載の義援物資 

小口・混載の義援物資は、被災地において内容物の確認、仕分け等の作業が必要とな

り、被災地方公共団体の負担となることから、原則として受け付けないこととする。 

 

２ 義援金の受入れ 

（１）義援金の募集 

県（健康福祉課）及び町は、災害応急対策及び災害復旧に要する費用を勘案し、必要

に応じ、義援金を募集する。 

 

（２）「義援金募集・配分委員会」の設置 

県（健康福祉課）及び町は、義援金を募集するときは、「義援金募集・配分委員会」（事

務局：県健康福祉課）を設置し、配分計画を作成する。 
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県において「義援金募集・配分委員会」が設置された場合は、義援金受入事務を一元

化する。 

 

（３）募集の広報 

義援金募集・配分委員会は、募集方法、募集期間等を定め、新聞、ラジオ、テレビ等

を通じてその内容を広報する。 

 

（４）義援金の配分 

ア 義援金募集・配分委員会は、十分協議して配分額を定める。 

イ 義援金の配分は、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努める。 

ウ 義援金の被災者への支給は、町が行う。 
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第 14 節 要配慮者への支援活動 

 

近年の高齢化、国際化等社会情勢の変化、核家族化等による家庭や地域の養育・介護機

能の低下に伴い、災害発生時には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人等

の要配慮者が被害を受ける可能性が高まっている。 

また、要配慮者は身体の不自由さ等により、避難生活にも困難を強いられるおそれがあ

る。このため、町、県、防災関係機関及び要配慮者利用施設の管理者は、連携して要配慮

者の安全を確保するための災害応急対策を行う。 

 

第１ 災害に対する警戒 

１ 防災情報の収集 

町は、気象に係る注意報又は警報等が発表されたときには、河川管理者、砂防関係機関

等と連絡を密にとり、河川水位や地震情報等の防災情報を積極的に収集する。 

 

２ 避難指示等の発令 

町長は、今後の気象予測や河川水位情報及び土砂災害警戒情報等から総合的に判断して、

避難指示等を行う。特に高齢者等避難は、避難行動要支援者が避難行動を開始するための

情報であるため、避難時間等の必要な時間を把握して発令する必要がある。 

 

３ 要配慮者への伝達 

町は、避難指示等が、確実に要配慮者に伝達できるよう様々な手段や方法を講じる。 

 

４ 要配慮者利用施設への伝達 

町は、必要に応じ、災害危険区域に立地している要配慮者利用施設の管理者に対し、防

災気象情報や避難指示等を直接伝達する。 

 

『 ☞ 資料１．３「 要配慮者関連施設一覧」参照 』 
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第２ 避難支援活動 

１ 個別避難計画による避難行動要支援者の避難 

町は、避難指示等を発令する場合には、次の事項を留意の上、個別避難計画等に基づき

避難行動要支援者を安全な場所へ避難させる。 

（１）同意の有無によらない避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の利用 

避難行動要支援者の避難において、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等

関係者やその他の者に提供するなど効果的に利用することができる。 

 

（２）関係機関の協力 

避難行動要支援者の避難の遅れや避難途中での事故が生じないよう、地域住民、自主

防災組織、消防機関、警察機関等の協力を得て、介助及び安全確保に努める。 

 

（３）避難行動要支援者の安否確認 

町は、災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援

者名簿及び個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について迅速な安否確認

等が行われるように努める。 

 

２ 福祉避難所の開設 

（１）福祉避難所の開設 

指定避難所における要配慮者の負担を軽減するため、避難が予想される期間等を勘案

し、福祉避難所を開設する。福祉避難所を開設した場合は、対象となる要配慮者に対し、

速やかに周知する。 

 

（２）福祉避難所における 

福祉避難所においては、要配慮者の避難生活の負担軽減を図るため、食料品、飲料水

の生活必需品及び車いす、おむつ等の物資の調達や手話通訳者、外国語通訳者、医師、

看護職等の人材の派遣を迅速に行う。 

 

３ 一般の指定避難所の要配慮者への対応 

（１）物資や人材等の手配 

一般の指定避難所においても、要配慮者の避難生活が不自由にならないよう、福祉避

難所と同様に、これらの手配を迅速に行う。物資や人材等に不足が生じる場合は、県（要

配慮者利用施設所管の各課）に応援を要請する。 

 

（２）指定避難所から要配慮者利用施設への緊急入所 

指定避難所での生活に不自由をきたし、健康の保持が困難な要配慮者については、要

配慮者利用施設への緊急入所を管理者に要請する。適当な入所先が確保できないときは、

県（要配慮者利用施設所管の各課）に対し、入所先のあっせんを要請する。 

 

４ 在宅の要配慮者に対する安否確認 

町は、地域住民や自主防災組織、行政区、民生委員・児童委員等の協力を得て在宅の要

配慮者について、避難所への受入状況や在宅状況等を確認し、その安否確認に努める。 
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第３ 要配慮者利用施設等の安全確保 

１ 警報又は注意報等発表時の対応 

要配慮者利用施設の管理者は、気象に係る警報又は注意報等が発表されたときは、次の

措置を講ずる。 

 

■警報又は注意報等発表時の対応 

 発表された警報等の内容を施設の職員に周知するとともに、その後に発表される防災

気象情報に十分注意を払う。 

 必要に応じ、指定避難所を選定するとともに職員を招集し、入（通）所者等の誘導態

勢を整える。 

 地域住民や自主防災組織との間で避難活動に係る協力体制が築かれている場合は、必

要に応じ、協力を要請する可能性がある旨を相手方に伝える。 

 自身の安全を確保しながら施設周辺河川の増水や土砂災害の兆候等を監視する。 

 地震時に防火担当者や火元責任者は、火気使用設備器具の使用停止を行う。 

 火災が発生した場合は、初期消火に努める。 

『 ☞ 資料１．３「 要配慮者関連施設一覧」参照 』 
 
２ 避難誘導 

要配慮者利用施設の管理者は、町長から避難指示等が発令されたとき、又は施設の被災

が切迫していると判断したときは、次の事項に留意の上、入（通）所者等を安全な場所に

避難させる。 

 

■避難誘導等に際しての留意事項 

 避難誘導に必要な人員が不足する場合は、地域住民、自主防災組織、町、消防機関、

警察等に応援を要請する。 

 入（通）所者等が施設にとり残されたとき又は避難の途中で負傷したときは、施設の

職員により救出・救助に努め、必要に応じ、地域住民、自主防災組織、消防機関、警

察機関等に応援を要請する。 

 避難した入（通）所者等について、食料・飲料水・生活必需品の確保、健康の保持及

び保護者への連絡に努める。 

 
３ 他施設への緊急入所等 

要配慮者利用施設の管理者は、被災により施設の使用が不能となったときは、他の同種

施設の管理者に対し自施設の入所者の緊急入所を要請、又は保護者に対し引取りを要請す

る。 

要配慮者利用施設の管理者は、適当な緊急入所先が確保できないときは、県（要配慮者

利用施設所管の各課）又は町に対し、入所先のあっせんを要請する。 

県（要配慮者利用施設所管の各課）及び町は、要請を受けたときは相互に連携し、あっ

せんに努める。 
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第 15 節 その他の災害応急対策 

 

第１ 孤立化集落対策 

１ 孤立の把握 

町は、道路の被災状況等から孤立地区を抽出する。 

 

２ ヘリコプターの要請 

町は、孤立地区の状況が不明、あるいは支援が必要な場合は、県を通じて自衛隊、県防

災ヘリコプター等の出動を要請する。 

また、孤立地区のヘリコプター着陸可能場所の資料等を用いて、県、自衛隊等とヘリコ

プターの運航計画を協議する。 

 

３ 救助活動 

（１）情報の収集 

町は、孤立地区内の傷病者、要配慮者、観光客等の情報を収集する。要救助者がいる

場合は、容態、人数等に関する情報を収集し県に報告する。 

 

（２）救助活動 

消防機関は、倒壊家屋や崩壊土砂による要救助者がいる場合は、救助隊員や資機材を

ヘリコプターで搬送し、救助作業に当たる。 

 

（３）傷病者の救出 

消防機関は、傷病者は最優先でヘリコプター等により救出を行う。この際、救出した

傷病者の搬送先、ヘリポートから医療機関までの搬送手段を確保しておく。 

また、傷病者が多数いる場合、町は、救護班を現地に派遣し対応する。 

 

（４）住民・観光客の避難 

孤立地区内での生活が困難な場合、あるいは土砂災害等の危険がある場合は、ヘリコ

プターによる避難活動を行う。 

 

（５）食料・生活必需品等の供給 

災害発生当初は、原則的に地区内の備蓄食料や住民が所有する食料を融通しあって生

活することを原則とする。町は、道路が応急復旧するまでの間、孤立地区住民の生活の

維持のため、ヘリコプター等による食料、生活必需品等の輸送を実施する。 

 

（６）道路の応急復旧 

町は、孤立地区に通じている道路の被害状況を把握し、二輪車、自動車の順に、一刻

も早い交通確保を行う。 
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第２ 農林業の災害応急対策 

１ 農作物関係 

（１）野菜種苗の確保 

町は、高原野菜を始め各種栽培品種の確保要請に応じ、農業協同組合等関係団体を通

じてあっせんを行う。 

 

（２）病害虫の防除。 

町は、県から病害虫防除の指示を受けたときは、県の病害虫防除指針に基づき、防除

班を編成して防除を実施する。 

 

（３）転換作物の導入指導 

町は、必要に応じ、農業協同組合等関係団体の協力を得て、転換作物の導入を指導す

る。 

 

２ 家畜関係 

（１）家畜の避難 

町は、必要に応じ、家畜の飼養者に対し家畜を安全な場所に避難させるよう呼びかけ

る。 

 

（２）家畜の防疫及び診療 

町は、家畜の伝染性疾病を防ぐため必要と認めるときは、県、家畜自衛防疫団体、農

業協同組合、農業共済組合、獣医師会又は飼養者と協力して、薬品の確保、防疫指導等

を行う。 

 

（３）環境汚染の防止 

降雨等の影響により家畜の飼育施設から家畜排せつ物等の汚物が流出するおそれがあ

るときは、町は、飼養者に対し、土嚢積み等の流出防止措置を講ずるよう指導する。 

 

（４）飼料の確保 

町は、必要に応じ、飼料の確保を図る。 

 

３ 水産関係。 

関係団体等は、被災した吾妻漁業協同組合等水産関係者に対し飼育又は防疫対策等の技

術指導を行う。組合等から要請があったときは、稚魚等のあっせん等を行う。 

 

４ 林産関係 

県は、河川への木材の流出を防ぐため、必要に応じ、木材の所有者又は管理者に対し、

安全な場所への移送、流出防止等の措置を講ずるよう指導する。 
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第３ 学校等の災害応急対策 

１ 情報収集 

（１）気象状況の把握 

認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の管理者（以下、この節

において「学校等管理者」という。）は、台風、低気圧、前線の接近、積乱雲の発達によ

り、竜巻等の突風、集中豪雨等の天候の著しい悪化が予想されるとき、テレビ、ラジオ

等による気象情報に注意を払い、気象状況の把握に努める。 

 

（２）地震情報の把握 

学校等管理者は、大規模な地震が発生したときは、テレビ、ラジオ等による地震情報

に注意を払い、地震による二次災害の危険性や地震の可能性等の情報の把握に努める。 

 

２ 学校等施設の安全性の点検 

学校等管理者は、大規模な地震が発生したときは、校舎の損壊状況を確認し、学校施設

の安全性を点検する。 

なお、災害危険区域における学校等管理者は、校舎等周辺の巡視を行い、洪水や土砂災

害等の兆候を調べ、学校施設等の安全性を点検する。 

 

３ 園児・児童・生徒の安全確保 

学校等管理者は、園児・児童・生徒の在校（園）時に校舎等が被災した場合又は被災す

るおそれのある場合は、災害の状況に応じ、園児・児童・生徒を安全な場所に移動させ人

員確認を行う。 

なお、傷病者が発生したときは、保護者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに

医療機関へ搬送し、園児・児童・生徒を下校させる場合、学校等で保護し保護者への引き

渡しを行う。 

 

４ 災害情報の連絡 

学校等管理者は、園児・児童・生徒、教職員、校舎等施設の被災状況を把握し、応急対

策の実施状況と合わせて教育委員会等関係機関に連絡する。 

 

５ 教育の確保 

（１）教室及び運動場の確保 

学校等管理者は、校舎等が被災したため授業を実施できなくなった場合は、被災校舎

等の応急修理、仮設校舎等の建設、公民館・図書館等の借上げ等により教室の確保を図

る。 

 

（２）代替教員の確保 

町（教育委員会）その他教員の任命権者は、教員が被災等したため授業の担当が困難

となった場合は、県教育委員会と協議し臨時教員の任用、非常勤講師の任用等により、

代替教員の確保を図る。 
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（３）学用品の支給 

町は、被災により就学上欠くことのできない学用品を喪失又はき損し、これらの学用

品を直ちに入手することができない小学校児童及び中学校生徒に対し、必要最小限度の

学用品を支給する。 

 

（４）授業料の免除 

町は、被災により授業料の減免が必要と認められる園児・児童・生徒については、条

例等に基づき授業料の減免を行う。 

 

（５）学校給食 

町（教育委員会）は、施設の被害、燃料、食材等の不足により給食が提供できない場

合は、休止又は代替措置として応急給食を実施する。 

また、学校が指定避難所として使用される場合、給食施設は被災者向けの炊き出し施

設として利用される場合があるので、学校等管理者は、学校給食と被災者向けの炊き出

しとの調整に留意する。 

 

（６）指定避難所の援護と授業との関係 

学校等が指定避難所となった場合は、当初は臨時休校とするなどして避難者の援護を

優先させる。授業を再開する場合は、教育場所と避難場所とを区分するように調整を行

う。 

 

６ 認定こども園の対策 

（１）園児の応急措置 

ア 安全の確保 

認定こども園では、気象情報を収集するとともに園児、職員の安全を確保する。 

各園（所）長は、施設設備の被害状況を把握し、園児、職員の状況を含めて町に報

告する。 

イ 園児等の安否確認 

各園（所）長は、災害用伝言ダイヤル（１７１）を活用するなどして、園児、職員

の安否確認を行うとともに、保護者の所在、安否情報の把握に努める。 

 

（２）応急保育 

町は、認定こども園の被害状況を把握し、既存施設において保育の実施ができない場

合、避難先の小学校等で臨時的な保育を行う。交通機関の不通、保護者の被災等で通園

に支障をきたす場合は、臨時的な近隣の認定こども園で保育する。 

また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続を省き、

一時的保育を行うよう努めるほか、保育料の減免等の措置をとる。 
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第４ 文化財施設の災害応急対策 

１ 情報収集 

（１）気象状況の把握 

文化財の所有者・管理責任者は、台風、低気圧、前線等の接近により、天候の著しい

悪化が予想されるときは、テレビ、ラジオ等による気象情報に注意を払い、気象状況の

把握に努める。 

 

（２）地震情報の把握 

文化財の所有者・管理者は、大規模な地震が発生したときは、テレビ、ラジオ等によ

る地震情報に注意を払い、地震による二次災害の危険性や地震の可能性等の情報の把握

に努める。 

 

２ 文化財収蔵施設の安全性の点検 

文化財の所有者・管理者は、大規模な地震が発生したときは、安全に十分留意した上で、

文化財の損壊状況を確認するとともに、安全性を点検する。 

なお、文化財の所有者・管理者は、安全に十分留意した上で文化財周辺及び収蔵施設周

辺の巡視を行い、洪水や土砂災害等の兆候を調べ、文化財施設の安全性を点検する。 

 

３ 利用者・観覧者の安全確保 

文化財の所有者・管理者は、開館時間内に、施設が被災した場合又は被災するおそれの

ある場合は、災害の状況に応じ、利用者・観覧者を安全な場所に移動させる。 

なお、傷病者が発生したときは、家族等関係者に連絡するとともに応急措置を施し、速

やかに医療機関へ搬送する。 

 

４ 文化財の安全の確保 

文化財の所有者・管理者及び町は、浸水、転倒等による文化財の損傷を防ぐため、当該

文化財の種類に応じ、シートや土嚢等による養生、安全な場所への移動、固定等の措置を

講じる。 

 

５ 災害情報の連絡 

文化財の所有者・管理者は、観覧者及び文化財の被災状況を把握し、応急対策の実施状

況と合わせて町に連絡する。 

 

６ 応急修復 

文化財の所有者・管理者は、災害により文化財が損傷した場合は、当該文化財の種類に

応じ、教育委員会等の協力を得て適切な応急修復を施す。 

町は、応急修復について文化財の管理者から協力を求められたとき、積極的に協力する。 
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第５ 動物愛護 

１ 動物愛護の実施 

（１）動物救護本部の設置 

県は、獣医師会及び動物愛護団体と連携・協力し、必要に応じて「動物救護本部」を

設置し、次に示す事項を実施する。 

 

 飼養されている動物に対する餌の配布 

 負傷した動物の収容・治療・保管 

 放浪動物の収容・保管 

 飼養困難な動物の一時保管 

 動物の所有者や新たな所有者探しのための情報の収集、提供 

 ボランティアの受入れ・派遣・管理 

 一時保護施設の設置・運営・管理 

 動物に関する相談の実施等 

 

（２）指定避難所における広報 

指定避難所における生活場所への家庭動物の持ち込みは、原則的に禁止とし、飼養者

が自己責任において飼養するよう広報する。 

（３）町から動物救護本部に対する情報提供 

町は、動物救護本部に対し、指定避難所における家庭動物の状況等、情報を提供する。 

 

（４）家庭動物救護所開設の支援 

県、獣医師会及び動物愛護関係団体により家庭動物の救護所等を設置する場合は、公

共用地を提供するとともに、その旨を被災者に広報する。 

 

（５）家庭動物の所有者の対応 

家庭動物の保護及び飼養は、原則として動物の所有者が行うものとし、飼養困難な事

情等により直ちに引き取ることが困難な場合にあっても、長期にわたり放置することの

ないよう、適切な対応に努める。 

 

２ 死亡動物への対応 

町は、死亡した家庭動物等が放置されている場合は、必要な措置をとる。家畜が死亡し

た場合は、所有者が対応することを原則とする。 

町は、情報を収集し吾妻農業事務所家畜保健衛生課の指導により適正な処理を行う。 
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第６ 災害救助法の適用 
１ 災害救助法に基づく救助の実施 

知事（危機管理課）は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受ける災害であ

ると認めたときは、速やかに同法に基づく救助を実施する。 

 

２ 災害救助法の適用基準 

災害救助法は、次のいずれかの場合に町に適用される。 
 

■災害救助法の適用基準 

指標となる被害項目 適用の基準、特別の事情等 
同施行令における

該当条項 

町内の住家が滅失した世帯の数 町   40 以上 第１条第１項の１ 

県内の住家が滅失した世帯の数 

そのうち町内の住家が滅失した世帯の数 
県 1,500 以上 

第１条第１項の２ 
町   20 以上 

県内の住家が滅失した世帯の数、又は隔

絶された地域等で、被災者の救護を著し

く困難とする特別事情がある場合であっ

て多数の住家が滅失した世帯の数 

県 7,000 以上 

第１条第１項の３ 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等に

ついて特殊の補給方法を必要とし、又は災害に係っ

た者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

多数の者が生命又は身体に危害を受け又

は受けるおそれが生じた場合であって、

内閣府令で定める基準に該当する場合 

①災害が発生、又は発生するおそれのある地域に所在する多

数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。 

②被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等につい

て特殊の補給方法を必要とし、又は災害に係った者の救出

について特殊の技術を必要とすること。 

第１条第１項の４ 

 

３ 救助の種類 

 避難所の設置及び応急仮設住宅の供与 

 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

 被服､寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

 医療及び助産 

 災害にかかった者の救出 

 災害にかかった住宅の応急修理 

 生業に必要な資金､器具又は資料の給与又は貸与 

 学用品の給与 

 埋葬 

 死体の捜索及び処理 

 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石､竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

４ 救助の実施機関 

災害救助は知事（危機管理課）が実施し、町長はこれを補助する。ただし、救助を迅速に

行うため知事が必要と認めるときは、救助の一部を町長が行うことができる。 

 

５ 適用手続 

町は、県に被害報告を行う。それに基づき、知事（危機管理課）は、災害救助法が適用

されるか否かを判断する。知事（危機管理課）は、災害救助法の適用を決定したときは、

対象市町村名を公示するとともに、内閣府政策統括官（防災担当）に報告する。 

また、知事（危機管理課）は、救助の一部を町長が行うこととする場合は、当該救助の

内容及び当該事務を行うこととする期間を町長に通知するとともに公示する。 

 

『 ☞ 資料２．４「災害救助基準」参照 』 
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第２章 地震災害対策 
 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

地震が発生した場合、地震情報（震度、震源、規模の状況等）、被害情報及び関係機関が

実施する応急対策の活動情報は、効果的に応急対策を実施する上で不可欠である。 

このため、地震の規模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこ

ととするが、この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用い

て伝達し、被害規模の早期把握を行う必要がある。 

 

第１ 地震情報の収集・連絡 

１ 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の把握とその伝達 

県（危機管理課）は、「震度情報ネットワークシステム」により、県内 35 市町村（70 地

点）すべてに設置してある震度計から各地の震度情報を受け、これを速やかに関係機関に

伝達する。 

 

■震度情報ネットワークシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）本システムは自動送受信 

 

 

２ 緊急防災情報震度情報ネットワークシステムによる震度情報の把握 

前橋地方気象台は、取りまとめた地震情報(規模、震源、震度等)を気象庁のオンライン

及び「防災情報提供システム（インターネット）」により各機関へ伝達し、当該情報を受信

した各機関は、次図により決められた周知機関等に伝達する。 

震度計 
（全市町村） 

前橋地方気象台 

消防庁（震度４以上） 

防災情報通信 
ネットワーク 

全 市 町 村（震度３以上） 

全消防本部（震度３以上） 

NTT 専用回線 

防災情報通信 
ネットワーク一斉 

県危機管理課 
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資料：「群馬県地域防災計画」（令和４年３月、群馬県防災会議）に示された内容について、「気象等及び噴火に関する特

別警報の緊急速報メールの配信終了日時について」（令和4年12月13日気象庁報道発表）に基づき加筆修正。 

出典：「群馬県地域防災計画」（令和 4 年 3 月、群馬県防災会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通常通信途絶時の代替通信手段 

県は、ＮＴＴ回線の途絶により町に震度情報及び地震情報が伝達できない場合は、県防

災情報通信ネットワークで伝達する。 
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第２ 災害情報の収集・連絡 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第２節 第１ 災害情報の収集・連絡」

を準用する。 

 

１ 消防における災害情報の連絡（再） 

管内で震度５強以上の地震が発生したときは、｢火災・災害等即報要領」（昭和 59 年 10

月 15 日付け消防災第 267 号消防庁長官通知）の規定に基づき、その状況を直ちに県に報告

するとともに、消防庁に直接報告する。 

 

■消防庁への連絡先 

時間帯 連絡先 

平日（9：30～18：15） 

応急対策室 

NTT 回線     ：電話03-5253-7569 FAX 03-5253-7537 

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ：電話 048-500-90-49013 

FAX 048-500-90-49033 

休日・夜間（上記以外） 

宿直室 

NTT 回線     ：電話03-5253-7777 FAX 03-5253-7553 

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ：電話 048-500-90-49102 

FAX 048-500-90-49036 

 

第３ 通信手段の確保 

「本編 第１章 第２節 第２ 通信手段の確保」を準用する。 
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第２節 応急活動体制の確立 

 

地震による被害の発生を未然に防止し、又は発生する被害を最小限度に食い止めるため、

収集・連絡された情報に基づく判断により、町は自らの又は他機関と連携をとった応急対

策の活動体制を迅速に確立する必要がある。 

 

第１ 災害対策本部の設置 

１ 長野原町災害対策本部 

（１）設置基準 

町長は、次のいずれかに該当する場合は、災害対策本部を設置する。 
 

■災害対策本部の設置基準 

 震度５弱以上の地震が発生したとき。 

 町内に地震による被害が発生し、又は発生するおそれがあり、当該被害について災害

救助法（昭和 22 年法律第 118 号）を適用したとき。 

 震度にかかわらず、町内に地震による大規模な被害が発生したとき、又は被害が発生

するおそれがあるとき。 

 その他町長が必要と認めたとき。 

 

（２）設置場所 

「本編 第１章 第３節 第１の１（２）設置場所」を準用する。 
 

（３）廃止基準 

「本編 第１章 第３節 第１の１（３）廃止基準」を準用する。 

 

（４）設置・廃止の通知 

「本編 第１章 第３節 第１の１（４）設置・廃止の通知」を準用する。 

 

２ 災害対策本部の活動の優先順位 

「本編 第１章 第３節 第１ ２ 災害対策本部の活動の優先順位」を準用する。 

 

第２ 災害対策本部の組織 

「本編 第１章 第３節 第２ 災害対策本部の組織」を準用する。 
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第３ 災害警戒本部 

１ 災害警戒本部の設置 

町は、次に示す基準に従い災害警戒本部を設置する。 
 

■災害警戒本部の設置基準 

 町内に震度４の地震が発生したとき。 

 気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）」又は「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」を発表したとき。 

 震度にかかわらず町内に地震による被害が発生し、又は発生するおそれがあり、その

対応について関係部局相互の緊密な連絡・調整を図るため、総務課長と関係課長が協

議の上必要と認めたとき。 

 

２ 災害警戒本部の組織 

災害警戒本部の本部長は総務課長とし、災害警戒本部の組織、編成は、災害対策本部に

準じて関係課長と協議の上決定する。 

なお、各部署の分掌事務は、災害対策本部内の事務分掌に準ずるものとし、災害警戒本

部の設置場所は、災害対策本部に準じて設置する。 

 

３ 災害警戒本部廃止の決定 

総務課長は、地震による被害の発生するおそれがなくなり、災害警戒本部を設置する必

要がなくなったと認めた場合は、災害警戒本部の廃止を決定する。 

 

４ 災害対策本部及び災害警戒本部が設置されない場合 

災害対策本部及び災害警戒本部が設置されない災害に対しては、各部署において関係機

関と連携をとりながら適宜対応する。この場合、各部署の分掌事務は、災害対策本部内の

事務分掌に準ずるが、体制が確立できない場合には、登庁した全職員が事務分掌にこだわ

ることなく、柔軟に対応する。 
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第４ 職員の非常参集 

１ 動員の決定 

町長は、災害対策本部を設置したときは、次表の基準に従い動員の区分を決定する。 

総務課長は、災害警戒本部を設置したときは、関係課長と協議の上、動員の規模を決定

する。ただし、動員の規模を検討するいとまがない場合は、次表に掲げる「初期動員」と

する。 

 

■職員の参集・配備基準 

配備区分 状況 配備体制 配備要員 

初期動員 
町内に震度４の地震

が発生したとき。 

災害警戒本部を設置し、主として情報

の収集・連絡活動を実施する必要があ

る場合で、動員の規模を検討するいと

まがないとき。 

全職員の 10％程度 

１号動員 
町内に震度５弱の地

震が発生したとき。 

災害対策本部を設置し、各種の応急対

策活動を実施する必要があるとき。 
全職員の 25％程度 

２号動員 
町内に震度５強の地

震が発生したとき。 

災害対策本部を設置し、各種の応急対

策活動を実施する必要がある場合で、

被害の規模等からみて１号動員では要

員が不足するとき。 

全職員の 50％程度 

３号動員 

町内に震度６弱以上

の地震が発生したと

き。 

災害対策本部を設置し、各種の応急対

策活動を実施する必要がある場合で、

被害の規模等からみて町の総力を挙げ

て対応する必要があるとき。 

全職員 

 

２ 動員指示の伝達系統 

職員の動員は、本部長の配備決定に基づき、次の系統で伝達し動員する。 

なお、配備区分別の動員は、「本編 第１章 第３節 第４ ２の（３）配備区分別の動

員」を参照のこと。 

 

（１）勤務時間中における動員 

配備要員への動員の伝達は、庁内放送、庁内電話等で伝達する。 

また、総務課長は、消防団長に伝達する。 

 

（２）勤務時間外における動員 

地震の場合は、動員命令によらず自主登庁とする。自主登庁の判断基準となる震度は、

テレビ、ラジオ等により把握する。 

また、必要に応じ、長野原町メール配信システムによるメール配信、電話、防災行政

無線（固定系）等による呼びかけを行う。 
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■自主登庁該当者 

震度 配備区分 自主登庁の該当者 

震度４ 初期動員 

総務課（係長以上の職員、消防主任） 

建設課（係長以上の職員） 

農林課（係長以上の職員） 

上下水道課（係長以上の職員） 

町民生活課長 

震度５弱 １号動員 

町長、副町長、教育長 

各課課長 

総務課（全職員） 

建設課（全職員） 

農林課（全職員） 

上下水道課（全職員） 

町民生活課（係長以上の職員） 

震度５強 ２号動員 

町長、副町長、教育長 

総務課（全職員） 

建設課（全職員） 

農林課（全職員） 

上下水道課（全職員） 

各課（係長以上の職員） 

震度６弱以上 ３号動員 町長、副町長、教育長、全職員 

 

３ 動員配備場所 

（１）登庁場所 

「本編 第１章 第３節 第４の２（２）動員の方法」を準用する。 

 

（２）災害時登庁職員 

災害時登庁職員に登庁した職員は、町役場に登庁し、災害対策本部（本部が設置され

ていない場合は、総務課）に集合し、所属する部署に関係なく情報収集等の初動活動を

行う。 

また、避難所に配置された職員は、施設管理者と協力して施設の安全確認及び避難所

の開設準備を行う。 

 

（３）登庁時の留意事項 

「本編 第１章 第３節 第４の２（２）動員の方法」を準用する。 

 

（４）登庁の免除 

「本編 第１章 第３節 第４の２（２）動員の方法」を準用する。 
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第５ 広域応援の要請 

「本編 第１章 第３節 第５ 広域応援の要請」を準用する。 

 

 

 

第６ 自衛隊への災害派遣要請 

「本編 第１章 第３節 第６ 自衛隊への災害派遣要請」を準用する。 

 

 

 

第７ 災害の拡大防止及び二次災害の防止活動 

「本編 第１章 第４節 災害の拡大防止及び二次災害の防止活動」を準用する。 
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第３節 救急・救助、医療及び消火活動 

 

第１ 救急・救助活動 

「本編 第１章 第５節 第１ 救急・救助活動」を準用する。 

 

 

 

第２ 医療活動 

「本編 第１章 第５節 第２ 医療活動」を準用する。 

 

 

 

第３ 消火活動 

大規模地震は、家屋の倒壊等に伴い二次的に発生する火災が延焼拡大し、大火災となっ

て多くの物的、人的被害をもたらすおそれがあるため、消防機関との連携や地域住民の協

力により消防活動の効率的運用を図る。 

 

１ 地震災害への対処 

（１）地震火災の特徴 

過去の震災例をみると、地震災害の中で多くの被害をもたらしているものに火災があ

る。それは、地震火災に次のような特徴が認められるためである。 

 

■地震火災の特徴 

 火災が、不意に、同時に多数発生すること。 

 地震動や建物の破壊から生命を守ることが先行し、火の始末、初期消火をすることが

困難であること。 

 危険物等の爆発、漏洩等により延焼が拡大すること。 

 被災建物等による道路の遮断や通信の途絶が、適切な消火活動を阻害すること。 

 

（２）出火防止、初期消火 

出火防止、初期消火活動は地域住民や区会等によって行われるものであるが、町は地

震発生直後、あらゆる手段、方法により住民に対し出火防止、初期消火を呼びかける。

この場合は、次の事項を中心に広報活動を行う。 

ア 火気の遮断 

使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を遮断するとともに、電気器

具はコンセントから抜き、プロパンガスはボンベのバルブを閉止する。 
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イ 初期消火 

火災が発生した場合は、消火器、くみおき水等で消火活動を実施する。 

 

２ 危険区域等の事前調査及び周知徹底 

町は、地震災害に伴う危険区域のうち、おおむね次に掲げる危険区域についてあらかじ

め調査し、地震発生後は直ちに警戒、巡視等を行う。 
 

 住宅密集地等の危険区域 

 がけ崩れ等の危険区域 

 浸水危険区域 

 

３ 消防活動体制 

（１）西部消防署長野原分署の活動計画 

西部消防署長野原分署の活動計画は、吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部消防計画

の定めるところによる。 

 

（２）消防団の活動計画 

地震発生時における消防団の出動及び活動は、次のとおりとする。 

 

■消防団の活動計画 

項目 内容 

情報収集活動 

直ちに火災発生状況を把握するとともに、消防車両、車載の防災無線、携帯

電話等を利用して、火災の発生状況、道路の通行不能箇所、要救助者等の被

災状況の情報を収集し、災害対策本部、西部消防署長野原分署、長野原警察

署等に正確に伝達する。 

出火防止措置 

地震の発生により、火災等の災害発生が予測される場合は、地域住民に対し

出火防止措置（火気の防止、ガスの元栓閉鎖、電気のブレーカー遮断等）を

広報するとともに、出火した場合は、住民と協力して初期消火に努める。 

消火活動 
分団担当区域内の消火活動あるいは避難路、避難場所確保のための消火活動

を西部消防署長野原分署に協力してもらう。 

救急救助 
要救助者の救出救助や負傷者に対する止血その他の応急手当てを行い、安全

な場所に搬送する。 

避難誘導 

避難指示等が発せられた場合は、これを地域住民に伝達するとともに、災害

対策本部と連絡を取りながら避難所まで安全に住民を避難誘導する。特に、

避難行動要支援者に対しては、名簿情報を共有して避難支援を実施する。 
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４ 住民の活動 

地震の発生に際しては、まずは身の安全を確保し、次に示す出火の防止・拡大阻止に努

める。 

 

 使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を遮断する。 

 プロパンガスは、ガスボンベのバルブ、石油類のタンクはタンクの元バルブをそれぞれ閉

止する。 

 電気器具は電源コードをコンセントから外す。停電時における火気の使用及び通電時にお

ける電気器具の使用に万全の注意を払う。 

 火災が発生した場合は、消火器で初期消火活動を行うとともに、隣人等に応援を求めて火

災の延焼・拡大を阻止する。 

 避難の際には、電気のブレーカーを落としてから避難する。 

 地震発生直後は、西部消防署長野原分署に電話が殺到することが予想されるので、１１９

番通報については、火災発生、救急、救助要請等必要な情報のみ通報する。 

 

５ 応援要請 

（１）応援協定の活用 

震災時においては、町の消防機関のみでは対応できないことが予想されるので、広域

的な市町村間の消防相互応援協定を活用する。 

なお、町が締結している消防相互応援協定は、吾妻郡各町村と吾妻広域町村圏振興整

備組合消防本部は、「吾妻生コンクリート事業協同組合」及び「群馬県建設業組合吾妻支

部」と協定を締結している。 

また、「吾妻生コンクリート事業協同組合」との協定では、災害時の消火活動に必要な

水の供給を、「群馬県建設業組合吾妻支部」との協定では、災害時の消火活動に必要な重

機等の機材及び人員の応援を定めたものである。したがって、必要に応じてこれら協定

に基づき、迅速、適切に応援を要請し、消火活動の万全を期する。 

 

『 ☞ 資料集「３ 各種協定等」参照 』 

 

（２）県防災ヘリコプター等の出動要請 

火災の様相によりヘリコプターによる消火活動が最も効果があると判断した場合は、

県に防災ヘリコプター、緊急消防援助隊の出動要請、自衛隊の派遣を要請する。 

 

 

 



第３編 災害応急対策 

第２章 地震災害対策 

＜第４節 被災者等への的確な情報伝達活動＞ 

3 - 2 -12 

第４節 被災者等への的確な情報伝達活動 

 

第１ 広報活動 

「本編 第１章 第 11 節 第１ 広報活動」を準用する。 

 

 

 

第２ 広聴活動 

「本編 第１章 第 11 節 第２ 広聴活動」を準用する。 
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第５節 二次災害の防止活動 

 

第１ 水害・土砂災害対策 

「本編 第１章 第４節 第１ 水害・土砂災害対策」を準用する。 

 

 

 

第２ 建物・宅地対策 

「本編 第１章 第４節 第３ 施設等の対策」を準用する。 

 

 

 

第３ 危険物、有害物質等の対策 

「本編 第１章 第４節 第４ 危険物、有害物質等の対策」を準用する。 
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第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 

第１ 交通の確保 

「本編 第１章 第６節 第１ 交通の確保」を準用する。 

 

 

 

第２ 緊急輸送計画 

「本編 第１章 第６節 第２ 緊急輸送計画」を準用する。 
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第７節 避難受入活動 

 

第１ 避難・救助活動 

１ 避難誘導（再） 

地震による災害状況は、地区の特色、災害の種類・規模により多様である。よって、避

難に際して、住民及び避難誘導者は次のことに留意する。 

また、避難の誘導は、町職員、消防団員、警察官、消防署員、自主防災組織、行政区役

員等が連携し、各地区あるいは職場、学校等を単位とした集団避難を行う。 

なお、ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第１節 第２ 避難誘導」を準用する。 

 

 避難は、緊急に避難する必要がある地域及び施設から開始する。 

 被害規模、道路・橋梁の状況を勘案し、最も安全と思われる避難経路を選定する。 

 避難経路の要所に誘導員を配置し、避難者の通行を確保する。 

 常に周囲の状況に注意し、避難場所や指定避難所の状況が悪化した場合は、直ちに再

避難の措置を講ずる。 

 避難方法は、原則徒歩とするが、災害の状況、誘導する者の助言を踏まえて、各自の

判断で自動車による移動も考慮してよい。 

 なお、町から避難指示等がなかった場合においても、住民はテレビ、ラジオ等の災害

報道又は周囲の被害状況に応じて、自主的に避難場所に避難する。 

 避難所を２か所以上確認しておき、避難所に至る経路も複数の道路を設定する。 

 避難所に至る経路にブロック塀等の危険物がないか、事前に確認しておく。 

 避難に際しての携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度とする。 

 

『 ☞ 資料４．２「避難場所一覧」参照 』 

２ 要配慮者への配慮（再） 

町は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等要配慮者について、避難の遅れや避

難途中での事故が生じないよう、地域住民や自主防災組織の協力を得て、避難指示等を確

実に伝達するとともに避難の介助及び安全の確保に努める。 

なお、ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第１節 第２ 避難誘導」を準用する。 

 

 町は、避難行動要支援者名簿を活用し、避難行動要支援者が地域の支援者等によって

安全に避難できるよう措置する。 

 避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支援等関係者に提供することに同意

した避難行動要支援者の避難支援については、名簿情報に基づいて実施する。 

 避難行動要支援者名簿の平常時からの提供に不同意であった者についても、現に災害

が発生、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体

を保護するために特に必要があるときには、避難支援等の実施に必要な限度で、避難

支援等関係者その他の者に名簿情報を提供できる。  

 町は、発災時に本人同意の有無に関わらず、緊急に名簿情報を外部提供する場合、提

供を受けた者が情報の適正管理を図るよう、名簿情報の廃棄・返却等、情報漏えいの

防止のために必要な措置を講ずるよう努める。 

 避難行動要支援者及び名簿情報は、避難支援者関係者から避難所等の責任者に引き継

ぎ、避難所生活後の生活支援に活用する。 

 要配慮者関連施設管理者は、地域住民の協力を得て入（通）所者を、あらかじめ定め

た避難所へ避難誘導する。 



第３編 災害応急対策 

第２章 地震災害対策 

＜第 7 節 避難受入活動＞ 

3 - 2 -16 

出典：「総合防災ハザードマップ」（令和 4 年 1 月、長野原町） 

 

３ 避難所の開設 

大規模な地震が発生した場合、町は速やかに職員を派遣して避難場所の開放及び指定

避難所の開設・運営を行う。 

なお、必要とする事項は、「本編 第１章 第５節 第１ 救急・救助及び医療活動」

及び「本編 第１章 第７節 避難受入活動」を準用する。 

 

４ 住民による行動 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第５節 第１ 救急・救助及び医療活動」

を準用する。 

（１）住民による初期の行動 

町では、地震時の行動を防災総合ハザードマップ（下）に示している。 
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（２）関係機関への通報 

災害現場に居合わせ、救助者・負傷者を発見した者は、直ちに消防本部等の関係機関

に通報する。 

 

（３）初期救急・救助活動の実施 

災害現場において救助者・負傷者を発見した者は、自らの安全を確保した上で、可能

な限り救出活動を行うとともに、負傷者の保護に当たる。 

また、住民、区会等は直ちに活動を開始し、通行人等とも協力して救助し、負傷者の

保護に当たる。 

 

 

 

第２ 応急仮設住宅等の提供 

「本編 第１章 第７節 第２ 応急仮設住宅等の提供」を準用する。 

 

 

 

第３ 広域一時滞在 

「本編 第１章 第７節 第３ 広域一時滞在」を準用する。 

 

 

 

第４ 町外からの広域避難者の受入れ 

「本編 第１章 第７節 第４ 町外からの広域避難者の受入れ」を準用する。 
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第８節 食料・飲料水・燃料・生活必需品等の調達、供給活動 

 

第１ 需要量の把握及び配給計画 

「本編 第１章 第８節 第１ 需要量の把握及び配給計画」を準用する。 

 

 

 

第２ 飲料水の供給 

「本編 第１章 第８節 第２ 飲料水の供給」を準用する。 

 

 

 

第３ 食料の供給 

「本編 第１章 第８節 第３ 食料の供給」を準用する。 

 

 

 

第４ 生活必需品等の供給 

「本編 第１章 第８節 第４ 生活必需品等の供給」を準用する。 
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第９節 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動 

 

第１ 保健衛生活動 

「本編 第１章 第９節 第１ 保健衛生活動」を準用する。 

 

 

 

第２ 防疫活動 

「本編 第１章 第９節 第２ 防疫活動」を準用する。 

 

 

 

第３ 行方不明者の捜索及び遺体の処置 

「本編 第１章 第９節 第３ 行方不明者の捜索及び遺体の処置」を準用する。 
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第 10 節 被災家屋等に関する活動 

 

第１ 家屋の解体・廃棄物の処理 

「本編 第１章 第 10 節 第１ 家屋の解体・廃棄物の処理」を準用する。 

 

 

 

第２ 被災住宅の応急修理等 

「本編 第１章 第 10 節 第２ 被災住宅の応急修理等」を準用する。 
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第 11 節 施設、設備の応急復旧活動 

 

第１ 施設、設備の応急復旧の実施 

「本編 第１章 第 12 節 第１ 施設、設備の応急復旧の実施」を準用する。 

 

 

 

第２ 公共施設の応急復旧 

「本編 第１章 第 12 節 第２ 公共土木施設の応急復旧」を準用する。 

 

 

 

第３ ライフライン施設の応急復旧 

「本編 第１章 第 12 節 第３ ライフライン施設の応急復旧」を準用する。 
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第 12 節 自発的支援の受入れ 

 

第１ ボランティアの受入れ 

「本編 第１章 第 13 節 第１ ボランティアの受入れ」を準用する。 

 

 

 

第２ 義援物資・義援金の受入れ 

「本編 第１章 第 13 節 第２ 義援物資・義援金の受入れ」を準用する。 

 

 

 

 

 



第３編 災害応急対策 

第２章 地震災害対策 

＜第 13 節 要配慮者への支援活動＞ 

3 - 2 - 23 

第 13 節 要配慮者への支援活動 

 

第１ 災害に対する警戒 

「本編 第１章 第 14 節 第１ 災害に対する警戒」を準用する。 

 

 

 

第２ 避難支援活動 

「本編 第１章 第 14 節 第２ 避難支援活動」を準用する。 

 

 

 

第３ 要配慮者利用施設等の安全確保 

「本編 第１章 第 14 節 第３ 要配慮者利用施設等の安全確保」を準用する。 
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第 14 節 その他の災害応急対策 

 

第１ 孤立化集落対策 

「本編 第１章 第 15 節 第１ 孤立化集落対策」を準用する。 

 

 

 

第２ 農林業の応急対策 

「本編 第１章 第 15 節 第２ 農林業の災害応急対策」を準用する。 

 

 

 

第３ 学校等の防災対策 

学校等の地震災害時の応急措置については、次のとおり定める。なお、ここに示されて

いない内容は、「本編 第１章 第 15 節 第３ 学校等の災害応急対策」を準用する。 

 

１ 学校の措置 

学校は、各学校の防災計画に基づき活動するが、特に以下の事項につき注意を払う。 

（１）地震発生後の措置 

地震発生後の児童・生徒に対する措置内容は、次のとおりである。 
 

■児童・生徒在校中 

項目 内容 

避難 

地震発生時の行動は、児童･生徒の安全避難を最重点とし、児童･生徒を完全に把握

して安全確保のための指示と誘導を行うとともに、火災発生に備えて重要書類等の

持ち出しを行う。 

防災措置 
火気及び薬品類を使用中の場所（給食室、湯沸かし所、理科･家庭科教室等）につ

いて、直ちにこれを始末するとともに、火災等の発生を防ぐ措置を講ずる。 

人員確認と 

応急手当 

災害発生に伴う避難後、速やかに児童･生徒及び教職員の人員確認を行うとともに、

負傷者発生の場合は応急手当を行う。 

避難と引き渡し 

災害の状況により、児童･生徒を避難場所へ誘導する。この場合、避難順序秩序正

しく非常出入口に近いところから低学年を最初に避難させる。その際、１クラス１

名の教職員を必ず付けて誘導し、速やかに保護者への引き渡しを行う。ただし、保

護者との連絡が不能の場合の保護について計画を策定しておく。 

被災報告 
被害の状況を調査し、教育委員会へ報告する。この場合、特に、プールの貯水状況、

給食室の被災状況については必ず報告する。 
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■児童・生徒不在中 

項目 内容 

防災業務の分担 被害の状況に応じ各学校の防災計画に基づく事務の分担等により防災に努める。 

報告 被害の状況を調査し、教育委員会へ報告する。 

情報収集 児童･生徒の被災状況について、情報の収集に努める。 

 

（２）その他事前計画が必要な事項 

避難所運営等に教職員が携わる場合を想定し、次の事項について計画を策定しておく。 
 

 避難所の運営における教職員の役割及び町災害対策本部との連携 

 児童･生徒の安否確認の方法 

 学校機能を早急に回復するため、学校内において避難者と児童･生徒とで共有する部

分と児童・生徒又は避難者のみが使用する部分の区分けの検討 

 授業中に大規模地震が発生した場合の児童・生徒の帰宅及び保護者との連絡方法 

 

（３）状況別対応行動 

地震発生時の状況に応じて児童生徒がとるべき基本的な行動は、次による。教職員は、

児童生徒の安全を第一に考え、学校の実状、地域の実態に応じた対応の検討を図る。 

 

■児童生徒の行動【登下校時】 

 登下校時の児童・生徒は、原則として帰宅する。ただし、学校の近くまで来ている場

合は学校へ避難する。 

 交通機関利用生徒等は、駅員等の指示に従う。 

 在宅の場合は登校しない。ただし、危険予想地域在住の児童生徒は、直ちに避難所へ

避難する。 

【地震発生時の注意点】 

・できるだけ安全な空間を確保する。 

・カバン、コート等を頭に乗せ、落下物から身を守る。 

【避難時の注意点】 

・古い建物、建設中の建物、保全管理の十分でない建物等、危険と思われる建物には近

づかない。 

・崖下、川岸からできるだけ早く遠ざかる。 

・プロパンガス等が漏れているところ、道路のアスファルトがめくれていたり、ひび割

れしているところは、速やかに遠ざかる。 

・火災現場から遠ざかる。 

・狭い道路はできるだけ避けて通る。 

・倒れた電柱、垂れ下がった電線には近づかない。 
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■児童生徒の行動【在校時】 

留守家庭の児童及び交通機関利用生徒等は、学校に留まる。 

＜教室＞ 

・教職員の指示を良く聞き、勝手な行動をとらない。 

・机の下にもぐって落下物から身を守り､窓や壁際から離れ、慌てて外に飛び出さない｡ 

・大きな揺れが収まったら、直ちに周囲の状況を確認のうえ、教職員の指示により荷物

を持たず上履きのままグラウンドへ出る。 

＜廊下・階段＞ 

・できるだけ中央で伏せ、ガラスや壁の落下から身を守る。 

＜グラウンド＞ 

・校舎からの落下物を避けるため速やかに校舎近くから離れ、グラウンド中央へ避難する。 

・教室・校舎には戻らない。 

【注意点】 

・教職員の指示どおりに行動し、特に「押さない｣｢走らない｣｢しゃべらない」をしっかり守る。 

 

■児童生徒の行動【校外活動時】 

基本的には帰宅する。ただし、状況により以下のようにする。 

＜所属校から離れている場合＞ 

・鉄道、バス等の交通機関が停止するため、最寄りの避難所へ避難する。 

・避難については地元市町村の指示に従う。 

・山崩れ、崖崩れ等の危険予想地域から安全な場所に至急避難する。 

＜所属校に近い場合＞ 

・ブロック塀、石塀の転倒や窓ガラス等の落下が生じやすい危険箇所を避け、学校に戻る。 

【注意点】 

・教職員の指示どおりに行動し、特に「押さない｣｢走らない｣｢しゃべらない」をしっかり守る。 

・自分勝手な言動を絶対にとらない（勝手に家に帰る。奇声･泣き声をあげる等）。 

・デマ等に惑わされない。 

・避難時には、まとまって行動し、特に指示のある場合を除き、走らない。 

 

■児童生徒の行動【部活動時】 

＜校内の場合＞ 

・顧問の指示に従って安全な場所に避難する。 

・１人で勝手に行動しない。 

・人員点呼後、できるだけ集団で帰宅する。 

・帰宅できない児童・生徒は顧問の指示に従う。 

＜校外の場合＞ 

・校舎や遠隔地で合宿等をしている場合は、地域の指定避難所へ集団で避難する。 

・合宿地等が山崩れ、崖崩れ等の危険地域の場合には、直ちに安全な場所に避難する。 
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２ 社会教育施設の措置 

（１）安全避難 

開館時に地震が発生した場合は、まず火気を始末し、状況に応じて利用者を屋外へ避

難誘導し、安全確保に努める。 

 

（２）被災状況の報告 

被災状況を調査し、速やかに教育委員会に報告する。 

 

 

 

第４ 文化財施設の災害応急対策 

「本編 第１章 第 15 節 第４ 文化財施設の災害応急対策」を準用する。 

 

 

 

第５ 動物愛護 

「本編 第１章 第 15 節 第５ 動物愛護」を準用する。 

 

 

 

第６ 災害救助法の適用 

「本編 第１章 第 15 節 第６ 災害救助法の適用」を準用する。 
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第３章 火山災害対策 
 

群馬県地域防災計画のほか活火山対策特別措置法に基づく「活動火山対策の総合的な推

進に関する基本的な指針」を踏まえ、火山単位の統一的な避難計画として、各火山防災協

議会が「浅間山避難計画」、「草津白根山［白根山（湯釜付近）及び本白根山」の火山活

動が活発化した場合の避難計画］（火口周辺地域）避難計画」を策定している。 

よって、協議会の構成機関である町は、これらの計画を本計画に反映し、実効性のある

火山災害対策を推進する。 

 

第１節 発災直後の情報収集と伝達 

 

第１ 情報の種類［浅間山、草津白根山］ 

１ 火山活動に関する情報収集 

（１）異常な現象の通報を受けたとき 

町は、災害発生につながるおそれがある異常な現象の通報を受けた時は、その旨を気

象庁及び関係機関に通報する。 

 

（２）情報の共有 

国、大学等の火山監視観測・調査研究機関は、火山活動に関する情報を相互に共有し

て、火山活動の状況の把握に努める。 

また、火山の監視観測を行う機関は、火山噴火予知連絡会による総合調整の下で、現

地において機動的な観測を行う。 

  

２ 情報の分析整理 

県（危機管理課）及び町は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材育成を図る。 

また、火山防災協議会の構成員である火山専門家等の意見を活用するよう努める。 

 

３ 噴火警報等及び噴火予報の種類及び噴火警戒レベル発表基準 

気象庁火山監視・警報センターは、全ての活火山を対象とし、噴火災害軽減のため噴火

警報及び噴火予報を市町村を明示して発表する。 

噴火警報は、居住地域や火口周辺に影響が及ぶ噴火の発生が予想された場合に、予想さ

れる影響範囲を付した名称で発表する。噴火予報は、噴火警報を解除する場合や、火山活

動が静穏（平常）な状態が続くことをお知らせする場合に発表する。 

なお、噴火警戒レベルとは、火山活動の状況に応じて住民のとるべき行動と登山者・入

山者等への対応を５段階に区分した指標で、各火山防災協議会の合意に基づき、気象庁が

警戒が必要な範囲を明示して発表する。 
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第２ 噴火警戒レベルとその他の情報［浅間山、草津白根山］ 
１ 浅間山の噴火警戒レベル 

出典：「各火山のリーフレット」（令和3年12月、気象庁） https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/keikailevel.html

※警戒レベルの作成元は、浅間山火山防災協議会。 
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２ 草津白根山（本白根山）の噴火警戒レベル 

出典：「各火山のリーフレット」（令和3年12月、気象庁） https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/keikailevel.html

※警戒レベルの作成元は、草津白根山火山防災協議会。 



第３編 災害応急対策 

第３章 火山災害対策 
＜第１節 発災直後の情報の収集と伝達＞ 

 

3 -3 - 4 

３ 草津白根山［白根山（湯釜付近）］の噴火警戒レベル 

出典：「各火山のリーフレット」（令和3年12月、気象庁） https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/keikailevel.html

※警戒レベルの作成元は、草津白根山火山防災協議会。 
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出典：「群馬県地域防災計画」（令和 4 年 3 月、群馬県防災会議） 

４ 降灰予報 

気象庁が、以下の 3 種類の降灰予報を提供する。 

（１）降灰予報（定時） 

ア 噴火警報発表中の火山で、予想される噴火により住民等に影響を及ぼす降灰のおそ

れがある場合に発表。 

イ 噴火の発生に関わらず、一定規模の噴火を仮定して定期的に発表。 

ウ 18 時間先（3 時間ごと）までに噴火した場合に予想される降灰範囲や小さな噴石の

落下範囲を提供。 

 

（２）降灰予報（速報） 

ア 噴火が発生した火山に対して、直ちに発表。 

イ 発生した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、

噴火発生から 1 時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供。 

 

（３）降灰予報（詳細） 

ア 噴火が発生した火山に対して、より精度の高い降灰量の予報を行い発表。 

イ 降灰予測の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、噴火後 20

～30 分程度で発表。 

ウ 噴火発生から 6 時間先まで（1 時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時刻

を、市区町村を明示して提供。 

 

【参考 降灰量階級ととるべき行動等】 
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５ 火山ガス予報 

居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度

が高まる可能性のある地域を発表する予報。 

 

６ 火山現象に関する情報等 

噴火警報・噴火予報及び降灰予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするための情報

等で、気象庁が発表する。 

 

 火山の状況に関する解説情報（臨時） 

火山の状況に関する解説情報気象庁が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達

していない、又は噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではな

いが、今後の活動の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引上げや、「警戒

が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断した場合等に、火山活動の状況や防災上

警戒・注意すべき事項を伝える。 

 火山の状況に関する解説情報 

現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、又は噴火警報を発表し「警戒

が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、火山活動

状況を伝える必要があると判断した場合に適時発表する。 

 噴火速報 

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住民に、火山が噴火したことを

端的にいち早く伝え、身を守る行動を取ってもらうために、火山活動を 24 時間体制で観

測・監視している火山（本県では、日光白根山・草津白根山・浅間山）を対象に発表する。 

 火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況等を詳細にとりまとめたもので、毎月又は必要に

応じて発表する。 

 月間火山概況 

前月一ヶ月の火山活動の状況等をとりまとめたもので、毎月上旬に発表する。 

 噴火に関する火山観測報 

噴火が発生した場合に、その時刻や噴煙高度等の情報を直ちに発表する。 

《注意！》 

◆「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会）の位置づけ 

計画策定前まで運用していた「浅間山噴火警戒レベル導入に係る防災対応についての申し合わせ書」の考え方

を基本とし、活火山対策特別措置法に基づく「活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針」を踏まえた

避難計画です。 

本計画の内容は、協議会に属する県及び町の地域防災計画や防災関係機関の防災業務計画等に反映することに

より、実効性のある警戒避難体制を推進するものです。 

なお、現在、噴火警戒レベル２又は３が発表された場合、又は突発的に噴火が発生した場合を対象としており、

噴火警戒レベル４又は５については別途検討することになっているので参考として示します。 
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出典：「総合防災ハザードマップ」（令和 4 年 1 月、長野原町） 

［参考］小中規模及び大規模噴火のハザードマップ［浅間山］ 
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［参考］火口周辺規制及び入山規制の範囲［草津白根山］ 
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資料：「群馬県地域防災計画」（令和４年３月、群馬県防災会議）に示された内容について、「気象等及び噴火に関する特別

警報の緊急速報メールの配信終了日時について」（令和4年12月13日気象庁報道発表）に基づき加筆修正。 

第３ 噴火警報等の伝達［浅間山、草津白根山］ 

１ 気象庁による噴火警報等の伝達系統 

  気象庁からの噴火警報等の伝達系統は、次のとおりである。 
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２ 町における通報伝達系統 

町は、噴火警報及び噴火予報等が県（危機管理課）から伝達された場合、原則として次

のとおり伝達する。 

 

 
■火山情報の通報伝達系統（群馬県火山防災対策連絡会議ネットワーク） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

出典：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和 2 年度版、群馬県火山防災対策連絡会議） 
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３ 異常現象の通報［浅間山］（長野原町では草津白根山も同様に運用する） 

（１）異常現象発見者による通報 

火山の異常現象等を発見した者は、災害対策基本法第54条（発見者の通報義務）によ

り、町又は警察署等に通報する。通報を受けた町又は警察署等は、速やかに下図のとお

り関係機関へ伝達する。なお、住民や登山者・観光客及び観光施設等からの通報は、異

常現象の内容が不明確な場合、発生（発見）場所は正確な情報の把握に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通報すべき噴火前兆現象と思われる異常現象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 
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（３）異常現象の調査と速報 

職員は、通報後、安全管理上問題のない範囲で直ちに現場を調査し、次の内容を気象

庁に速報する。 

 

 速報の内容 

・発生の事実（発生又は確認時刻、異常現象の状況、通報者等） 

・発生場所（どこで確認されたか） 

・発生による影響（住民、登山者・観光客等、動植物、施設への影響） 

 気象庁の行動 

・通報を受けた気象庁は、必要に応じ火山機動観測班を派遣し、現地調査を行う。 

 

 

４ 災害情報収集及び被害報告［浅間山］ 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第２節 発災直後の情報の収集・連絡

及び通信の確保」を準用する。 

（１）地元の責任者 

噴火（爆発）その他の火山活動により被害が発生、又は発生するおそれが出たときは､

各責任者は、町役場に速やかに状況を通報する。 

 

地区又は施設 被害報告責任者 

長野原町営浅間園 浅間山ジオパーク推進室長 

応桑地区 区長 

北軽井沢地区 区長 

 

 

 

（２）関係機関の責任者 

各機関の責任者は、地元責任者等からの通報及び自ら収集した被害情報等を県の地域

機関又は県危機管理課に通報する。 

 

 

資料：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和2年度版、群馬県火山防災対策連絡会議）

をもとに名称修正。 
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第２節 避難誘導 

 

第１ 町長による避難指示等の発令［浅間山（草津白根山は噴火警戒レベルのみ）］ 

１ 噴火警戒レベルと町の対応 

（１）浅間山 

 

噴火警戒レベル 対応等 

レベル１ 
火口から 4km 以内は災対法 63 条 1項に基づく警戒区域とし、認められた登山道以外は

立入禁止 

レベル２ 

１ 防災体制   ・警戒対策本部（小諸市）・第一次警戒体制（佐久市・御代田町） 

・警戒配備（軽井沢町）・注意体制（長野原町・嬬恋村） 

２ 観光施設への情報提供及び避難誘導（軽井沢町、小諸市） 

３ 気象台からの火山活動情報収集 

４ 浅間山火山防災協議会での対応協議 

５ 市町村観光協会及び観光施設への周知 

６ 地域住民及び登山者等への周知 

・ホームページ（HP）、メールマガジン、SNS での情報発信。 

・各区への連絡。 

・気象庁情報の掲示（浅間山荘、高峰高原ホテル、高峰高原ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ） 

７ 規制看板等設置 

レベル３ 

１ 防災体制 ・警戒対策本部（小諸市）・災害警戒本部（長野原町・嬬恋村） 
・第二次警戒体制（佐久市・御代田町）・非常配備（軽井沢町）体制 

２ 気象台からの火山活動状況収集 

３ 浅間山火山防災協議会での対応協議 

４ 市町村観光協会、観光施設、地域住民、登山者等への周知 

５ 避難所開設・運営 

６ 「高齢者等避難」発令 

７ 各道路交通規制調整（特に避難経路） 

レベル４ 

１ 防災体制   ・災害対策本部（小諸市・軽井沢町・長野原町・嬬恋村） 

         ・非常体制（佐久市・御代田町） 

２ 気象台からの火山活動状況収集 

３ 浅間火山防災協議会参加での対応協議 

４ 「高齢者等避難」及び「避難指示」発令、避難広報 

５ 避難所開設運営 

６ 市町村観光協会、観光施設、地域住民、登山者等への周知 

７ 県知事への自衛隊派遣要請 

８ 各道路交通規制調整（特に避難経路） 

レベル５ 

１ 防災体制      ・災害対策本部（小諸市・軽井沢町） 

・非常体制（佐久市）、・緊急体制（御代田町） 

・緊急非常配備（長野原町・嬬恋村） 

２ 気象台からの火山活動状況収集 

３ 浅間山火山防災協議会での対応協議 

４ 「避難指示」発令、避難広報 

５ 避難所開設運営 

６ 市町村観光協会、観光施設、地域住民、登山者等への周知 

７ 医療機関調整 

８ 広域避難対策調整 出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 
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（２）草津白根山 

 

噴火警戒レベル 対応等 

レベル１ 

１ 火山防災に関する周知（地域住民及び観光客等） 

 ・町村ホームページ、パンフレット配布等 

２ 気象庁及び気象台からの火山活動状況の情報収集 

【白根山（湯釜付近）】 

１ 湯釜火口から500m以内への立入りを禁止（草津町）（災対法第63条） 

【本白根山】 

１ 必要に応じて規制看板等設置 

レベル２ 

１ 警戒本部体制（草津町）、注意体制（嬬恋村） 

２ 気象庁及び気象台からの火山活動状況の情報収集 

３ 地域住民及び観光客等への周知（草津町・嬬恋村） 

 ・メール配信、防災無線等 

【白根山（湯釜付近）】 

１ 白根レストハウス及び白根駐車場に情報提供と避難誘導（草津町） 

２ 湯釜火口から1km以内への立入りを禁止（災対法第63条） 

・白根レストハウス～芳ヶ平ヒュッテ（草津町） 

３ 規制看板等設置 

【本白根山】 

１ 火口から1km以内への立入りを禁止（災対法第63条） 

・富貴原の池～本白根山（草津町） 

・万座～本白根山（嬬恋村） 

・石津鉱山跡～本白根山（嬬恋村） 

レベル３ 

１ 警戒本部体制（草津町・嬬恋村） 

２ 気象庁及び気象台からの火山活動状況の情報収集 

３ 地域住民及び観光客等への周知（草津町・嬬恋村・中之条町） 

・メール配信、防災無線等 

【白根山（湯釜付近）】 

１ 白根レストハウス及び白根駐車場への情報提供と避難誘導（草津町） 

２ 湯釜火口から2km以内への立入りを禁止（災対法第63条） 

・香草～芳ヶ平ヒュッテ（草津町） 

・元山（大平湿原）～芳ヶ平ヒュッテ（草津町・中之条町） 

・万座～山田峠（嬬恋村） 

・渋峠～芳ヶ平ヒュッテ（山ノ内町） 

・七味温泉（古道）～山田峠（高山村） 

３ 県道牧干俣線（異常気象時交通規制ゲート）で交通規制（嬬恋村） 

４ 芳ケ平ヒュッテに避難指示（緊急）※を発令（草津町） 

５ 規制看板等設置 

【本白根山】 

１ 火口から2kmへの立入りを禁止（災対法第63条） 

・白根レストハウス～芳ヶ平ヒュッテ（草津町） 

レベル４ 

１ 災害対策本部体制（草津町・嬬恋村）、災害警戒本部体制（中之条町・長野原町） 

２ 避難状況の把握 

３ 万座プリンスホテルに三原料金所における通行の規制を依頼（草津町） 

【白根山（湯釜付近）】 

１ 万座温泉地区（仮称）に避難準備・高齢者等避難開始※を発令（嬬恋村） 

２ 横手山頂地区に情報提供（山ノ内町） 

【本白根山】 

１ 万座温泉地区に避難準備※を発令（嬬恋村） 

レベル５ 
１ 緊急非常配備体制（草津町・嬬恋村）、災害対策本部体制（中之条町・長野原町） 

２ 避難状況の把握 

３ 広域避難対策調整 

出典：｢草津白根山[白根山(湯釜付近)及び本白根山]の火山活動が活発化した場合の避難計画(火口周辺地域)｣(平成31年4月､草津白根山防災会議協議会） 

※令和4年8月末時点で、警戒レベル（高齢者等避難、避難指示）の見直しがおこなわれていない。 



第３編 災害応急対策 

第３章 火山災害対策 
＜第２節 避難誘導＞ 

3 - 3 - 15 

２ 避難指示等の発令［浅間山］ 

（１）町長による高齢者等避難の発令 

町長は、噴火警報（噴火警戒レベル４）の発表を知ったときは、直ちに住民、観光客、

関係機関に周知し、火山防災協議会の助言等を踏まえて、高齢者等避難の発令を行う。 

 

（２）町長による避難指示の発令 

町長は、噴火警報（噴火警戒レベル５）の発表を知ったときは直ちに住民、観光客、

関係機関に周知するとともに、火山防災協議会の助言等を踏まえて、避難指示を行う。 

 

（３）火口周辺規制、入山規制及び避難指示等の発令基準 

情報の

種類 発令基準 範囲 

火
口
周
辺 

規
制 

・噴火警戒レベル２（火口周辺規制）の火口周

辺警報が発表された場合 

・火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、あるい

は発生すると予想される場合 

噴火警報で発表する「警戒が必要な範囲」 

（火口から２ｋｍ以内） 

入
山
規
制 

・噴火警戒レベル３（入山規制）の火口周辺警

報が発表された場合 

・居住地域の近くまで影響 

噴火警報で発表する「警戒が必要な範囲」 

（火口から４ｋｍ以内） 

高
齢
者
等
避
難 

・噴火警戒レベル３（入山規制）の火口周辺警

報が発表され、居住地域の近くまで影響を及

ぼす噴火が切迫している場合で、発令が必要

な場合 

・長野原町：太平洋クラブ軽井沢リゾート、プレジデント

リゾート軽井沢 

・嬬恋村：湯本地区、溶岩樹型周辺地区、しゃくなげ園、

鬼押出し園、浅間六里ヶ原休憩所、レストランブルーベ

リー 

・小諸市：浅間山荘、高峰高原ホテル、高峰高原ビジター

センター､アサマ２０００パークスキー場､高峰マウン

テンホテル、高峰温泉、火山館 

・軽井沢町：峰の茶屋 

・噴火警戒レベル４（高齢者等避難）が発表さ

れ、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発

生すると予想される場合 

想定される火山現象の範囲と火山活動の推移に応じて発

令する範囲を判断する。 

避
難
指
示 

・噴火警戒レベル３（入山規制）の火口周辺警

報が発表された場合 

・長野原町：浅間山北麓ビジターセンター 

・嬬恋村：しゃくなげ園 

・小諸市：火山館 

・噴火警戒レベル３（入山規制）の火口周辺警

報が発表され、居住地域の近くまで影響を及

ぼす噴火が切迫している場合で、発令が必要

な場合 

・長野原町：浅間山北麓ビジターセンター、太平洋クラブ

軽井沢リゾート、プレジデントリゾート軽井沢 

・嬬恋村：湯本地区、溶岩樹型周辺地区、しゃくなげ園、

鬼押出し園、浅間六里ヶ原休憩所、レストランブルーベ

リー 

・小諸市：浅間山荘、高峰高原ホテル､高峰高原ビジター

センター､アサマ２０００パークスキー場､高峰マウン

テンホテル、高峰温泉、火山館 

・軽井沢町：峰の茶屋 

・噴火警戒レベル４（高齢者等避難）が発表さ

れ、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発

生すると予想される場合 

想定される火山現象の範囲と火山活動の推移に応

じて発令する範囲を判断する。 

・噴火警戒レベル５（避難）が発表され居住地

域に重大な被害を及ぼす噴火が発生又は切迫

している状態であり、住民を災害から保護す

る必要がある場合 

想定される火山現象の範囲と火山活動の推移に応

じて発令する範囲を判断する。 

 

 

出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 



第３編 災害応急対策 

第３章 火山災害対策 
＜第２節 避難誘導＞ 

 

3 -3 - 16 

出典：「群馬県地域防災計画」（令和 4年 3 月、群馬県防災会議） 

（４）他の機関からの助言 

指定行政機関、指定地方行政機関及び県は、町から求めがあった場合には、避難指示

の対象地域、判断時期等について助言する。 

 

（５）避難指示等の発令を行う際に明示する事項 

ア 避難対象地域 

イ 避難を必要とする理由 

ウ 避難先（屋内安全確保を含む） 

エ 避難経路 

オ 避難時の注意事項 

 

（６）町による屋内安全確保の指示 

町は、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危険を

伴う等やむを得ないときは、住民等に対し「屋内安全確保」の安全確保措置を指示する。 

 

（７）町長による段階的な指示 

町長は、広範囲の住民等を混乱なく一斉に避難させることは困難であることに留意し、

火山現象の高まりに応じた適切な避難対象地域を段階的に示して避難指示を発令する。 

 

（８）町長以外の者による指示等 

町長のほか法令に基づき避難の指示を行う権限を有する者は、住民の生命、身体又は

財産を災害から守るため必要と認めるときは、速やかに避難の指示を行う。 

 

■避難指示等に係る「発令者」､「措置」及び「発令する場合」 
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３ 警戒区域の設定［浅間山］ 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第１節 第２ 避難誘導 ５ 警戒区

域の設定」を準用する。 

（１）警戒区域の設定 

町長は、火山災害が発生、又はまさに発生しようとしている場合において避難指示等

の発令に伴う対象となる地域の指定を決定するにあたり、気象庁が発表する噴火警報に

示された影響範囲及び必要により浅間山火山防災協議会との協議を経て、災害対策基本

法第63条第1項の規定に基づき警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に

対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ず

る。 

なお、警戒区域の区分は、次表を目安として、過去の噴石や泥流の流下を考慮して、

火口を中心とした円状の範囲を基準（以下「指定基準」という。）として指定する。 

また、草津白根山も過去の噴石や泥流の流下を考慮して指定基準を指定するが、第４

次地域指定においても長野原町には及ばないことから、草津白根山については警戒区域

の設定の対象外とする。 
 

■地域指定基準（浅間山） 

区分 火口からの距離 

第１次地域指定 おおむね半径 ８ｋｍ以内 

第２次地域指定 おおむね半径１２ｋｍ以内 

第３次地域指定 おおむね半径１６ｋｍ以内 

特別指定 おおむね半径１６ｋｍ超 

 

■地域指定基準（草津白根山） 

区分 火口からの距離 居住地区等 

第１次地域指定 半径１ｋｍ以内 － 

第２次地域指定 半径２ｋｍ以内 － 

第３次地域指定 半径３ｋｍ以内 万座温泉 

特別指定 半径５ｋｍ以内 草津町の一部 

 

 

（２）突発的な噴火現象への対応 

町長は、噴火予兆がなく、突発的に噴火が発生し、居住区に被害発生又はそのおそれ

が生じた場合、該当地域を指定して避難指示等を発令する。この場合でも、必要により

浅間山火山防災協議会に要請して、事後対策の協議の支援を受ける。 

 

（３）警察官による代行措置 

（１）の場合において、町長若しくはその委任を受けて町長の職権を行う町の職員が

現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官は災害対策基本法

第63条第２項の規定に基づき当該職権を行う。 

 

出典：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和 2 年度版、群馬県火山防災対策連絡会議） 
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（４）自衛官による代行措置 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、（１）の場合において、町長その他町長の職

権を行う者が現場にいないときは、災害対策基本法第63条第第3項の規定に基づき当該職

権を行う。 

 

（５）町から関係機関への連絡 

町は、警戒区域を設定したときは、その内容を速やかに県（吾妻行政県税事務所を経

由して危機管理課、吾妻行政県税事務所に連絡がつかない場合は、直接危機管理課）、

地元警察機関、地元消防機関等に連絡する。 

 

（６）避難指示等又は警戒区域の設定の解除 

町は、避難指示等又は警戒区域の設定を解除するときは、国や火山専門家の助言を踏

まえるなど、十分に安全性を確認する。 

 

（７）専門知識の活用 

避難指示等の発令及び解除、警戒区域の設定及び解除等については、気象庁の発表す

る噴火警報（噴火警戒レベルを含む。）又は火山防災協議会の助言等を踏まえて実施す

るなど火山活動に係る専門知識を活用する。 
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第２ 避難対象地域と避難場所［浅間山］ 

１ 避難対象地域 

対象地域は、噴火警戒レベル２及び３（噴火なし）の「警戒が必要な範囲」である火口

からおおむね2ｋｍ及び4ｋｍ以内の地域を対象とする。 

 

■浅間山周辺における登山者・緊急的な避難場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 ☞ 資料４．２「避難場所一覧」参照 』 

出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 
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２ 避難経路及び避難先の指定 

避難経路については、火口を中心に遠方への経路であって、火山噴火現象による危険を

回避し、かつ各集落から指定避難所までの最短経路とし、混乱を防止し、統制のとれた避

難誘導を行うことを原則とし、各集落から主要避難経路までの経路について、地理的条件、

距離等を勘案して、集落ごとに選定する。 

なお、次ページに避難方向を示す。 
 

■主要避難路 

番号 路線名 避難方向 

１ 国道１４６号線 長野原町羽根尾地区 

２ 鬼押ハイウエー 嬬恋村三原地区 

３ 主要地方道長野原倉渕線 高崎市倉渕町 

４ 国道１４４号線 対象地域圏外（東西） 

５ 国道１４５号線 対象地域圏外（東西） 

６ 国道１８号線（バイパス・旧道） 上り方向 

７ 上信越道 上り方向 

 

 

３ 避難手段の確保 

浅間山頂部及び登山道・遊歩道からの避難については、徒歩や自家用車等、各自の手段

で避難することを基本とする。 

また、突発的噴火発生により、山頂部周辺等から逃げ遅れた登山者・観光客等の避難輸

送として、群馬県、長野県、小諸市、軽井沢町、長野原町及び嬬恋村は、警察、消防、自

衛隊等と連携して車両等の調整を図るとともに、平時から災害時応援協定等に基づく輸送

手段の確保に向けた取組を進める。 

出典：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和 2 年度版、群馬県火山防災対策連絡会議） 
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■避難方向 

出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 
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第３ 避難活動［浅間山］ 

１ 避難誘導方針 

町長は、地域住民、観光客、別荘滞在者、登山者に対し避難指示等を発令したときは、

長野原警察署、西部消防署長野原分署等の協力を得て、次により避難の誘導等を行い、避

難者の安全を確保する。 

また、関係市町村、消防機関、警察機関及び自衛隊は、相互に連携し、次により避難の

誘導を行う。 

 

 被害規模、道路・橋梁の状況等を勘案し、最も安全と思われる避難経路を選定する。 

 避難経路の要所に誘導員を配置し、避難者の通行を確保する。 

 常に周囲の状況に注意し、避難場所の状況が悪化した場合は、直ちに再避難の措置を

講ずる。 

 火山現象の推移、登山者等の多少及び動揺状況、その他現場の状況を十分勘案の上最

も安全な方法により行う。 

 

２ 町の対応 

（１）長野原町営浅間園における対応 

浅間山ジオパーク推進室長を本部長として組織する「浅間園火山噴火警戒隊」の避難

誘導班は、入園者及び観光客の避難誘導を円滑、適切に行う。 

 

（２）庁内の対応 

町災害対策本部衛生班は、教育班の協力を得て避難所を開設する。 

町域にまで被害が及ぶおそれがある場合は、教育班が在校中の児童生徒及び社会教

育施設利用者の避難誘導に当たり、一般住民の避難誘導は、消防班が当たる。 

総務班は、防災行政無線、広報車等により災害情報の広報活動を行う。 

 

（３）要配慮者への配慮 

町は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等要配慮者について、避難の遅れや

避難途中での事故が生じないよう、地域住民や自主防災組織の協力を得て、避難指示等

を確実に伝達するとともに避難の介助及び安全の確保に努める。 

 

（４）被災者の運送の要請 

県（危機管理課、交通政策課）は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認

めるときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき

人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請する。 

なお、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに

要請に応じないときは、被災者の保護の実施のために特に必要があるときに限り、当該

機関に対し、当該運送を行うべきことを指示する。 
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３ 住民等への広報 

町長は、避難指示等又は警戒区域の設定等を行ったときは、住民等に対し、次のような

方法により広報を行い、その周知徹底を図る。 

 

（１）広報の伝達手段 

住民及び観光客、登山者等への広報手段は、おおむね次のとおりとする。 
 

 長野原町営浅間園：広報車 

 住 民：防災行政無線、有線放送、広報車、サイレン、緊急速報メール、登録制メー

ル、町村ホームページ・ＳＮＳ等を介する。 

 観光客：町から浅間山周辺観光施設（しゃくなげ園、浅間山北麓ビジターセンター、

火山館、浅間山荘、高峰高原ホテル、高峰高原ビジターセンター、アサマ 2000 パー

クスキー場、高峰マウンテンホテル、高峰温泉、太平洋クラブ軽井沢リゾート、プレ

ジデントリゾート軽井沢）へ連絡して施設職員から連絡、登山口等における掲示、山

小屋の管理人等を介する。 

 

（２）広報の内容 

住民及び観光客、登山者等への広報の内容は、おおむね次のとおりとする。 
 

 異常現象の状況又は火山活動の状況  

 異常現象に対する火山情報の内容又は気象官署等の見解  

 被害の状況  

 避難に関する事項（避難場所、避難時の携帯品、交通状況等） 

 災害対策の状況（災害対策本部の設置状況、医療救護班の配置状況、その他） 

 

４ 県への通報 

町は、登山の規制、警戒区域の設定、避難指示等を行ったときは、速やかにその旨をに

県（吾妻行政県税事務所を経由して危機管理課、吾妻行政県税事務所に連絡がつかない場

合は、直接、危機管理課)、地元警察機関、地元消防機関等に連絡する。 

 

５ 報道機関への発表 

ア 登山規制及び地域住民等に対する避難指示等をしたときは、その状況を報道機関に

発表する。 

イ 報道機関への発表は、原則として県が関係機関と合同で行う。 

ウ 町は、住民や登山者等の避難や避難所等の状況について行う。 

  なお、協議会の体制が整う前において発表することがある。 

エ 発表は、噴火（爆発）の規模及び社会的影響等を勘案のうえ、できるだけ速やかに

行う。 
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第４ 交通規制の実施［浅間山］ 

噴火又は爆発による被害を防止するため、警察は必要に応じ火山周辺道路において、山

麓への進入禁止等の交通規制を実施する。町が管理する道路の規制は町長が行う。 

１ 広域交通規制 

（１）噴火警戒レベル３までの交通規制 

「浅間山の噴火警戒レベル導入に伴う防災対応に関する申し合わせ」に基づく交通規

制とする。 
 

（２）噴火警戒レベル４、５の交通規制 

ア 交通規制の目的 

噴火警戒レベル４、５における交通規制の目的は以下のとおり。 
 

 避難対象地域又は警戒区域への立入り禁止（人・車） 

 避難対象地域又は警戒区域内の居住者等の円滑な避難（避難方向に対する一方通行） 

 緊急輸送路の確保（避難、救急・救助部隊の円滑な通行） 

 避難対象地域又は警戒区域方向に向かう車両の総量抑制（迂回措置） 

 

イ 交通規制の協議 

町は、町長が決定した対象地域の指定に基づき、以下に示す広域交通規制協議グル

ープの一員として、長野県の関係機関との協議により、次頁に示す「２ 規制範囲」

に基づき、交通規制を迅速に行う。 
 

■広域交通規制協議グループ 

区分 内容 

群馬県警察 
① 長野原警察署（調整代表）    ② 吾妻警察署 

③ 高崎警察署           ④ 安中警察署 

道路管理者 

① 長野原町            ② 嬬恋村  

③ 国土交通省高崎河川国道事務所  ④ 中之条土木事務所 

⑤ 高崎土木事務所         ⑥ 安中土木事務所 

⑦ 東日本高速道路(株)関東支社   ⑧ (株)プリンス新潟・長野・群馬地区 

 
■長野県の関係機関 

区分 内容 

長野県警察 ① 小諸警察署    ② 佐久警察署    ③ 軽井沢警察署 

道路管理者 
① 小諸市      ② 佐久市      ③ 軽井沢町 

④ 御代田町     ⑤ 佐久建設事務所 

 

（３）交通規制の緊急措置 

長野原警察署長は、突発的な噴火現象により、（２）イの協議ができない場合で交通規

制の緊急措置の必要性がある場合は、長野県関係警察署との調整を図りつつ、現場対応

としての所要の交通規制を実施することとし、遅滞なく県（危機管理課）及び関係市町

村に通報を行う。 
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２ 規制範囲 

（１）町道の規制 

町長は前橋地方気象台より浅間山に関する火山情報が発表され、危険が予測される場

合は次の規制を行う。 
 

■１次規制（火口より５km） 

道路名 規制地点 規制基準 

町道浅間線 三井別荘入り口付近 
臨時火山情報が発表され、観光客等又は関連施

設に被害が生じるおそれがある場合 
 

■２次規制（火口より７km） 

道路名 規制地点 規制基準 

町道浅間線 浅間牧場信号 緊急火山情報が発表された場合 

 

（２）国道等の交通規制 

高崎河川国道事務所又は中之条土木事務所は、前橋地方気象台より火山情報が発表さ

れ、危険が予測される場合は次の規制を行う。 

■第１次規制（半径８km） 

番号 道路名 規制地点 

１ 県道大笹北軽井沢線（県道235号） 嬬恋村大字大笹 大笹三差路栃原酒店前 

２ 国道146号 長野原町大字北軽井沢 北軽十字路 

３ 浅間・白根火山ルート（鬼押ﾊｲｳｪｰ） 嬬恋村大字鎌原字上の原 鎌原料金所 

 

■第２次規制（半径１２km） 

番号 道路名 規制地点 

４ 国道144号 嬬恋村大字鎌原 鎌原三差路天狗食堂前 

５ 国道146号 長野原町大字応桑 応桑三差路 

６ 
国道144号 

国道144号と県道東部嬬恋線の交点 
県道東部嬬恋線（県道94号） 

７ 浅間・白根火山ルート（万座ﾊｲｳｪｰ） 嬬恋村大字三原字岩井堂三差路 

８ 県道長野原倉渕線（県道54号） 倉渕村大字権田地内 二度上峠入り口 

 

■第３次規制（半径１６km） 

番号 道路名 規制地点 

９ 国道146号 長野原町大字羽根尾 羽根尾三差路 

10 国道145号 長野原町大字大津 大津交差点 

11 県道長野原倉渕線（県道54号） 高崎市倉渕町川浦地内 月並 

12 国道18号（旧道） 安中市松井田町坂本 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ前 

13 県道北軽井沢松井田線（県道56号） 安中市松井田町坂本 

14 上信越自動車道 下仁田町大字馬山 下仁田ＩＣ 

15 一般国道18号（碓氷バイパス） 安中市松井田町入山字上野原 

 出典：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和 2 年度版、群馬県火山防災対策連絡会議） 
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第３節  活動体制の確立 

 

第１ 災害対策本部の設置［浅間山、草津白根山（一部、浅間山のみ）］ 

１ 長野原町災害対策本部 

（１）設置基準 

町長は、災害の発生を防止、又は災害応急対策を実施するため必要があると認める場

合、災害対策基本法第 23 条第 1 項の規定に基づき長野原町災害対策本部を設置する。 

 

■災害対策本部の設置基準 

 浅間山は、噴火警戒レベル４が発表され、その対応について関係部署相互の緊密 

な連絡・調整が必要なとき。 

 草津白根山は、噴火警戒レベル５が発表され、その対応について関係部署相互の 

緊密な連絡・調整が必要なとき。 

 浅間山、草津白根山が噴火した場合で、その対応について関係部局相互の緊密な

連絡・調整が必要なとき。 

 その他、町長又は総務課長が必要と判断したとき 

 

 

（２）コアグループ会議［浅間山］ 

浅間山火山防災協議会では、噴火時等の避難対象地域の拡大・縮小等の迅速な判断に

資するよう平常時及び緊急時に技術的検討を行うため、避難時期及び避難対象地域の確

定等に深く関与する機関実務者及び火山専門家によるコアグループ会議を置いている。

コアグループ会議の構成機関は、次のとおりである。 
 

■コアグループ会議構成 

市町村：長野原町、嬬恋村、小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町 

群馬県：総務部危機管理課、県土整備部砂防課、吾妻行政県税事務所 

長野県：危機管理部危機管理防災課、建設部砂防課、佐久地域振興局 

 国 ：内閣府政策統括官（防災担当）、国土交通省関東地方整備局防災室、利根川

水系砂防事務所、高崎河川国道事務所、長野国道事務所、気象庁地震火山部

火山監視課火山監視・警報センター、前橋地方気象台、長野地方気象台、浅

間山火山防災連絡事務所 

火山専門家 

 

（３）設置場所 

町は、災害対策本部を長野原町役場内に設置するとともに、役場の正面玄関及び本部

室前に「長野原町災害対策本部｣の標識を掲げ災害対策本部の設置場所を明示する。 

ただし、火山泥流の流下等により、役場が被災する、又は被災するおそれがある場合

は、高台に立地する「旧長野原町立第一小学校」に本部を設置する。 
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（４）廃止基準 

「本編 第１章 第３節 第１ １の（３）廃止基準」を準用する。 

 

（５）設置・廃止の通知 

「本編 第１章 第３節 第１ １の（４）設置・廃止の通知」を準用する。 

 

２ 災害対策本部の活動の優先順位 

「本編 第１章 第３節 第１ ２ 災害対策本部の活動の優先順位」を準用する。 

 

---------------------------------------------------------------- 

［参考］噴火警戒レベルに応じた防災体制 

 

①浅間山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②草津白根山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 

出典：｢草津白根山[白根山(湯釜付近)及び本白根山]の火山活動が活発化した場合の避難計画(火口周辺地域)｣(平成31年4月､草津白根山防災会議協議会） 
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第２ 災害対策本部の組織［浅間山、草津白根山（一部、浅間山のみ）］ 

１ 災害対策本部の組織編成 

「本編 第１章 第３節 第２ １ 災害対策本部の組織編成」を準用する。 

 

２ 災害対策本部長 

「本編 第１章 第３節 第２ ２ 災害対策本部長」を準用する。 

 

３ 本部室 

「本編 第１章 第３節 第２ ３ 本部室」を準用する。 

 

４ 本部連絡員 

「本編 第１章 第３節 第２ ４ 本部連絡員」を準用する。 

 

５ 現地災害対策本部 

（１）県が設置する現地災害対策本部 

知事は必要により、長野原町長及び嬬恋村長と協議の上、いずれかの役場若しくはそ

の他適切な場所に現地災害対策本部を設置する。 

 

（２）町が設置する現地災害対策本部 

町長は、必要により現地災害対策本部を設置する。設置場所は、地域指定圏外の直近

で、以下の場所を候補とし、地域指定によってその指定線が役場に近接する場合は設置

しない。 

■現地災害対策本部の設置場所 

区分 候補施設 備考 

第一次地域指定 町立北軽井沢小学校  

第二次地域指定 旧町立西中学校 
※令和６年度より長野

原町立浅間小学校 

第三次地域指定 町役場  

 

 

６ 災害対策本部の事務分掌 

「本編 第１章 第３節 第２ ６ 災害対策本部の事務分掌」を準用する。 

 

７ 関係機関に対する職員派遣の要請等 

「本編 第１章 第３節 第２ ７ 関係機関に対する職員派遣の要請等」を準用する。 

 

８ 合同対策本部 

（１）設置基準 

出典：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和 2 年度版、群馬県火山防災対策連絡会議） 
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噴火の影響が複数の市町村に係る場合、１市町村であっても被害甚大又はそのおそれ

が予想される場合は、知事、関係市町村長等の協議により、適切な場所に、国、関係機

関、関係市町村等で構成する合同対策本部を設置する。 
 

（２）事務局 

合同対策本部の事務局は、県（危機管理課）、関係市町村防災担当課が事務を行う。 

 

９ 長野原町営浅間園の活動体制［浅間山］ 

（１）本部長 

浅間山ジオパーク推進室長を本部長とする。 

 

（２）避難誘導 

長野原町営浅間園は、浅間山の噴火による入園者の被害の予防、防止及び軽減を図る

ため、避難誘導、通報、連絡等を迅速に行う。 

 

（３）長野原町営浅間園の組織及び体制 
 

■長野原町営浅間園の活動体制【平常時】 

 

 

 

 

 

 

■長野原町営浅間園の活動体制【非常時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅間山ジオパーク推進室長 

施設及び設備点検整備班 

火気及び危険物点検班 

情報伝達施設点検整備班 

・火山情報の収集及び連絡に関すること 

・被害調査及び情報収集連絡に関すること 

・関係職員との連絡調整に関すること 

・非常用衛星通信電話に関すること 

・本庁職員の要員確保に関すること 

・隊の総括事務に関すること 

・入園者の避難誘導に関すること 

・入園者に対する噴火の通報に関すること 

・歩道の通行止めに関すること 

・建物の被害防止に関すること 

・町道浅間線の交通規制に関すること 

・避難用車両の確保に関すること 

・避難者の輸送に関すること 

・負傷者の救助に関すること 

・負傷者の救護に関すること 

・行方不明者の捜索に関すること 

浅間園火山噴火 
警戒隊隊長 

（浅間山ジオパー

ク推進室長） 

通信連絡班 

避難誘導班 

交通車両班 

救助救護班 

出典：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和 2 年度版、群馬県火山防災対策連絡会議） 



第３編 災害応急対策 

第３章 火山災害対策 

＜第３節 活動体制の確立＞ 

3 -3 - 30 

第３ 災害警戒本部［浅間山、草津白根山］ 

災害対策本部を設置するに至らない規模の災害への対応や、災害対策本部の規模を縮小

する場合は、災害の規模や状況に応じて、災害警戒本部を設置する。 

なお、｢草津白根山[白根山(湯釜付近)及び本白根山]の火山活動が活発化した場合の避難 

計画（火口周辺地域）｣(平成 31 年 4 月､草津白根山防災会議協議会）において、噴火警

戒レベルに応じた防災体制が示されているため、これを参考に災害警戒本部設置の目安を

示す。 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第３節 第３ 災害警戒本部」を準用

する。 

 

■災害警戒本部の設置の目安 

 浅間山は、噴火警戒レベル３が発表され、その対応について関係部署相互の緊密 

な連絡・調整が必要なとき。 

 草津白根山は、噴火警戒レベル４が発表され、その対応について関係部署相互の 

緊密な連絡・調整が必要なとき。 

 浅間山、草津白根山が噴火した場合で、その対応について関係部局相互の緊密な

連絡・調整が必要なとき。 

 その他、総務課長が必要と判断したとき 

 

 

■災害対策本部の設置基準（再） 

 浅間山は、噴火警戒レベル４が発表され、その対応について関係部署相互の緊密 

な連絡・調整が必要なとき。 

 草津白根山は、噴火警戒レベル５が発表され、その対応について関係部署相互の 

緊密な連絡・調整が必要なとき。 

 浅間山、草津白根山が噴火した場合で、その対応について関係部局相互の緊密な

連絡・調整が必要なとき。 

 その他、町長又は総務課長が必要と判断したとき 
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第４ 職員の非常参集［浅間山、草津白根山］ 

１ 町における職員の非常参集 

群馬県火山防災対策連絡会議構成機関は、火山の異常現象又は噴火（爆発）に伴う被害

の発生に対処するため、居住地域への影響が予想される場合は、次表のとおり共通の体制

をとる。町長は、次表の体制区分に従い配備区分を決定する。 

また、総務課長は、災害警戒本部を設置したときは、次表に掲げる警戒体制の配備体制

をとり、災害対策本部への移行も視野に入れた警戒体制とする。 

なお、草津白根山における職員の配備体制は、体制区分や状況に応じて、町長又は総務

課長が決定する。 

 

■職員の参集・配備基準［浅間山］ 

体制区分 状        況 配備体制 配備区分 

警戒体制 噴火警戒レベル３が発表され、異常現象の発生

など噴火（爆発）のおそれがあり警戒体制を必

要とするとき 

噴火警報及び噴火予報等の

収集、関係機関との連絡調

整、その他所要の措置が円滑

に実施し得る配備体制 

初期動員 

応急体制 噴火警戒レベル３が発表され、火口から４ｋｍ

以内又は４ｋｍを超える範囲内に噴石があり、

軽微な物的被害が発生した場合、若しくは引き

続き被害の発生するおそれがあるとき 

被害情報の収集、応急対策、

その他所要の措置等が円滑

に実施しうる配備体制 

１号又は 

２号動員 

非常体制 噴火警戒レベル４又は５が発表され、規模の大

きな噴火、あるいはそのおそれがあり、人的及

び物的被害が生じ、又は生じるおそれがあるな

ど、事態が重大であると認められるとき 

被害情報の収集、応急対策、

その他所要の措置等が円滑

に実施しうる配備体制 

３号動員 

 

 

２ 動員計画 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第３節 第４ ２ 動員計画」を準用す

る。 

なお、勤務時間外における配備要員への動員伝達は、防災行政無線、電話、メール等を

用いることになっているが、地震及び噴火（浅間山）の場合は、動員命令によらず自主登

庁になっている。 

出典：「火山噴火（爆発）防災計画」（令和 2 年度版、群馬県火山防災対策連絡会議） 
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第５ 広域応援の要請 

「本編 第１章 第３節 第５ 広域応援の要請」を準用する。 

 

 

 

第６ 自衛隊への災害派遣要請 

「本編 第１章 第３節 第６ 自衛隊への災害派遣要請」を準用する。 

なお、知事は、大噴火（爆発）等による応急対策の実施に当たり、関係町村等では十分

に対処し得ないと認めた場合は、自衛隊法第 83 条の規定及び群馬県地域防災計画に定める

ところにより、自衛隊に対し派遣を要請する。 

 

 

 

第７ 二次災害の防止活動 

「本編 第１章 第４節 災害の拡大防止及び二次災害の防止活動」を準用する。 

なお、町は、火山噴火による噴出物が堆積している地域においては、降雨による土石流

等の土砂災害の発生のおそれがあることから、降雨の状況把握や監視体制を強化するとと

もに、専門技術者等を活用し、危険性が高いと判断された場合には、関係機関や住民に周

知を図り、適切な警戒避難を確保するなど、二次災害の防止に努める。 
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第４節 救急・救助、医療及び消火活動 

 

第１ 救急・救助活動［浅間山、草津白根山（一部、浅間山のみ）］ 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第５節 第１ 救急・救助活動」を準用

する。 

 

１ 救助・救護体制の確立 

町長は、避難指示等を発令したときは、万一の場合に備え、消防機関に出動の準備体制

を要請するほか、日本赤十字社群馬県支部、地元医療機関等と連絡を密にし、救助・救護

体制の確立を図る。 

また、救助に際して町は、長野県、群馬県、小諸市、軽井沢町及び嬬恋村と連携し、避

難した浅間山周辺観光施設職員、登山者・観光客等の情報及び登山届により、避難状況を

確認し相互に提供するなど情報共有体制を構築する。 

なお、行方不明者が発生した場合の救助活動に関して、群馬県、長野県が主体となり自

衛隊、警察、消防等関係機関と連携協議して対応に当たる。 

 

２ 吾妻郡医師会における救護体制 

日赤が災害時の救護活動を行うことを使命としているところから、原町赤十字病院に災

害時の医療本部を置くこととして、吾妻郡医師会の指揮は吾妻郡医師会長及び副会長がと

る。原則として、全医療機関が協力する。救護に当たっては、地域を西部及び東部に大別

して以下により実施する。 

 

（１）西部地域 

小規模のときは、西部地区の病院が処理し、外科系病院がこれに続き、内科医院は要

請に応じて随時出動する。 

 

（２）東部地域 

日赤に呼応して、吾妻さくら病院と田島病院がまず処理し、西部からの要請により出

動する。内科医院は、要請に応じて随時出動する。 

 

３ 救護所の設置 

町長は、噴火（爆発）等により負傷者が出るなど救護所設置の必要を認めたときは、日

赤県支部、地元医療機関と協議のうえ、避難場所に救護所を設置する。 

救護所を設置したときは、日本赤十字社群馬県支部、地元医療機関と協議のうえ、負傷

者の救護に必要な医師、看護師を配置する。 

 

４ 負傷者の搬送 

救護所での手当では不十分な重傷者については、最寄りの病院へ搬送する。 

搬送は原則として地元消防機関による。ただし地元消防機関のみでは対応できないとき
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は、隣接消防機関に応援を要請するほか、警察等の協力を得て搬送を実施する。 

 

５ ヘリポート及び医療機関［浅間山］ 

（１）ヘリポート 

噴火時の負傷者を緊急的に医療機関へ搬送する場合のヘリポートは、以下のとおり。 

 

NO. 町村名 名 称 所 在 地 
面積 

(東西)×(南北) 

1 

嬬
恋
村 

総合グランド 嬬恋村大字芦生田 557-1 100×200 

2 東部こども園 嬬恋村大字鎌原 1339 130×80 

3 嬬恋村運動公園 嬬恋村大字大笹 1-1 100×100 

4 夏季スケート練習場 嬬恋村大字田代 1120 80×70 

5 
長
野
原
町 

北軽井沢ふれあい広場 長野原町大字北軽井沢 1990-5372 150×148 

6 北軽井沢小学校 長野原町大字北軽井沢 1924-44 290×190 

7 旧西中学校＊ 長野原町大字応桑 1543-310 120×100 

※令和６年度より長野原町立浅間小学校 

 

（２）緊急医療機関 

噴火時の負傷者を緊急的に医療機関へ搬送する場合、緊急医療機関は、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 
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第２ 医療活動［浅間山、草津白根山］ 

ここに示されていない内容は、「本編 第１章 第５節 第２ 医療活動」を準用する。 

 

１ 医療体制 

（１）医療体制の整備 

火山災害の場合、外傷等の直接的な被害を負う人に加え、火山灰の吸引による間接的

な健康被害も考えられる。 

また、噴火による日常生活では経験しない自然現象の体験及び避難生活の長期化にお

いて、精神的な負担を抱える者が増大する。このため、各自治体は医師会等と連携を図

り、負傷者等の対応についての万全の医療体制を整備確立する。 

 

２ 捜索救助体制 

（１）合同調整所（現地合同指揮所）等の設置 

捜索救助に当たる自衛隊、警察、消防（以下「捜索３隊」という。）は、救助活動を円

滑に行うために、現場活動での一体性、効率性、安全性等を考慮し、合同調整所（現地

合同指揮所）等を設置するなど体制を整える。町は合同調整所等の設置場所及びヘリポ

ートの要請があった場合には、場所等を提供する。 

 

（２）救助活動への支援体制 

救助活動の対象範囲の検討・確認や救助活動実施の際には、捜索３隊に加え、必要に

応じ、火山専門家、気象庁をはじめ、国土交通省、林野庁、環境省等が支援を行う。 

 

（３）救助活動の範囲 

長野県、群馬県、小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町、嬬恋村及び捜索

３隊は、監視・観測データ等により予想される火山現象の影響範囲や土砂災害の危険範

囲等について、気象庁、火山専門家、国土交通省等からの情報提供や助言等を踏まえ、

活動が可能な範囲を検討する。 
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（４）捜索３隊における活動基準 

捜索３隊は、噴火時において、二次災害を防止し円滑な救助活動を行うため、火山活

動の状況や降雨の状況等による活動基準を設定する。 

各隊の現場指揮官は、救助活動の可否の判断を速やかに行い各部隊へ周知する。 

なお、判断に結びつく情報は、現場の合同調整所等から災害対策本部等に速やかに報

告する。 

また、火山専門家、気象庁、国土交通省等は、監視観測データ等から、火山活動の見

込みや土砂災害の危険性等による活動基準の設定について助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）捜索３隊の退避等が可能な場所の設定 

捜索３隊は、救助活動中に異常現象が発生した場合や噴火した場合に、一時的に活動

範囲から直ちに退避できる場所を設定する。 

また、天候の悪化等で活動を一時中断する場合、活動範囲から救助活動を行う全員が

直ちに避難できる退避所等を設定する。その際、救助活動を行う全員を受入るため、複

数の退避所等を設定する。 

 

 

第３ 消火活動 

「本編 第２章 第３節 第３ 消火活動」を準用する。 

 

 

 

出典：「浅間山避難計画（LV1-3 想定）」（令和 4 年 3 月、浅間山火山防災協議会） 
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第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 

「本編 第１章 第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動」を準用する。 

 

 

第６節 避難受入活動 

 

「本編 第１章 第７節 避難受入活動」を準用する。 

 

 

第７節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動  

 

「本編 第１章 第８節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動」を準用する。 

 

 

第８節 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動 

 

「本編 第１章 第９節 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動」を準用する。 

 

 

第９節 被災家屋等に関する活動 

 

「本編 第１章 第 10 節 被災家屋等に関する活動」を準用する。 

 

 

第 10 節 被災者等への的確な情報伝達活動 

 

「本編 第１章 第 11 節 被災者等への的確な情報伝達活動」を準用する。 

 

 

第 11 節 施設、設備の応急復旧活動 

 

「本編 第１章 第 12 節 施設、設備の応急復旧活動」を準用する。 

 



第３編 災害応急対策 

第３章 火山災害対策 

＜第 12 節～第 14 節＞ 

3 -3 - 38 

第 12 節 自発的支援の受入れ 

 

「本編 第１章 第 13 節 自発的支援の受入れ」を準用する。 

 

 

第 13 節 要配慮者への支援活動 

 

「本編 第１章 第 14 節 要配慮者への支援活動」を準用する。 

 

 

第 14 節 その他の災害応急対策 

 

「本編 第１章 第 15 節 その他の災害応急対策」を準用する。 
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第４章 その他の災害対策 
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第４章 その他の災害対策 

 

第１節 災害共通の対策活動  

 

第１ 応急活動体制の確立 

応急活動体制の確立は、基本的に「本編 第１章 第３節 活動体制の確立」に準ずる。 

なお、大規模事故災害に伴う応急活動体制の確立、特に災害対策本部の設置については、

以下に示すとおりである。 

 

１ 災害対策本部の設置 

（１）設置の決定 

町長は、次のいずれかに該当する場合は、災害警戒本部若しくは災害対策本部の設置

を検討する。 

町は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するお

それがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告をする。 
 

■本部の設置基準 

① 火災・災害等即報要領の直接即報基準（下）に該当する事態のとき。 

② 町内に大規模な被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。 

③ その他町長が必要と認めたとき。 

  

■火災・災害等即報要領［第３ 直接即報基準］ 

火
災
等
即
報 

交通機関の火災 航空機、自動車等の火災で次に掲げるもの。 

① 航空機火災            ② 船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

③ トンネル内車両火災   ④ 列車火災 

危険物等に係る

事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」とい

う。）を貯蔵又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの。 

① 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

② 負傷者が５名以上発生したもの 

③ 危険物等を貯蔵又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内

又は周辺で 500 ㎡程度以上の区域に影響をあたえたもの 

④ 危険物等を貯蔵又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当

するもの 

・河川等へ危険物等が流出し、防除・回収等を要するもの 

・500 キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

⑤ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付

近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

⑥ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

原子力災害等 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の

運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

爆発、異臭等の事故であって、一般基準、個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取

り上げられる等社会的影響度が高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があ

るものを含む。） 
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２ 

救急・救助事

故即報 

 

死者及び負傷者の合計が 15 人以上の救急・救助事故で次に掲げるもの。 

① 列車、航空機等の衝突、転覆等による救急・救助事故 

② バスの転落等による救急・救助事故 

③ ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

④ 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所での救急・救助事故 

⑤ その報道機関にとり上げられる等社会的影響度が高いもの 

３ 
武力攻撃災害

等即報 

武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれ

がある場合を含む。）について報告をすること。 

① 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年

法律第 112 号。以下「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、

すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、

爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

② 国民保護法第 172 条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわ

ち、武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、

火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

４ 災害即報 

① 地震が発生し、町内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない。） 

② 風水害＊１及び火山災害＊２のうち、死者又は行方不明者が生じたもの 
＊１「風水害」とは次のいずれか 

(ア) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(イ) 洪水、浸水、河川の溢水又は堤防の決壊等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

＊２「火山災害」とは次のいずれか 

(ア) 噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

(イ) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

注）ただし、町には上記即報基準の各項目のなかで、高速道路、映画館及び百貨店の各施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）設置場所 

災害対策本部は町役場に設置し、役場正面玄関に「長野原町災害対策本部｣の標識を掲

げ、災害対策本部の設置場所を明示する。 

 

（３）廃止の決定 

町長（本部長）は、予想された災害の危険が解消されたと認めるとき、又は応急対策

がおおむね終了したと認めるときは、災害対策本部を廃止する。 

 

（４）設置・廃止の通知 

町長（本部長）は、災害対策本部を設置又は廃止したときは、県、防災関係機関、報

道機関等に対し、その旨を通知する。 

 

《参考》 

◆「火災・災害等即報要領」 

この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 22 条の
規定に基づき消防庁長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害
等に関する即報について、その形式及び方法を定めたものである。 

《参考》 

◆「消防組織法第 22 条」 

「消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁長官の定め
る形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をする
ことを求めることができる。」 
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２ 職員の動員 

「本編 第１章 第３節 第４ 職員の非常参集」を準用する。 

 

３ 広域応援体制 

「本編 第１章 第３節 第５ 広域応援の要請」を準用する。 

 

４ 自衛隊への災害派遣要請 

「本編 第１章 第３節 第６ 自衛隊への災害派遣要請」を準用する。 

 

 

第２ 災害情報の収集・連絡及び通信の確保 

「本編 第１章 第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保」を準用する。 

 

 

第３ 広報・広聴活動 

「本編 第１章 第 11 節 被災者等への的確な情報伝達活動」を準用する。 

 

 

第４ 救急・救助及び医療活動 

「本編 第１章 第５節 救急・救助及び医療活動」及び「本編 第２章 第３節 救

急・救助、医療及び消火活動」を準用する。 

 

 

第５ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

「本編 第１章 第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動」を準用する。 

 

 

第６ 避難対策 

「本編 第１章 第１節 災害発生直前の対策」及び「本編 第２章 第７節 避難受

入活動」を準用する。 

 

 

第７ 行方不明者の捜索及び遺体の処置 

「本編 第１章 第９節 第３ 行方不明者の捜索及び遺体の処置」を準用する。 
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第２節 その他の災害への対応 

 

第１ 航空災害対策 

本計画は、町域に航空機の墜落、衝突その他の事故により、多数の死傷者を伴う航空機

事故が発生した場合に、当該区域を管轄する、又は管轄区域内の事故災害応急対策につい

て責任を有する機関が迅速かつ強力に事故災害応急対策を推進し、法令及び防災計画並び

に当該機関の防災に関する計画に定める災害対策本部等の組織に必要な職員を動員配備し

て、その活動体制に万全を期するため定める。 

 

１ 応急活動体制 

町は、町域に航空機事故が発生した場合、法令、県防災計画及び本計画の定めるところ

により、他の市町村、県及び指定地方行政機関並びに区域内の公共的団体、住民等の協力

を得て、事故災害応急対策の実施に努める。 

 

（１）町の措置 

町は、町域内に相当規模以上の航空機事故が発生した場合、「本編 第１章 第３節 

第１ 災害対策本部の設置」に準じて、災害警戒本部若しくは災害対策本部を設置し、

応急活動に当たる。 

 

（２）事業者の措置 

事故機を所有する事業者は、航空機の墜落、衝突、火災等の航空機事故が発生した場

合には、東京空港事務所に速やかに通報する。（航空法第 76 条） 

警察官又は消防要員の到着後は、必要な情報を提供し、その指示に従い適切な処置を

実施する。 

 

２ 事故情報の収集・連絡 

（１）町における災害情報の収集・連絡 

町は、墜落地点の位置、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関

する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに吾妻行政県税事務所（同事務所に連

絡がつかない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連

絡し、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する場合は、県に報

告するとともに、消防庁にも直接報告する。 

 

（２）消防本部における災害情報の収集・連絡 

消防本部は、墜落地点の位置、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに

県危機管理課に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 
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■民間航空機事故の連絡通報体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 応急措置 

（１）避難誘導 

ア 乗客等の避難 

航空機事故が発生し、乗客の生命に危険が及ぶ場合は、避難誘導を行う。 

そのため、消防本部は、事業者、警察と協力し航空機内の乗客を速やかに安全な場

所に避難誘導するとともに、現場一帯の立入り禁止等の措置を講ずる。 

イ 災害現場周辺の住民の避難 

航空機事故が発生し、災害現場周辺の住民の生命財産に危害が及ぶ場合、町長、警

察官等は、「本編 第１章 第１節 第２ 避難誘導」に準じ、避難指示等を行う。 

 

（２）救出・救助 

町は、「本編 第１章 第５節 救急・救助及び医療活動」に準じ、消防本部と連携し

て救出、救助活動を実施する。 

また、必要に応じて協力者の動員、警察署への応援を要請する。 

 

（３）消火活動 

町域の多くを占める山林に航空機が墜落した場合、林野火災を招くおそれがある。こ

の場合、町は「本編 第２章 第３節 第３ 消火活動」に準じて、消防本部、県、そ

長野原町 
災害対策本部 

（総務課） 

県災害対策本部 

(群馬県危機管理課) 

災対本部吾妻地方部 
 (吾妻行政県税事務所) 

消防本部 

 
国土交通省 

航空局 
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の他関係機関と緊密に連携協力して消火活動を実施する。 

 

（４）医療救護 

町域で航空機事故が発生した場合、「本編 第１章 第５節 救急・救助及び医療活動」

に準じて、消防本部、県、その他関係機関と緊密に連携協力して医療救護活動を実施す

る。 

 

（５）交通規制 

二次災害による被害を防止するため、警察及び道路管理者は相互に調整の上、必要に

応じて周辺道路の進入禁止等の通行規制を行う。 
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第２ 鉄道災害対策 

１ 事故情報の収集・伝達  

（１）町における災害情報の収集・連絡  

町は、事故現場の位置､人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関す

る概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに吾妻行政県税事務所（同事務所に連絡

がつかない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連

絡し、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する場合は、県に報

告するとともに、消防庁にも直接報告する。 

 

（２）消防本部における災害情報の収集・連絡 

消防本部は、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県危機管理課に連

絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。  

 

（３）鉄道事業者における災害情報の収集・連絡 

鉄道事業者は、大規模な鉄道災害が発生したときは、速やかに事故の態様、被害の状

況等に関する情報を収集し、国土交通省、県、町、消防本部及び警察に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次

連絡する。 

 

２ 鉄道の応急措置 

（１）初期消火・救出・救護等 

鉄道事故が発生した鉄道事業者は、初期消火、負傷者の救出・救護、避難誘導を行う

とともに、消防本部、警察等、関係機関の災害対策に協力する。 

 

（２）代替交通手段の確保 

事故災害が発生した鉄道事業者は、他の路線への振り替え輸送、バス代行輸送等代替

交通手段の確保に努める。 
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第３ 道路災害対策 

地震や水害その他の理由により、高架橋の損壊、橋梁の落下、斜面及び擁壁の崩落、落

石等の道路構造物の大規模な被害が生じた場合並びに危険物を積載する車両の事故等によ

り危険物等が流出した場合の対策について定める。 

なお、本節で道路管理者とは、町、中之条土木事務所及び高崎河川国道事務所を示す。 

 

１ 事故情報の収集・連絡 

（１）町における災害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を

含め、把握できた範囲から直ちに吾妻行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない場合

又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連

絡し、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する場合は、県に報

告するとともに、消防庁にも直接報告する。 

 

（２）消防本部における災害情報の収集・連絡 

消防本部は､人的被害状況等情報を把握した範囲から直ちに県危機管理課に連絡する｡ 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

 

（３）道路情報 

道路管理者は、道路構造物の被災等により大規模な事故が発生したときは、速やかに

事故の態様、被害の状況等に関する情報を収集し、関東地方整備局、県、町、消防本部

及び警察に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次

連絡する。 

 

２ 応急措置 

（１）危険物等の流出対策 

道路管理者は、危険物等の流出が認められたときは、関係機関と協力して、直ちに防

除活動、避難誘導を行い、危険物等による二次災害の防止に努める。 

消防本部、警察署は、危険物等の流出が認められたときは、直ちに防除活動を行うと

ともに避難誘導活動を行う。 

 

（２）道路施設・交通安全施設の応急復旧 

道路管理者は、迅速かつ的確に、障害物の除去、応急復旧を行い、早期に道路交通を

確保し、類似災害の再発防止のため、被災箇所以外の施設の緊急点検を行う。 

警察は、災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るため必要な措置を講ずる。

災害発生後直ちに、被災現場及び周辺地域並びにその他の地域において、交通安全施設

の緊急点検を実施する等必要な措置を講ずるほか、幹線道路の通行が長時間規制される

場合は、う回路を設定し、住民等に周知する。 
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第４ 危険物等災害対策 

１ 事故情報の収集・連絡 

（１）町における災害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関

する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに吾妻行政県政事務所（同事務所に連

絡がつかない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連

絡し、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する場合は、県に報

告するとともに、消防庁にも直接報告する。 

 

（２）消防本部における災害情報の収集・連絡 

消防本部は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を把握できた範囲から直ちに

県に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

 

（３）危険物情報 

危険物等の管理者は、危険物等による大規模な事故が発生したときは、速やかに事故

の態様、被害の状況等に関する情報を収集し、当該危険物等の取扱規制担当官公署、県、

町、消防本部及び警察に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次

連絡する。 

 

（４）専門情報の収集 

町及び消防本部は、避難誘導、救急・救助、医療活動、消火活動を安全かつ効果的に

実施するため、当該危険物等の性状等について、必要に応じ、事業者や当該危険物等の

取扱規制担当官公署等から情報を収集し、関係各部に提供する。 

また、必要に応じて、当該危険物の取扱規制担当官公署等に対し、専門家の派遣を要

請する。 

 

２ 応急措置 

（１）初期消火・救出・救護等 

事故災害が発生した危険物施設等の管理者は、初期消火、負傷者の救出・救護、避難

誘導を行うとともに、消防本部、警察等、関係機関の対策に協力する。 

消防本部、警察等の関係機関は、当該危険物等の性状に応じ、環境モニタリング、防

護用資機材の装着等の措置を講ずることにより、救急・救助、消防活動に従事する職員

の安全を確保する。 

 

（２）危険物等の流出対策 

危険物施設等の管理者、消防本部、県、河川管理者（中之条土木事務所）等は、危険

物等が河川等に大量流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モニタリング、危
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険物等の処理等必要な措置を講ずる。 

なお、その際、関係行政機関等からなる水質汚濁防止連絡協議会の活用等、既存の組

織を有効に活用する。 

 

（３）水道水の安全措置 

町は、危険物の流出により飲料水が汚染されるおそれがある場合、緊急調査を行い、

必要に応じて汚染水源の使用禁止、水道水の摂取制限等の安全措置を講じる。 

 

３ 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する応急対策 

（１）一般公衆の安全の確保 

県（危機管理課）及び事故発生場所を管轄する町は、事故現場周辺の住民を避難させ

る等一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講ずることについて、原災法第 20

条第 3 項の規定に基づき国の原子力災害対策本部又は原子力災害現地対策本部から指示

を受けたときは、速やかに当該措置を講ずる。 
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第５ 県外の原子力施設事故対策 

１ 基本方針 

群馬県内には、原子力施設（原子力規制委員会が原子力災害対策特別措置法（平成 11

年法律第 156 号）第６条の２第１項に基づき定める「原子力災害対策指針」の対象となる

原子力施設をいう。以下同じ。）が立地せず、県外に立地する原子力施設に関する「原子力

災害対策重点区域」設定の目安となる範囲※に本県の地域は含まれていない。 

しかし、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発

電所事故においては、大量の放射性物質が放出され、今までの想定を超える事態が発生し

ている。県では、福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、これまで空間放射線量率のモ

ニタリング強化や県産農林水畜産物等の放射性物質検査を実施した。 

本対策では、これらの災害対応を踏まえ、県外の原子力施設において事故が発生した際

に備え、町が関係機関等と連携して実施すべき予防対策、応急対策及び復旧対策について

必要な事項を定め、住民の不安を解消することを目的とする。 

※平成 27 年 12 月１日現在、原子力災害対策重点区域設定の目安となる範囲は、実用発電用原子炉に係

る原子力施設について、最大でも「原子力施設からおおむね 30ｋｍ」とされている。 

 

２ モニタリング体制の強化 

（１）空間放射線量率モニタリングの強化 

県は、平常時に行っているモニタリングポスト等によるモニタリング結果の取りまと

めを行うとともに、観測データの推移に留意し、必要に応じて、その状況を逐次、国や

町等関係機関へ連絡する。 

 

（２）水道水、上下水処理等副次産物の放射性物質検査 

県及び上下水道事業者は水道水、上下水処理等副次産物の放射性物質検査を実施し、

結果を共有する。 

 

３ 住民等への情報伝達・相談活動 

（１）住民等への情報伝達活動 

町は国・県等と連携し、異常事象等に関する情報を広く住民に向けて提供し、町内に

おける異常事象等に伴う混乱を未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。 

 

（２）情報提供の方法 

町は、防災行政無線等により県からの情報提供を受けるとともに、テレビやラジオ等

の放送事業者、新聞社等の報道機関の協力を得た広域的な情報提供に努める。 

また、インターネット等を活用した情報の提供にも努める。 

 

（３）情報発信元の明確化 

町は、住民への情報伝達等に当たっては、情報の発信元を明確にするとともに、理解

しやすく誤解を招かない表現に努める。 

また、必要に応じて情報の内容を理解する上で参考となる情報等を併せて提供する。 
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（４）情報発信内容 

町は、住民等のニーズに応じた多様な内容を情報提供するよう努める。 

情報提供すべき内容としては、以下のような事項が想定される。 

 町内の空間放射線量率に関する情報  

 水道原水、水道水、県産農林水畜産物、上下水処理等副次産物等の放射性物質に

関する検査結果  

 相談窓口の設置状況 

 

４ 相談窓口等の設置 

（１）相談窓口の開設 

町は、国、県と連携し、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対応できる

よう相談窓口を開設し、必要な要員を配置する。 

想定される相談窓口としては、以下のようなものが挙げられる。 

 放射線による健康相談窓口 

 水道原水、水道水、飲食物等の放射性物質に関する相談窓口 

 県内の空間放射線量に関する相談窓口 

 

（２）情報収集 

町は、住民からの相談等で、十分な情報がない場合は、関係機関と速やかに連絡を取

り、情報を収集し、解決を図るよう努める。 

 

５ 風評被害等の未然防止 

町は、国及び県、他の市町村と連携し、報道機関等の協力を得て、原子力災害による風

評被害等の未然防止のために、各種モニタリングの結果等を踏まえ、農林水畜産物、地場

産品等の適正な流通の促進、観光客の減少防止のための広報活動等を行う。 

 

６ 各種制限措置の解除 

町は、放射性物質検査の結果及び国が派遣する専門家の判断、国の指示等を踏まえ、水

道水・飲食物の摂取制限、農林水畜産物の採取の禁止・出荷制限等、上下水処理等副次産

物の搬出制限等の各種制限措置を解除する。 

 

７ 風評被害等の影響軽減 

町は、国及び県、他の市町村と連携し、報道機関等の協力を得て、原子力災害による風

評被害等の影響を軽減するために、各種モニタリングの結果等を踏まえ、農林水畜産物、

工業製品、地場産品等の適正な流通の促進、観光客の減少防止のための広報活動等を引き

続き行う。 
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第６ 林野火災対策 

１ 火災情報の収集・連絡 

（１）町における災害情報の収集・連絡 

町は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関

する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに吾妻行政県税事務所（同事務所に連

絡がつかない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連

絡し、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する場合は、県に報

告するとともに、消防庁にも直接報告する。 

 

（２）消防本部における災害情報の収集・連絡 

消防本部は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに

県に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

 

２ 避難誘導 

町は、吾妻森林組合、吾妻環境森林事務所等と連携して、入山者（営林作業者、登山客

等）への避難指示等の広報、誘導を行う。 

 

３ 消火活動 

住民及び自主防災組織は、火災の拡大を防ぐため、自発的に初期消火活動を行うととも

に消防機関に協力する。 

また、消防本部は、林野火災防御図の活用、県への防災ヘリコプターによる空中消火の

要請等により効果的な消火活動を実施する。 

 

４ 二次災害の防止 

林野火災により荒廃した流域では、降雨による土石流の発生等の二次災害のおそれがあ

るため、砂防関係機関（中之条土木事務所、利根川水系砂防事務所長野原出張所）及び町

は、土砂災害危険箇所の点検を行う。 

なお、町は、危険性が高いと判断された箇所について、関係機関や住民に周知し、適切

な警戒避難を確保する。 

また、砂防関係機関は、できる限り速やかに砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべ

り防止施設等の整備を行う。 
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第１節 生活の再建支援等 

 

第１ 被災者等の生活再建の支援 

１ 罹災証明の発行 

（１）罹災証明書の交付 

罹災証明書は、各種被災者支援策（給付、融資、減免・猶予、現物支給等）の適用の

判断材料として幅広く活用されている。 

そのため、町長は、町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者

から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該町長が定める種類の被害の

状況を調査し、罹災証明書（災害による被害の程度を証明する書面）を交付しなければ

ならない。（災害対策基本法第 90 条の２） 

なお、総務課窓口にて罹災証明書を交付する。 

 

（２）被災家屋の調査 

町は、家屋の被害状況の把握及び罹災証明書を発行するために、全住家を対象に被災

調査を行う。被災調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に

基づき、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部破損の区分として、災害

ごとに定める方法で調査を行う。 

なお、火災により焼失した家屋等は、消防本部が消防法に基づき火災調査を行う。 

 

（３）航空写真等の活用 

町は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて航空写真、被災者が撮影した

住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施する。 

 

（４）被災者への調査内容の説明 

町は、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査等、住宅に関する各種調査が個別

の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の

保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。 

また、県（危機管理課、建築課）は、町の活動の支援に努める。 

 

２ 被災者台帳の作成 

（１）被災者台帳の作成 

町は、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等

を一元的に集約した被災者台帳を積極的に作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な

実施に努める。 
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（２）県から町への情報提供 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する町か

らの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

 

（３）きめ細かな支援 

県及び町は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことがで

きるよう、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとと

もに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 

 

３ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付け 

町は県と協力して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48 年法律第 82 号）に基

づき、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付けを行う。 

（１）災害弔慰金 

「群馬県市町村総合事務組合災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害によ

り死亡した住民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 

 

（２）災害障害見舞金 

「群馬県市町村総合事務組合災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害

により負傷又は疾病にかかり、治癒後に精神又は身体に著しい障害がある住民に対して

災害障害見舞金を支給する。 

 

（３）災害援護資金 

「群馬県市町村総合事務組合災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害

により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の建て直しのために災害援護資金の貸し

付けを行う。 

 

４ 群馬県（小規模）災害見舞金の支給 

災害弔慰金、災害見舞金の対象者以外の被災者に災害見舞金を支給する。 

 

５ 長野原町災害見舞金の支給 

「長野原町災害見舞金支給条例」に基づき、住家等に被害を受けた罹災世帯に対して見

舞金を支給する。 

『 ☞ 資料２．３「長野原町災害見舞金支給条例」参照 』 

 

６ 被災者生活再建支援金の支給 

地震等の自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者で、経済的理由等により

自立した生活を再建することが困難な者に対し、被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第

66 号）に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建

支援金が支給される。 
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総務課は、被害世帯の支給申請の受付を行い、罹災台帳、罹災証明書を基に、支給申請

書の必要書類を取りまとめ、県に送付する。 

 

７ 生活福祉資金（災害援護資金）の貸し付け 

「生活福祉資金貸付事業制度要綱」（厚生労働省）に基づき、災害救助法が適用にならな

い災害によって被害を受けた低所得世帯に対して生活福祉資金を貸し付ける。 

 

８ 税の徴収猶予及び減免等 

町は、被災者の納付すべき町税について、法令又は条例の規定に基づき、納税の緩和措

置として期限の延長、徴収の猶予又は減免等の措置を講ずる。 

 

９ 雇用の確保 

公共職業安定所（渋川公共職業安定所中之条出張所）は、災害によりその雇用される適

用事業所(災害救助法が適用された地域に限る。)が休業するに至ったため一時的な離職又

は休業を余儀なくされた者に対し、基本手当を支給する。 

 

10 住宅再建・取得の支援 

県及び町は、被災者の自力による住宅の再建又は取得を支援するため、次の支援措置を

講じ、又は周知を図る。 

 

 災害復興住宅融資 

ア 建設資金 

イ 購入資金 

ウ 補修資金 

 地すべり等関連住宅融資 

 母子・寡婦福祉資金（住宅資金） 

 

11 住まいの確保 

必要に応じ、被災者の恒久的な住宅確保支援策として、災害公営住宅等の建設、公営住

宅等への特定入居等を行う。 

また、災害危険区域等における被災者等の住宅再建に当たっては、防災集団移転促進事

業等を活用しつつ、移転を推奨する。 

さらに、復興過程における被災者の居住の安全を図るため、公営住宅等の空き家を活用

する。 

 

12 支援措置の広報等 

町は、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報するとともに、

できる限り総合的な相談窓口等を設置する。 

また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった市町村

等と避難先の市町村等の協力を得て、必要な情報・サービスを提供する。 
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13 災害復興基金の設立等 

県及び町は、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をき

め細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金

の設立等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。 
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第２ 中小企業者・農林事業者の再建支援 

１ 中小企業に対する低利融資等 

町は、中小企業者の災害復旧を支援するため、次の貸し付け等を行い、又はこれらの制

度について周知する。 
 

 経営サポート資金 

 中小企業高度化資金（災害復旧貸付） 

 政府系金融機関による貸付条件の優遇 

 既往貸付金の貸付条件の優遇 

ア 中小企業高度化資金 

被害の状況に応じて、償還猶予等の必要な措置を講ずる 

 県信用保証協会の災害関係保証の特例 

ア 激甚災害法第 12 条の規定に基づく中小企業信用保険法による災害関係保証の

特例 

通常限度額２億８千万円→別枠を含む限度額５億６千万円 

イ 中小企業信用保険法第２条第４項の経営安定関連保証（災害別枠保証） 

通常限度額２億８千万円→別枠を含む限度額５億６千万円 

 

 

２ 農林業者に対する助成・低利融資等 

町は県と連携して、農林業者の災害復旧を支援するための助成、貸し付け及び利子補給

等を行い、これらの制度について周知する。 
 

 群馬県農漁業災害対策特別措置条例による助成 

 農業協同組合及び金融機関の融資等 

 日本政策金融公庫による貸付 

 

３ 地場産業・商店街への配慮等 

町は、地場産業、商店街の復興に配慮するとともに、内外経済の潮流を踏まえ、成長産

業のための基盤整備等により地域が自立的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずる。 

 

４ 中小企業の被災状況の把握 

県（経営支援課）及び町は、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するな

ど、災害発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努める 

 

５ 支援措置の広報等 

県及び町は、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広報すると

ともに、相談窓口等を設置する。 
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第３ 復旧事業の推進 

１ 被災施設の復旧等 

（１）調達計画等に基づいた事業 

町及び関係機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等

に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援す

る。 

 

（２）現状復旧の基本 

町及び関係機関は、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再

度災害の防止等の観点から、可能な限り改良復旧等を行う。 

 

（３）権限代行制度による支援 

ア 県は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、国において緊急災害対策本部が設置

された災害（以下「特定大規模災害」という。）等を受けた町から要請があり、か

つ町の工事の実施体制等の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると

認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、町又は町長に代わって工事を

行うことができる権限代行制度により支援を行う。 

イ 県（道路管理課）は、町が管理する国道、県道又は自らが管理する道路と交通上

密接である町道について、町から要請があり、かつ町村の工事の実施体制等の実情

を勘案して、自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適当であると認められる

ときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該工事を行うことができる権限

代行制度により支援を行う。 

ウ 町は、町長が管理を行う一級河川又は二級河川以外の河川で町長が指定したもの

（以下「準用河川」という。）における河川の改良工事若しくは修繕又は災害復旧

事業に関する工事について、町の工事の実施体制等の実情を勘案して、実施に高度

な技術又は機械力を要する工事を国が町長に代わって行うことが適当と認められる

ときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、工事を行うことができる権限代行

制度により、国に対し支援の要請を行う。 

エ 県（河川課）及び町は、災害が発生した場合において、県が管理の一部を行う指

定区間内の一級河川若しくは二級河川又は町長が管理を行う準用河川に係る維持

（河川の埋塞に係るものに限る。）について、県又は町における河川の維持の実施

体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する維持を国が

県知事又は町長に代わって行うことが適当と認められるものは、県知事又は町長に

代わって維持を行うことができる権限代行制度により、国へ支援の要請を行う。 

 

（４）鉄道事業者との連携 

鉄道事業者は、被災鉄軌道の早期復旧のため、鉄道事業者が実施する災害復旧工事

と関連する道路や河川等の災害復旧工事の事業者と連携するよう努める。 

 

（５）土砂災害防止事業実施機関による対策 
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土砂災害防止事業実施機関は、地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている

箇所について、二次災害防止の観点から、可能な限り土砂災害防止対策を行う。 

 

（６）ライフライン、交通輸送等の関係機関による復旧予定時期の明示 

ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、可能な限り地区別の復旧

予定時期を明示する。 

 

（７）警察署の活動 

警察署は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把

握に努めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きか

けを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

 

２ 災害廃棄物の処理 

（１）円滑かつ適切な処理の実施 

ア 町は、事前に策定した災害廃棄物処理計画等に基づき、必要に応じて、災害廃棄物

の処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保し、計画的な収集、運搬

及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑かつ適切な処理を行う。 

イ ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、国（環

境省、防衛省）が作成した「災害廃棄物の撤去等に係る連携対応マニュアル」等に基

づき、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担す

るなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行う。 

ウ 廃棄物処理施設は、災害廃棄物を処理しつつ、電力供給や熱供給等の拠点としても

活用する。 

エ 県及び町は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物処理業者、建

設業者等と連携した解体体制を整備する。 

 

（２）リサイクルの励行 

町は、損壊建物の解体等に当たっては、コンクリート、金属、木質系可燃物、プラス

チック等の分別を徹底し、可能な限りリサイクルを図るよう努める。 

 

（３）環境への配慮 

町は、損壊建物の解体、撤去等に当たっては、粉塵の発生防止に努めるとともに、ア

スベスト等有害物質の飛散等による環境汚染の未然防止や、住民及び作業者の健康管理

に配慮する。 

なお、アスベストについては、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュア

ル」（環境省平成29年9月）及び「群馬県災害時アスベスト対策行動計画」（群馬県アス

ベスト対策関係課所 令和3年3月）による。 

 

（４）広域応援 

町は、災害廃棄物の処理に必要な人員、収集運搬車、処理施設等が不足する場合は、

県に応援を要請する。 
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（５） 不法投棄の監視  

町は、廃棄物を空地や河川敷等に不法投棄しないように監視をするとともに、災害

広報紙を通じて、不法投棄の防止や適正な処理方法について周知する。 

 

３ 公共施設の復旧 

（１）災害復旧事業計画の作成 

公共施設の管理者は、被災施設の復旧について速やかに災害復旧事業計画を作成する。 

なお、同計画には再度災害の発生を防止するための改良等を含めることにより、将来

的な災害に備える。 

 

（２）早期復旧の確保 

ア 迅速な査定の確保 

公共施設の管理者は、復旧事業が国等の査定を受ける必要がある場合は、国等と協

議しながら査定計画を立てるなどして、迅速に査定が受けられるよう努める。 

 

イ 迅速な復旧事業の実施 

公共施設の管理者は、実施が決定した復旧事業が迅速に実施できるよう、請負業者

の確保等必要な措置を講ずる。 

 

（３）財政援助の活用 

公共施設の管理者は、施設の復旧に当たっては、各種法律等に基づく財政援助を積極

的に活用する。公共施設の災害復旧費用に対する財政援助を定めている法律等は、次の

とおりである。 
 

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

 公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法 

 公営住宅法 

 土地区画整理法 

 感染症予防法 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 予防接種法 

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

 下水道法 

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

 都市災害復旧事業費国庫補助に関する基本方針 

 

４ 激甚災害の早期指定の確保 

町長は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和 37 年法律

第 150 号。以下「激甚災害法」という。）に基づき内閣総理大臣が行う激甚災害の指定が早

期になされるよう、知事に対し、査定事業費等を速やかに報告する。 
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第２節 災害復興推進体制 

 

災害復旧を進めた後に、被災前の地域が抱える課題を解決し、被災を契機に町や地域産

業の構造等をより良いものに改変する復興計画を速やかに作成し、関係機関の諸事業を調

整しつつ、計画的に復興を進める。 

また、復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備（地方公共団体間の連携、

国との連携、広域調整）を行う。 

 

第 1 災害復興体制 

１ 災害復興対策本部の設置 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、

町長を本部長とする「災害復興対策本部」を設置し、各分野の災害復旧・復興活動の一元

化を図る。 

 

２ 基本方針の決定 

町は、被災の状況、地域の特性、住民の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧を目指す

か、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指す

かについて検討し、復旧・復興の基本方向を決定する。 

 

３ 住民の参加 

被災地の復旧・復興は、町が主体となって住民の意向を尊重しつつ、国、県の支援を受

けながら共同して計画的に行う。この際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆ

る場・組織に女性、障害者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する。 

 

４ 国等に対する協力の要請 

町は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の地方公共団体等に対

し職員の派遣、その他の協力を求める。 

 

第２ 災害復興計画の策定 

１ 復興計画の内容 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、

町は、自らが決定した復興の基本方向に基づき、具体的な復興計画を作成する。 

町の復興計画においては、町の復興、産業の復興及び生活の復興に関する計画を定める

とともに、その事業手法、財源確保、推進体制に関する事項について定める。 

また、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等

に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施する

ことにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における

円滑かつ迅速な復興を図る。 
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２ 多様な主体の参画 

県及び町は復興計画の作成に当たっては、計画策定の過程において、女性の参画を進め

るとともに、復興計画に障害者、高齢者等の要配慮者等の多様な住民の意見を反映するよ

う努める。 

 

第３ 災害復興事業の推進 

１ 防災まちづくりの実施 

（１）防災まちづくりの実施にむけて 

町は、必要に応じ、再度災害の防止とより快適な環境を目指し、住民の安全と環境保

全等にも配慮した防災まちづくりを実施する。防災まちづくりに当たっては、現在のみ

ならず将来の住民のためという理念のもとに、計画作成段階で町のあるべき姿を明確に

し、理解を求める。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境整

備に努める。 

 

（２）市街地再開発事業の推進 

既存の不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その重要性を住民に

説明し、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。 

 

（３）安全性の向上 

河川等の治水安全度の向上、土砂災害に対する安全性の確保等についても目標とする。 

 

（４）ライフライン事業者との調整 

ライフラインの共同収容施設としての共同溝の整備等については、耐水性等に考慮し

各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りながら進める。 

 

２ 被災市街地復興特別措置法等の活用 

町は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を

活用して、合理的かつ健全な町の形成と機能の整備を図る。 

 

３ 事業の迅速、円滑化の促進 

（１）情報の提供 

町は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、施策情報の提

供等を住民に対し行う。 

 

（２）復旧事業の迅速化 

町は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物及び堆積土者等の処理事業を実施するに当

たり、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活

用しつつ、可能な限り迅速かつ円滑に実施する。必要な場合には、復興計画を考慮した

上で傾斜的、戦略的に実施する。 
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第３節 激甚災害法の適用 

 

激甚災害法に基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状況を速やかに調査し、実情

を把握して早期に激甚災害の指定を受けられるよう措置するとともに、公共施設の災害復

旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置を講ずる。 

 

第１ 激甚災害の指定手続 

１ 激甚災害法による財政援助 

著しく激甚である災害が発生した場合における、地方公共団体の経費の負担の適正化及

び罹災者の災害復興の意欲を高めることを目的とした激甚災害法が制定されている。 

この法律は、激甚災害と指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特別の財

政援助と、罹災者に対する特別の助成措置を内容としている。 

 

２ 激甚災害の指定手続 

大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、知事の報告に基づき、中央防災会議の

意見を聞いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

中央防災会議は、内閣総理大臣の諮問に対し、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定

基準に基づいて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 

なお、局地激甚災害の指定については、１月から 12 月までに発生した災害を一括して翌

年の１、２月ころに手続をするが、「公共土木施設」及び「農地等」の措置について、査定

見込額が明らかに指定基準を超えるとみられる場合においては、「中小企業関係の特例」又

は「森林関係」の措置が適用される場合に限り、早期の指定が可能である。 

 

■激甚災害の指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野原町長 
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３ 激甚災害に関する被害状況等の報告 

（１）知事への報告 

町長は、町域内に災害が発生した場合は、災害対策基本法第 53 条第１項の規定に基づ

き、速やかにその被害状況を知事へ報告する。 

 

（２）報告事項 

被害状況等の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するま

での間、次に掲げる事項について行う。 

 

 災害の原因 

 災害が発生した日時 

 災害が発生した場所又は地域 

 被害の程度（災害対策基本法施行規則別表第１に定める事項） 

 災害に対してとられた措置 

 その他必要な事項 

 

 

第２ 特別財政援助額の交付手続等 

本部長（町長）は激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別ごとに激甚災害法及び算

定の基礎となる法令に基づき調書等を作成し、知事に提出しなければならない。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野原町地域防災計画 

令和５年８月 

発 行   長野原町防災会議 

編 集   長野原町総務課 

〒377-1392 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原 1340 番地 1 

0279-82-2244（代表） 

 

 

 



 

 


